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 令和６年２月招集 

 

我孫子市議会定例会会議録（第２号） 
 

 令和６年２月２８日（水） 

───────── 
議 事 日 程 

議事日程（第２号） 

 令和６年２月２８日（水）午前１０時開議 

日程第１．議案第３７号 

日程第２．市政に対する一般質問 

───────── 
午前１０時００分開議 

○議長（早川真君） これより本日の会議を開きます。 

───────── 
議 長 の 報 告 

○議長（早川真君） 本日、市長から追加議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報

告いたします。 

 議案の配付漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（早川真君） ないものと認めます。 

───────── 
議 案 第 ３ ７ 号 

○議長（早川真君） 日程第１、議案第３７号を議題といたします。 

（ 巻 末 資 料 に 掲 載 ） 

○議長（早川真君） 提案理由の説明を求めます。星野順一郎市長。 

〔市長星野順一郎君登壇〕 

○市長（星野順一郎君） 追加議案について提案理由の説明をいたします。 

 議案第３７号は、我孫子市立並木小学校屋上防水外壁等改修工事の請負契約を締結するものでご

ざいます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。十分な御審議の上に御可決いただきますようよろしくお願
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い申し上げます。 

○議長（早川真君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

───────── 
市政に対する一般質問 

○議長（早川真君） 日程第２、市政に対する一般質問を行います。 

 一般質問通告者の皆様に申し上げます。２回目以降の質問または答弁漏れの場合は、速やかに手

を挙げてその意思を表明してください。 

 傍聴の方に申し上げます。会議の支障とならないよう会議中は静粛にし、みだりに席を離れたり

しないよう御協力お願いいたします。なお、マイクユニットに影響を及ぼしますので、携帯電話の

電源をお切りくださるようお願いいたします。 

 順次発言を許します。清風会代表椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 おはようございます。清風会の椎名幸雄でございます。会派を代表いたしまして質

問をさせていただきます。 

 令和６年１月１日発生いたしました能登半島地震により犠牲になられた方に、深く哀悼の意を表

します。また、被災された方々の一日も早い復旧・復興を御祈念申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症は世界の経済に大きな影響を与えました。令和５年５月に感染症法の

位置づけが季節性インフルエンザと同じ５類に移行され、感染対策に緩和の動きが出てまいりまし

た。市民生活もコロナ禍より抜け出し、安定感が出てきたように見受けられます。現在、国内にお

いては、２月２０日現在株価は３万８，０００円台と高水準を示しておりますが、ロシアのウクラ

イナ侵攻、パレスチナ情勢など、国際情勢の影響によりエネルギーや原材料等の価格高騰が市民生

活に大きな影響を与えております。 

 大綱５点について質問をさせていただきます。 

 大綱１、財政行政について。 

 （１）中期財政計画より歳入について。 

 ア、個人市民税について納税者が減少傾向にあるが、穏やかな回復基調を見込むとありますが、

具体的に何を基に判断されているのでしょうか、お聞かせください。 

 イ、同じく法人市民税についても穏やかな回復基調を見込むとありますが、具体的な判断理由を

お聞かせください。 

 ウ、固定資産税、都市計画税について、令和６年度の評価替えによりどの程度の増収が見込める

のか、お聞かせください。 

 エ、軽自動車税について、登録台数の増加はどの程度見込めるのでしょうか、お聞かせください。 
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 オ、今後の歳入の見通しについて、個々の歳入の見通しについてお聞きしましたが、今後ますま

す歳入が厳しくなると思われる中、全体的な見通しはどのようになると思われますか、お聞かせく

ださい。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員の質問に対する当局の答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 初めにアについてお答えします。 

 令和５年６月に策定した中期財政計画での個人市民税の試算については、令和４年から続く物価

高騰により賃上げを行う企業がある一方で、物価高騰や原油高などの影響により賃上げを行えない

企業もあることから大幅な上昇は見られないと想定し、国が示す名目ＧＤＰ成長率や令和４年度実

績を考慮し、令和６年度は対前年比０．４％の増を見込みました。 

 なお、令和６年度当初予算編成においては、令和４年度決算及び令和５年度の調定見込みを考慮

し、個人市民税全体で対前年当初予算比３．３％増の８８億８，６５８万３，０００円を見込んで

います。 

 また、納税義務者数については、コロナの影響を受けた令和３年度を除き緩やかな増加傾向であ

ることから、今後も同様に推移していくと考えております。 

 次に、イについてお答えします。 

 中期財政計画での法人市民税の試算については、国が示す法人企業景気予測調査を参考とし、令

和６年度は対前年比８．１％の増を見込みました。 

 なお、令和６年度当初予算編成においては、個人市民税と同様に令和４年度決算及び令和５年

度の調定見込みを考慮し、法人市民税全体で対前年当初予算比１７．３％増の４億５，４２８万

８，０００円を見込んでいます。 

 次に、ウについてお答えします。 

 中期財政計画での固定資産税の試算については、令和６年度は評価替えとなる基準年度であるこ

とから、まず土地については令和３年度の評価替えと比較して、地価公示価格等が上昇しているた

め、対前年比３．８％の増を見込みました。 

 次に、家屋については、建築経過年数による減点補正を乗じた価格の見直しが行われることから

既存家屋全体の評価額が下がることを考慮し、対前年比１．２％の減を見込みました。 

 なお、令和６年度当初予算編成においては、土地は価格の上昇を踏まえ、対前年当初予算比

３．２％増を見込みました。 

 家屋については、評価額を積算する単価が建築資機材や設備機器等の物価の高騰により１割程度上

昇したため既存家屋全体の評価額の下落幅が抑えられたことや、新増築棟数が例年よりも増加したこ

とにより、対前年当初予算比４．２％増を見込み、固定資産税全体で対前年当初予算比３．２％増の
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６３億２５３万４，０００円としました。 

 また、都市計画税についても固定資産税と同様に見込み、対前年当初予算比２．２％増の１３億

５，００１万８，０００円を見込んでいます。 

 次に、エについてお答えします。 

 軽自動車税の登録台数については、令和５年度で対前年比２８４台増の２２万５，４６３台とな

っています。平成３０年度から令和４年度の直近５か年で１，７８８台増、年平均で３５７台の増

加傾向にあることから、今後もしばらくは同数程度の増加になると見込んでいます。 

 次に、オについてお答えします。 

 中期財政計画では、今後３年間の歳入の見通しを立てるに当たり、歳入の根幹である市税をはじ

め、地方交付税や各種交付金などについて判明している制度改正や直近の傾向、国が公表する各種

見通しなどから推計しています。 

 今後の歳入の見通しでは、本年６月頃に公表する中期財政計画においてお示しする予定ですが、

現段階では、市税収入と地方譲与税の合計額について、国が本年１月に公表した中長期の経済財政

に関する試算では、増加の傾向にあり、本市においても同様の傾向が想定されます。 

 また、地方交付税や臨時財政対策債については、国の地方財政計画の影響が大きく、見通すこと

は難しいのが現状です。国の同試算によると、これらも増加傾向が示され、本市においても同様に

想定しています。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 御丁寧な答弁ありがとうございます。 

 今、国が大企業あるいは中小企業におきましても、給料のアップというか、それをいろいろニュ

ース等で報道されております。ぜひこれが実現され、そして市の歳入が見込みどおりいくことを期

待しております。 

 それでは次に移らせていただきます。 

 財政調整基金について。 

 令和４年度４２億１，７００万円、令和５年度３４億８，４００万円、令和６年度２８億３，４００

万円、令和７年度２１億８，４００万円の残高と推移が見込まれております。新クリーンセンター

建設と大きな事業があり財政調整基金の取崩しがあったと思います。 

 ア、今後の見通し及び我孫子市としてどの程度保有していればよいと思われますか、お聞かせく

ださい。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 
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○説明員（中光啓子君） 財政調整基金の残高は、近年の新型コロナウイルス感染症の拡大や物価

高騰への対応として国から地方に手厚く財源措置がされたことなどから、これまでよりも高い水準

で推移し、令和５年度末残高は約３９億５，０００万円を見込んでいます。 

 一方で、令和６年度当初予算編成に当たっては、政策的事業の財源として約１４億７，０００万

円を繰り入れており、これらの結果令和６年度末残高は２８億３，０００万円を見込んでいます。 

 基金残高の今後の見通しについては、ここ数年経常的収支から政策的事業の財源を生み出しにく

い状況になっており、政策的事業の実施状況にもよりますが、減少傾向になると見込んでいます。 

 なお、本市における財政調整基金残高の目標は、標準財政規模の１０％に相当する２６億円程度

と考えています。現状においては目標となる額を上回っていますが、今後見込まれる様々な事業の

財源として計画的に活用していく必要があり、残高の動向にも十分注意してまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 財政調整基金に、よく今各議会が始まってどうだよというようなことがいろいろ新聞等で報道さ

れております。他市、非常に高いところもございますけれども、我孫子市、財政が厳しい中、やは

りある程度の財源というか、財政調整基金を保有していなけりゃいけない、まだ少し足らないかな

と思うんですけれども、それはやむを得ないと思いますので、その辺よろしくお願いをいたします。 

 次に移らせていただきます。 

 （３）公共施設等総合管理計画より。 

 １、公共施設管理より。 

 一般会計におけるインフラ施設の将来の維持管理・更新費用の推計に当たっても、自然体推計と

対策反映推計の二通りの推計を行い、その比較から対策効果を検証しますとあります。公共施設の

維持管理を行うためには経費等が必要です。 

 ア、自然体推計及び対策反映推計とはどのようなものかお聞かせください。 

 次、イ、有形固定資産減価償却率の推移について。 

 有形固定資産減価償却比率は、有形固定資産のうち建物、設備、インフラ工作物等の償却資産

（時間の経過や使用によって価値が減少する資産）について、取得価格等に対する減価償却累計額

の割合を算出ことにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過している指数です。この

指数が高いほど資産の老朽化が進んでいることを示します。 

 総務省が取りまとめた２０１８年（平成３０年度）の結果を見ると、我孫子市は近隣市（我孫子市

を含む東葛６市、印西市、白井市、取手市、守谷市）の中で最も高い値で、我孫子市は６９．５％、

単純平均では５７．４６％、この数値を下げるのは、古い建物を壊し新しくすればよいのですけれ
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ども、これらの推計を見てどのように対応するのかお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 初めに、アについてお答えします。 

 公共施設等の維持管理・更新費用の将来推計については、自然体推計と対策反映推計の二通りで

行っています。 

 まず、自然体推計とは、全ての施設を標準的な耐用年数経過時に単純更新する条件で試算した推

計です。一方、対策反映推計とは、個別施設計画で位置づけた長寿命化や計画的な保全等の対策を

反映させた推計です。これらの対策を実施することで、自然体推計よりも費用が抑えられる推計と

なっています。 

 次に、イについてお答えします。 

 有形固定資産減価償却率は、施設を改修・除却することによって改善されます。本市の数値が

年々上昇していることは、施設の老朽化に対する投資が追いついていない状況であることを表して

います。 

 今後は、施設の在り方の見直しに伴った面積縮減による費用縮減や事業の見直しによる財源創出

に努めるとともに、公共施設整備基金を積み増ししながら有効に活用することで計画的に施設の改

修を進め、有形固定資産減価償却率の改善につなげていきたいと考えています。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 次に移ります。 

 （４）地方債借入残高の推移見込みについて。 

 一般会計において管理する公共施設、インフラ施設、プラント施設の費用を合算した全体の将来

費用を国庫補助等の補助金を積極的に活用することを前提としますけれども、特定年度の突出を避

け平準化を図る上では地方債を活用することが必要であります。地方債借入残高の推移見込みはど

のようになりますか。お聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中光啓子財政部長。 

〔説明員中光啓子君登壇〕 

○説明員（中光啓子君） 令和４年度末の地方債残高は、クリーンセンターの焼却炉建設事業に伴

い多額の借入れを行い、過去最大の約３４２億円となりました。このうち地方交付税の代替措置と

して借入れを行った臨時財政対策債の残高は約２１１億円でしたが、令和５年度末では約１９５億

円、令和６年度末では約１７８億円と減少を見込んでいます。 
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 一方で、令和４年３月に改定した公共施設等総合管理計画では、投資的事業に係る地方債の借入

残高について、令和８年度までは増加する見通しとなっており、また、本計画では考慮していない

資源化施設の整備も具体的な事業規模が見えてきたことなどから、当面の事業債については増加を

見込んでいます。引き続き財政規律を意識した中で基本目標に掲げるまちづくりに必要な事業を実

施してまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 それでは次に、大綱２、教育行政について。 

 （１）小中一貫教育について。 

 平成２５年(２０１３年)我孫子市議会第２回定例会において、小中一貫教育について質問をさせ

ていただきました。平成２５年は、小中一貫教育推進委員会を立ち上げ、小中一貫教育基本方針の

策定と、大変苦労なされたときだと思います。戦後６７年間行ってきた教育を９年間を通して行う

ということであり、６・３・３制を改めるものでありますから、大変だったと思います。 

 当時の中村準教育長より、次のような御答弁をいただきました。 

 小中一貫教育では、我孫子の実態に合わせ、小中９年間を滑らかにつなぐことにより学力向上や

中１ギャップの解消、さらには郷土を愛する心を育てるとともに、自己肯定感を高め、自他を尊重

できる心豊かな子ども、そして志を高く、グローバルな視点で我孫子の未来を開くことのできる子

どもの育成を考えておりますと御答弁されております。 

 平成２５年(２０１３年)小中一貫教育に踏み出してから１１年、順調に進んでいると思いますが、

これまでの歩みと成果についてお聞かせください。 

 イ、中村準元教育長の御答弁の中に「つなぐ」というお言葉がありました。また、我孫子市小中

一貫教育基本方針に、小中一貫教育を推進する３つの「つなぐ」があります。「つなぐ」につきま

してお聞かせください。 

 ウ、我孫子市の小中一貫教育は、順調に進んできていると思います。今後の目指す小中一貫教育

についてお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 初めに、アについてお答えします。 

 我孫子市では小中一貫教育を推進するため、平成２５年１０月に小中一貫教育推進委員会を立ち

上げ、２月に我孫子市小中一貫教育基本方針を策定いたしました。翌平成２６年度には布佐中学校

区を３年間小中一貫教育推進モデル地区に指定し、布佐中学校区での取組を市全体へと広げるとと
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もに、平成２７年度末には市内小中学校の教員とともに、市の小中一貫教育カリキュラム、Ａｂｉ

☆小中一貫カリキュラムを完成させました。平成３０年度に各中学校区にて小中一貫教育基本方針

である小中一貫教育グランドデザインを作成し、平成３１年度より全ての中学校区で小中一貫教育

がスタートしました。 

 その後、国の学習指導要領の改訂等を踏まえ、令和２年２月に我孫子市小中一貫教育基本方針の

改定、令和３年１２月にＡｂｉ☆小中一貫カリキュラムを改訂しています。そして小中一貫教育の

一層の充実を目指し、令和４年４月より全ての小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ

スクールがスタートしました。このことに合わせて同年度２月に我孫子市小中一貫教育基本方針を

改定しています。 

 ここまでの小中一貫教育の成果として、各中学校区の小中一貫教育グランドデザインを基にした

取組や、Ａｂｉ☆小中一貫カリキュラムの実施を通して、小中一貫教育で目指す子ども像へと近づ

く子どもたちの姿が見られるようになっています。また、教職員においても小中一貫教育への意識

が高まり、それぞれの中学校区で工夫した取組が見られております。 

 次に、イとウについて併せてお答えします。 

 我孫子市ではそれぞれ小中学校の施設が離れているため、環境、学習、人の３つをつなぐことに

より推進をしています。特に、小学校５、６年生、中学校１年生の接続を重視しております。 

 環境の面では、児童・生徒の実態や発達に応じた学習面や生活面の決まりや約束などでつないで

います。また児童・生徒の個々の実態に応じて、必要となる配慮や支援についても９年間を通して

行っています。学習の面では、９年間をつなぐ系統的なカリキュラムの実施と体験活動の充実によ

りつないでいます。 

 なお、Ａｂｉ☆小中一貫カリキュラムには、５つのカリキュラムがあります。我孫子市の教育を

象徴する２つのカリキュラムであるふるさと学習を基盤としたＡｂｉ-ふるさとと、地域人材等を

活用したキャリア教育Ａｂｉ-キャリア、子どもたちの成長や学びの土台となる３つのカリキュラ

ムである我孫子の先人を通して郷土愛を育むＡｂｉ-道徳、小学校１年生から系統的に学ぶＡｂｉ-

Ｅｎｇｌｉｓｈ、ＩＣＴ教育やＩＣＴの活用を推進するＡｂｉ-ＩＣＴです。このほか各中学校区

で地域の特色を生かした独自のカリキュラムや体験活動の実施を進めております。 

 人の面では、小中一貫の日の実施などによる小中学生同士の交流、小中学校の教職員の合同研修

や相互授業参観などを通した小中学校教員の相互理解の促進を進めています。さらに、学校、家庭、

地域の連携・協働による小中一貫教育の充実に向けて、中学校区合同での学校運営協議会の実施や

地域学校協働活動に関する情報共有なども行っております。 

 今後も引き続き我孫子市小中一貫教育基本方針、各中学校区の小中一貫教育グランドデザインを

基に、環境、学習、人を着実につなぎ、児童・生徒の学校生活や学びを充実させてまいります。 
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 またコミュニティスクール制度を生かし、地域学校協働本部と連携・協働しながら、児童・生徒

の体験的な学びの一層の充実を図ってまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 教育は、国の基本の一番の大本でございます。我孫子市、いろいろ今お答えいただきましたとお

り頑張っていると思われます。今後もますます御努力をお願いをいたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 次に移ります。 

 （２）小学校高学年教科担任制について。 

 我孫子市は小中一貫教育を実施していく中で、小学校の先生が中学生になった生徒に授業を行う

ことができる、また、その反対もある。教育に幅が出てくることにより学力向上が期待できる。現

在、外国語、体育等は担任制になっていると思いますが、我孫子市の教科担任制はどのようになっ

ているのでしょうか。小学校の教科担任制が導入されると、教員数や財政的な問題も発生すると思

います。 

 ア、我孫子市の小学校高学年教科担任制はどのようになりますか。また、他に発生する問題等に

ついて検討されているのか、お聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 我孫子市では現在、小学校高学年教科担任制を３つの方法で実施しており

ます。 

 １つ目は、児童数に応じて担任以外の教員が配置される増置教員を活用する方法です。この増置

教員は、音楽専科や教務主任などになることが多く、これらの教員はほとんどの学校で高学年教科

担任として音楽や書写などの学習を行っています。また増置教員が多い学校は、さらに高学年専科

として図工なども行っています。 

 ２つ目は、県に要望して高学年専科等の教員を配置する方法です。現在、我孫子市で要望が通り、

高学年専科教員等が配置されている学校は４校あり、理科や図工、家庭科、書写の授業を行ってい

ます。また、市内４校に英語専科教員が配置され、１人２校で英語学習を指導しているので８校で

英語専科が授業を行っております。 

 ３つ目は、学年内で１組の担任が理科専科、２組の担任が社会科専科となり授業を交換して行う

方法です。市内では７校、延べ１４の学年で行っており、理科と社会、国語と算数、社会と体育な

どで行われております。 
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 小学校段階から教科担任制を導入することで、小学校と中学校との違いから起こる中１ギャップ

を薄くする効果があります。またそればかりでなく、大きな教育効果もあると考えております。 

 教科担任制は、１人の教職員が１つの教科を複数学級へ指導するので、教科を絞って教材研究や

教具の準備ができます。また同じ授業を複数学級で展開できるので、児童の反応や理解度を確認し

ながら授業の質を高めていくことでことができ、指導力の向上にもつながります。児童はしっかり

と教材された質の高い授業を受けることができます。 

 担任以外の教職員が授業を行うことで、複数の教職員が学級の様子や児童の様子を見ることがで

き、多くの視点で児童の成長を支えることができます。また児童も、指導者が替わることでよい緊

張感が生まれ、学習意欲が向上しているようです。 

 一方で、担任以外が指導することで起こる問題もあります。時間の融通がきかず、授業の進度調

整等には苦労があるのも確かでございます。 

 しかし教科担任制には大きな教育効果が期待されるので、担任と教科担任とが児童について情報

を共有しながら、学校全体で児童の成長を支えていけるようにしてまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 教科担任制が十分にできるというようなことは、やはり小中一貫教育の一つのメリットだと思い

ます。これにつきまして、やはり各専門知識を持った先生が子どもたちに教える、これは非常にす

ばらしいことだと思いますので、今後もよろしくお願いを申し上げます。 

 次に移ります。 

 （３）我孫子市の小中一貫校について。 

 我孫子市は、中学校区ごとに小中一貫教育を行っております。星野順一郎我孫子市長は、５期目

当選の千葉日報社、令和５年６月６日のインタビューに応じ、市立の小中一貫校創設に意欲を示し、

一貫校では一体型の校舎で理系に重点を置いた特色ある施設にしたいと述べております。小中一貫

教育を充実させるためには一体型施設は必要であると思います。 

 ア、一体型施設に対する星野順一郎我孫子市長の意欲をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。星野順一郎市長。 

〔市長星野順一郎君登壇〕 

○市長（星野順一郎君） 平成２５年度から我孫子市として小中一貫教育を進めてきており、私の

思いとしましては、小中一貫教育を進める上で一体型小中一貫校を創設したいと考えておりました。 

 教育委員会にて設置した我孫子市布佐中学校区の学校の在り方検討委員会においても、２か年に

及ぶ検討の結果、施設一体型小中一貫校とすることが望ましいという提言の報告を受けました。 
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 今後は、頂いた提言書を踏まえ、市内の小中一貫教育のパイオニアとなるような特色ある学校の

創設に向け、教育委員会と連携をし準備を進めていきたいと考えています。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 やはり一体型の学校というものはどうしても必要。それがやはり中１ギャップだとかいろいろな

面で、子どもたちが９年間一緒に学ぶということは非常に大切だと思いますので、我孫子市のいろ

いろな事情がありますけれども、これを創意工夫あるいは市民の皆様に説得をされて、ぜひ実現を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 （４）手賀沼一周女子中学生駅伝大会の実現をということで、市民の皆様はスポーツに関心があ

る方は多いと思います。スポーツ欄を見て一喜一憂しているのは私だけではないと思います。最近

の我孫子市立中学校の駅伝大会の成績を見ますと、令和５年１０月東葛飾中学駅伝大会、我孫子中

優勝、久寺家中２位、令和５年１１月千葉県中学駅伝大会男子、久寺家中２位、我孫子中４位、女

子、久寺家中６位。令和５年１２月第３２回関東中学駅伝大会、久寺家中優勝、我孫子中２位、過

去では平成２９年に全国大会で白山中学校優勝をいたしております。 

 今、駅伝だけではありません。我孫子の子どもたちが頑張っております。中央学院高校は６年ぶ

り３回目の甲子園出場が決定いたしました。おめでとうございます。頑張って私たちも応援しまし

ょう。 

 ア、我孫子市の頑張っている子どもたちへの支援についてお聞かせください。 

 手賀沼一周女子駅伝大会開催について、過去何回か質問をさせていただきましたが、厳しい御回

答でした。交通事情、日程問題、場所の選定等、現在の中学駅伝の距離は、男子６区、約２０キロ

メートル、女子５区、約１２キロメートル前後です。一番交通の問題ある手賀大橋を渡らなくても

開催できるのではないでしょうか。ある県議が熊谷俊人知事にお話ししたところ、非常に関心を示

されていたとのことです。 

 エコマラソン、新春マラソン開催を行い、運営実績も十分あります。市民の皆様も子どもたちの

走る姿を見て応援します。そして、これは走る選手だけでなく、応援している子どもたちも自分た

ちの学校、郷土に愛着を持つようになると思います。学校の成績だけではありません。友達と一緒

に応援した一体感が生まれるのではないでしょうか。交通事情で、柏の葉のグラウンドで大会をす

ればよい、それだけではないだろうと思います。箱根駅伝、東京マラソン、毎日駅伝、福岡駅伝、

テレビ放送がされています。ただグランドで一周一周とぐるぐる回ればよい、それだけではないと

思います。 
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 イ、手賀沼一周女子駅伝大会の開催を実現させていただきたいと思います。市のお考えをお聞か

せください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

〔説明員山田和夫君登壇〕 

○説明員（山田和夫君） 私からは、アについてお答えします。 

 教育委員会では、児童・生徒の部活動での頑張りを支援するため、部活動の大会運営については、

大会を主催する我孫子市小中学校体育連盟に補助金を、我孫子市と鎌ケ谷市が加盟する葛南支部小

中学校体育連盟や東葛地方中学校駅伝競走大会には負担金を市で支出し、各大会が円滑に運営でき

るよう支援していきます。 

 また、県大会や県コンクールに出場する際の移動用のバスの手配や費用を負担したり、関東全国

大会に出場する生徒、引率顧問の交通費と宿泊費を小中学校体育活動及び文化活動補助金として交

付しています。さらに、今年度の駅伝大会では、我孫子中学校、久寺家中学校がすばらしい成績を

収めたこともあり、生徒たちが市長を表敬訪問しました。また、広報にて、活躍を市民の皆様にお

知らせしました。そのほかの活動についても、優秀な成績を収めた児童・生徒には、活躍をたたえ、

励みとなるよう教育奨励賞を授与しています。 

 今後も教育委員会としましては、スポーツ活動、文化活動に励んでいる子どもたちを支援してい

きたいと思います。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 私からは、イについてお答えいたします。 

 中学校部活動の陸上、駅伝大会は、年間を通して様々な大会が開催されております。我孫子市の

中学校部活動は、部活動ガイドラインを設け、生徒の心や体の安全に配慮した指導を行うため、活

動日数や時間、休養日を設定しています。また、部活動年間活動計画の作成に当たり、大会が多く

開催されるオンシーズンとオフシーズンを考慮しながら、けが等健康被害の防止や家庭で過ごす時

間、さらに多様な活動ができるよう考慮しております。 

 御提案にありました手賀沼周辺コースを利用した手賀沼一周女子駅伝大会を開催するに当たって

は、交通規制により会場周辺の方々の行動が制限されることや、また安全・安心なコース設計、運

営など様々な課題があると認識しております。 

 教育委員会としては、今後も新春マラソンやスポーツイベントなどで頑張っている子どもたちが

活躍できる場を増やしていくとともに、箱根駅伝や富士山女子駅伝で活躍したトップアスリートと

共に走りを体験できる機会を設け、スポーツを通じて夢を持てる場を提供してまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 
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〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 今、例えば御答弁にありましたように、非常にその日程だとか子どもたちの体の状態だとか、そ

ういうものを考慮しながら、いろいろな計画を立てられていることは十分理解をいたしますけれど

も、やはりこれだけ新聞等や何かにつきましても、千葉日報や何か、一面というかスポーツ欄全体

を使って我孫子市の子どもたちが１着、２着になったような報道もあります。 

 市民の皆さん、あるいは子どもたちの保護者の皆さんも、そういう走る姿をぜひ目の前で見たい

という要望はたくさんあると思います。そしてそれは、やはり市の中の教育だとかあるいは体育だ

とかそういうものについても、それから先ほど私もお話ししましたように、郷土愛だとか、子ども

たちの友達同士の応援に携わっていたときの子どもたちの絆というか、そういうものが深まると思

います。 

 グラウンドで駅伝、何周云々するのも確かにいいか分かりませんけれども、交通事情だとか、そ

の辺のこともやはり考慮していただいて、ぜひ市民の皆様の前で走る姿を、頑張っている姿を見せ

てあげたい、そのように思うところでございますので、今後もそういう実現に向けて御努力をして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。御答弁をちょっとお願いいたします。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 子どもたちの輝く場面を直で見たいという、これは私も同じ気持ちでござ

います。ただ、今、女子駅伝といったときに一番課題になるのが、まず市内６校中１校だけが単独

のチームがあるんです。それ以外は女子駅伝部というのはないという実情もあります。ただ、やっ

ている子も中にはいますので、そういった場面を新春マラソンとか、今既存の大会等の中で、そう

いったことも紹介しながら進めていくとか、いろんなことは考えていきたいというふうに思ってお

ります。また、今後そういう機会があれば出るようなことも、校長会等でもちょっとお話をしなが

ら進めていきたいなと思っております。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございます。 

 ぜひ、その辺を創意工夫していただいて、なるべく皆さんの前で走れるような状態をつくってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 大綱３、福祉行政について。 

 （１）介護老人福祉施設について。 

 我孫子市では、介護福祉施設の待機者を解消するため第８期介護保険事業計画を行っており、次

の第９期介護保険事業計画を行うと思います。これからの計画、また現在の待機者の人数などが分
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かればお教えください。現在、我孫子の西地区は施設が少ないので、誘致する場合は配慮等がある

のかお教えください。 

 ア、第９期介護保険事業計画があるか。待機者人数、西地区への誘致についてお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームの要介護３以上の待機

者数は、令和６年２月１日現在２７６名となっています。 

 現在策定中の第９期介護保険事業計画・第１０次高齢者保健福祉計画の施設等整備方針では、新

たに特別養護老人ホームの整備をする予定は、市の西側地区を含めてありません。今後、新たな特

別養護老人ホームの整備について将来の計画に位置づける際には、利用者等の待機状況などを把握

しながら整備方針を定めていきます。 

 現行の第８期介護保険事業計画・第９次高齢者保健福祉計画で掲げていた１施設、定員１００名

の特別養護老人ホームについては、我孫子市青山に令和７年３月開設予定となっています。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 たしか待機者が２７６名といいますと、やはり待機している場合に、よく、たくさんいるから早め

に申し込んでおこうという方も多分いらっしゃると思うんですね。やっぱり２７６名で今度１００床

の施設ができれば、大体ほぼ解消したような状態になると思われます。この次、またぜひ西地区に。

どうしても西区、少ないもんですから、私もよく言われるんですが、西地区あれだったら、いや柴

崎までだったら近いんだから柴崎行ってくれよというようなお話をするんですけれども、今後もま

た、今、西地区、結構人口が増えております。そういう意味もありまして、また高齢化も進んでき

ておりますので、ぜひ次の予定がございましたら西地区にも配慮していただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いをいたします。 

 次に進みます。 

 （２）介護保険について。 

 介護保険は、４０歳以上の皆さんが加入者、被保険者となり保険料を納め、介護が必要となった

ときには費用の一部を負担されることと介護保険サービスを利用できます。介護保険サービスの内

容は多岐にわたります。その一部であります介護予防サービスの内容と費用負担についてお聞きし

ます。 

 介護予防サービスは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。できないことを補助

するだけでなく、利用者本人のできることを増やし、生き生きとした生活が送れるよう支援します
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とあります。 

 ア、介護予防サービスの内容と費用負担についてお聞かせください。 

 それから、生活環境を整えるサービスの内容と費用負担についてお聞きします。 

 自立した生活をするための福祉用具を借りる福祉用具貸与（介護保険福祉用具貸与）について、

内容と費用負担についてお聞かせください。 

 電動車椅子関係についてお聞きします。電動車椅子をお借りするためにはどのようにすればよい

のか。例えば、介護保険者であるとか、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうとか、借り

るための手続等についてお聞かせください。現在、我孫子市で電動車椅子をお借りできるところは

ありますか。他市でもよいのですが、介護保険者で、また介護保険者でお借りしている方は何名い

らっしゃるのでしょうか。 

 イ、生活環境を整えるサービス内容と費用負担について、また、電動車椅子についてお聞かせく

ださい。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 初めに、アについてお答えします。 

 介護予防サービスは要支援１、２の認定を受けた方が対象で、主な内容は、介護予防ケアプラン

の作成、サービス利用についての相談を行う介護予防支援、自宅を訪問してもらう介護予防訪問入

浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、医師の指導の下に看護師等から助言・指導を受ける介

護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、施設に通所する介護予防通所リハビリテーション、

短期間施設に滞在する介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、有料老人ホームな

どの施設に入っている方が受ける介護予防特定施設入居者生活介護、自立した生活をするための福

祉用具を借りる福祉用具貸与、トイレ、入浴関連の福祉用具を購入する特定福祉用具購入、より安

全な生活が送れるように住宅を改修する居宅介護住宅改修があります。 

 なお、費用負担は所得に応じて１割から３割が自己負担となります。 

 次に、イについてお答えします。 

 生活環境を整えるサービス内容については、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、居宅介護住宅改

修があります。費用負担については、福祉用具貸与が月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった

費用の１割から３割、特定福祉用具購入は年間１０万円が上限でその１割から３割、居宅介護住宅

改修は原則１回限りで２０万円が上限です。その１割から３割がそれぞれ自己負担となります。電

動車椅子貸与を希望する場合は、担当ケアマネジャーに依頼し、福祉用具貸与事業所の福祉用具専

門相談員が本人、家族と面談後、福祉用具サービス計画を作成し、御本人と御家族への説明、同意

後に貸与開始となります。 
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 現在、市内の福祉用具貸与事業所は８か所ありますが、市外の事業所からも貸与が可能です。な

お、電動車椅子貸与者数に限定した把握はできませんが、６５歳以上の第１号被保険者の電動車椅

子を含む車椅子貸与者は、令和５年１２月サービス提供分で６２８名となります。市内居宅介護支

援事業者に確認したところ、電動車椅子貸与者についてはごく少数であると推測されます。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 介護については、非常にたくさんの方が関わっており、あるいはまた非常に大きいというか、大

変な事業でございまして、ここでお聞きするのはほんの一部だと思います。我孫子市でいろいろパ

ンフレット等を出しておりますので、私どもも質問されたりあるいは聞かれたときはそのようなお

答えをさせていただいているところでございます。そういうことでよろしくお願いいたします。 

 次、（３）運転免許証自主返納について。 

 千葉県で運転免許証を自主返納する６５歳以上の高齢者が４年連続で減少している。県警交通総

務課によると、県内の２０２３年の死亡事故は１１３件で、２０１３年と比べ７０件、３８．２％

減少した。死亡事故が年々減少している傾向にある一方、高齢者が最も重い第１当事者となった死

亡事故は２０１３年３７件で、近年も２０２１年３６件、２０２２年３８件、２０２３年３１件と

横ばい状態が続いております。 

 県内の高齢者の免許証保有者は、２０２３年度末時点で９３万７，１１３人、１０年前の２０１３

年は７２万７，９５３人から２０万９，１６０人増えました。高齢者人口の増加に伴い今後も右肩

上がりに続くものと見られます。高齢者の運転は、認知機能低下や体の衰えによる影響が懸念され、

国内でアクセルとブレーキを踏み間違えて高齢者が加害者となる事故も多発しております。 

 先日も我孫子市におきましても新聞報道がございましたけれども、２６日の午前１０時ですか、

我孫子の成田線で、やはり柏市の７５歳の女性が運転する軽乗用車が転落して、これは我孫子と湖

北間で運転を見合せたということでございます。これは、やはりブレーキとアクセルを踏み間違え

たということで、上下線２本が最大１時間遅れ、乗客２，０００人に影響を与えたと。乗っていた

方はけがはなかったようですけれども、やはり高齢者の方の事故が発生しておりますので、免許証

返納を大いに行わなければならないと思います。 

 そのためにも我孫子市は、常に高齢者に運転免許証自主返納の啓発活動を行っており、令和６年

２月１６日の「広報あびこ」健康と福祉の紙面で、公共交通機関優遇制度を記載して呼びかけてお

ります。 

 令和元年第４回定例会において、運転免許証自主返納に電動車椅子の利用について質問させてい

ただきました。やはり高齢者の事故が多発しておりました。今回も同様の質問になってしまうかも
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分かりませんが、運転免許証自主返納に電動アシスト付四（三）輪自転車、これは電動車椅子じゃ

なくて自転車のほうですね、自転車の利用を進めたい。そのための支援ができないだろうか、お聞

きしたいと思います。 

 運転免許証を自主返納して電動車椅子に乗るのは抵抗があると感じる人が多いように思います。

電動アシスト付四輪（三輪）自転車は自分の足で動かす。私も試乗してみました。安定感があり、

ゆったりとしている。自転車が発明された頃、燕尾服を着用した紳士が優雅に乗っている絵を見か

けたことがあります。何か、そのような気分になりました。電動アシスト付四輪（三輪）自転車は、

２０２０年、今年の春以降、ヤマハ、パナソニックより発売予定だそうです。 

 ア、我孫子市の高齢者の物損・人身事故について、件数についてお分かりになればお聞かせくだ

さい。 

 イ、運転免許証自主返納が、電動車椅子、電動アシスト付四（三）輪自転車を使用するについて

支援するお考えがありますか、お聞かせください。 

 ウ、直近の運転免許証自主返納者の人数及び公共交通機関優遇制度を利用した人数は何名いらっ

しゃいますか、お聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

〔説明員篠崎啓一君登壇〕 

○説明員（篠崎啓一君） 初めに、アについてお答えします。 

 我孫子市の高齢者の人身事故件数については、我孫子警察署から令和３年は１０１件、令和４年

は９５件、令和５年は８８件と伺っています。なお、物損事故件数については、我孫子警察署では

膨大な紙データを集計することが難しいとのことです。 

 次に、イについてお答えします。 

 運転免許証自主返納者優遇制度は、７０歳以上の高齢者の運転免許証返納のきっかけとしてもら

い、交通事故を未然に防止すること、また、利用者の減少により経営が厳しい状況となっている公

共交通の利用促進につなげることを目的としてバス及びタクシーの利用補助を実施していることか

ら、電動車椅子や電動アシスト付自転車の利用に対する支援は考えていません。 

 なお、要介護・要支援認定を受けている高齢者が電動車椅子のレンタルを希望する場合、介護保

険適用対象となることがありますので、問合せがあった場合は高齢者なんでも相談室を案内してい

ます。 

 最後に、ウについてお答えします。 

 高齢者の運転免許証自主返納人数については、我孫子警察署から令和３年は６４３人、令和４年

は５８９人、令和５年は４５１人と伺っています。 

 また、運転免許証自主返納者優遇制度の申請人数は、令和３年は３７１人、令和４年は３６７人、
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令和５年は３１８人となります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 先ほどお話をいたしました、電動アシスト四輪（三輪）自転車ですけれども、ちょっと私パンフ

レットを頂いてきまして、一応このような自転車になります。本当に安定感があって、それでかな

りゆっくりできます。本当に普通の二輪の自転車に乗っているよりは、何か優雅にお買物や何かで

きるような自転車でございまして、こういうものをやはり先ほど来、２６日の事故だとか、そうい

う高齢者、毎日のように全国でブレーキとアクセルを踏み間違えて事故を起こしている。先日もま

た、ある場所で子どもたちのところに突っ込んで事故があって云々ということがございます。 

 ぜひ、もう我々も免許証返納しなければならないような年齢になってしまっていますけれども、

やはりそういうものを考えたら、例えば子どもたちや何かが、奥様があるいは旦那さんが、あなた、

もう免許証返納しなさいよと言うよりも、お子さんだとかお孫さんに、もう免許証返納したらどう

ですかと言われたほうが効果があるようですので、やはりぜひ免許証を返納していただいて、どう

しても外に出たい、あるいはやはりの中に閉じこもってしまってはいろいろな問題がありますので、

こういうような自転車や何かの補助があって、それを使って外に出られるということは、例えば事

故１件起こしますと相当の金額の負担があります。こういうものを使用することによって事故の減

少、そしてまた被害者あるいは加害者の軽減になると思いますので、ぜひ国でもなかなかやってい

ただけない、我孫子市では、よし、じゃ、少しやってやろうと、大した金額じゃないと思います。

乗る人が少ないというような状況ですから、ぜひその辺を御検討していただきたい、そのように思

いますけれども、今後検討していただけるのかどうか、お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 電動車椅子の利用に関しましては、免許自主返納者の方々以外について

も、高齢者の方々でも関心が高いものと我々も思っておりますので、繰り返しになってしまいます

けれども、今のところは高齢者なんでも相談室のほうに御案内させていただいているような状況で

ございます。 

 今、我々のほうで行っております運転免許証自主返納者優遇制度につきましては、交通事故防止

のため、それから車の運転に不安を感じている高齢者の方々の免許証返納のきっかけとして行って

いるところがございますので、今おっしゃられた、確かに十分高齢者の方々には有効だと思います。

ただ、今のところなんでも相談室のほうに御案内しているような状況でございますので御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 
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〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 我々もすぐそのうち返納しなきゃいけないような状況になってくるのではないかと思っておりま

すので、まだ頑張りますけれども、よろしくお願いいたします。 

 大綱４、都市行政について。 

 （１）千葉北西連絡道路について。 

 千葉北西連絡道路につきましては、過去何回か質問をさせていただきました。同様な質問となり

ますが、質問をさせていただきます。千葉北西連絡道路早期事業化へ向けて国土交通省への要望活

動は活発に行われています。千葉北西連絡道路は、基本方針案で千葉県北西地域のポテンシャルを

十分に発揮させ、我が国の生産性向上、千葉県北西地域のさらなる活性化のため、業務核都市間や

他の地域等との連絡性の強化を目的とし、核都市広域幹線道路の機能を兼ね備えた多車線の自動車

専用道路の計画が必要であると思います。 

 千葉県北西連絡道路検討会は、令和２年１０月の第１回から令和４年１１月の第４回まで開かれ

ています。我孫子市、印西市、柏市、野田市の各議長が令和５年１月２６日、国土交通省を訪れ、

丹羽克彦道路局長に要望書を提出。また、令和６年１月１６日には、千葉県の穴澤幸雄副知事と我

孫子市、柏市、印西市、野田市の４市長は、千葉北西連絡道路の早期具体化を国土交通省と財務省

へ要望いたしました。 

 千葉県では、他に新湾岸道路整備促進期成同盟会会長熊谷俊人千葉県知事が同道路計画の早期具

体化などを求める要望書を、令和５年５月に豊田俊郎国土交通副大臣に手渡し、また、令和６年１

月２４日にも、県と沿線６市で国土交通省を訪れ、同道路計画の具体化などを求める要望書を吉岡

幹夫技監に提出したとの情報がありました。 

 令和６年２月２０日火曜日、千葉日報の報道によりますと、千葉北西連絡道路の概略ルートの策

定に向けて、国土交通省や県、県内沿線５市などで構成する地元検討会が１９日、千葉市内で第１

回の会議を開いた。同日の検討会では、事務局が県北西部が抱える交通上の課題を説明した。国道

１６号線は県北西部を横断する随一の幹線道路で、高速のインターチェンジや交差点を中心に激し

い渋滞が発生している。 

 バイパスとなる千葉北西連絡道路の実現により、国道１６号線の渋滞を緩和し、移動時間が短縮

されることで企業活動が合理化すると説明。成田空港とのアクセス強化や迅速な救急医療活動にも

つながるとした。また、ルートや道路構造を検討する際には、コウノトリの保全、再生を進める拠

点となっている野田市の江川地区や手賀沼などの自然環境、景観へ配慮する必要があることを確認

いたしました。今までの国土交通省、また県への地道な要望活動により一歩前進した感がございま

す。早期実現に向けて頑張っていただきたいと思います。 
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 ア、令和６年２月１９日の検討会には、どなたが出席されましたか。また、どのような内容でし

たか、お聞かせください。 

 イ、千葉北西連絡道路は、我孫子市の経済活動には非常に重要です。我孫子市は、より積極的に

関わっていかなければならないと思いますが、お考えをお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。星野順一郎市長。 

〔市長星野順一郎君登壇〕 

○市長（星野順一郎君） アとイについて併せてお答えをいたします。 

 千葉北西連絡道路地元検討会は、計画の具体化に当たり概略計画の検討を進めることが目的とし

て設立をされ、学識経験者が３名、そのほかに国、千葉県、茨城県並びに野田市、柏市、我孫子市、

印西市、白井市、取手市の部局長が委員となっており、オブザーバーとして東日本高速道路株式会

社が参加をしています。我孫子市からは、都市部長が出席をしています。 

 検討会では、千葉県北西地域の交通特性や交通課題、周辺地域の土地利用状況、検討を進めるに

当たり配慮する事項など、これまでの検討内容の確認を行いました。また、今後の進め方として、

オープンハウスやワークショップなど様々な方法を活用し、対象地域周辺の住民等に千葉北西連絡

道路の必要性や整備効果について情報提供するとともに、地域住民が感じている交通課題や道路整

備への意見を把握していくことが確認されました。 

 千葉北西連絡道路は、国道１６号や６号の渋滞緩和のほか、国や県が力を入れているインターチ

ェンジ周辺の土地利用による雇用、税収の増加、広域及び市内の交通ネットワークの整備改善、災

害時の円滑な移動の確保など多くの効果が期待されます。今後も千葉北西連絡道路の早期実現に向

け国への要望活動を行うとともに、検討会の場におきましても我孫子市の意見を伝えてまいります。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 道路を一本造るには国道にしろ県道にしろ、非常な長い年月がかかります。もう２０年、３０年

というのはざらなような気がします。しかしながら、この千葉北西連絡道路は、現実的に１６号線

が渋滞したり、あるいは私どもの住んでいる我孫子関宿線、これが迂回路となって非常に混むと。

それによって、例えば、先ほど来の緊急車両の通行だとか、通学や通勤の交通の安全性が保たれな

いということがございます。でありますから、大至急、やはり非常に時間がかかるとは思いますけ

れども、至急検討して、あるいは国に要望をしていただきたいと、今後も御努力をよろしくお願い

をいたします。 

 次に移ります。 

 大綱５、農業行政について。 
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 （１）新嘗祭の献穀について。 

 我孫子市は、昭和４０年代以降から東京のベッドタウン化が進み人口が急増しました。都市化と

ともに農家数は減少し、昭和５０年から令和２年の４５年では８４２戸減少し、令和２年の農家数

は昭和５０年の２７．９％となっています。農家数が減少している中、農業をなりわいとしている

のは非常に大変です。現在の稲作は、米の品種改良等もあり品種が多くなりました。おいしい米が

収穫できる産地の移動、例えば新潟県南魚沼産のコシヒカリ、秋田県のあきたこまち、ひとめぼれ、

北海道のななつぼし、ゆめぴりか等。このような中から、令和５年度新嘗祭献穀者に、我孫子市の

鈴木哲夫さんの精米、そして大炊三枝子さんの精粟を献上する献穀の大任にあずかり、鈴木哲夫さ

んが精米、大炊三枝子さんが精粟を献穀されました。 

 新嘗祭とは、毎年秋に神社や宮中で行われるその年の収穫を祝うお祭りのこと。日本書紀にも

「新嘗」の言葉が記載されているほど歴史ある神事であります。新嘗祭に献穀することは、日本の

農家で１名であり非常に名誉なことです。米作農家は自然との闘いであります。これは米作だけで

なく、野菜等も同じであります。 

 農林水産省が発表した２０２３年一等米比率の全国平均は、同じ条件で調査した２００４年以降の

最終値と比べ過去最低の５９．６％、猛暑の影響で米に高温障害が発生したことが主な原因と言われ

ています。参考までに、千葉県は全国３位、一等米比率８８．３％、１位は長野県、９５．６％、米

どころと言われている新潟県は１３．５％、猛暑と水不足が大きく影響したものと思われます。 

 これらの厳しい状況の中から新嘗祭に献穀された鈴木哲夫さん、大炊三枝子さんは創意工夫、努

力があったものと思われます。鈴木哲夫さんは令和３年度千葉米食味コンクールで、県内ＪＡから

応募があった千葉県産コシヒカリ７９点から４名選ばれ、県本部長賞を受賞しております。千葉県

では米のおいしい銘柄として３大銘柄があります。多古米、いすみ米、長狭米が言われています。 

 ア、献穀されたお米を生産されるにはいろいろな努力があったと思います。農政課に御相談はあ

りましたか。もしありましたならば、答えられる範囲内でお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

〔説明員山本康樹君登壇〕 

○説明員（山本康樹君） 新嘗祭でお米を献穀された鈴木さんから、耕作時に農政課に相談はあり

ませんでしたが、農作後に伺った話では、令和５年の夏は近年まれに見る暑さであったことから、

いつも以上に水の管理、水温、水量に細心の注意を払う必要があり、非常に大変でしたが、手をか

けて苦労した分、納得できる出来栄えのよいお米となったと話されていました。鈴木さんの水田は

井戸水であったため暑い夏を乗り越えられたとも話されていました。 

 また、精粟を献穀した大炊さんからは、県の農業改良普及員の方々から倒伏対策や病害虫対策な

ど栽培方法の御指導や、種まき、収穫から精粟にするまで御協力を得ながら上質な粟を献穀するこ
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とができましたと話されていました。 

 お二人とも栽培管理には大変気を遣われ、１１月２３日に行われた皇居での献納式にて、精米１

升、精粟５合を無事に献穀することができました。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 ありがとうございました。 

 やはりお米、非常に創意工夫されて、特に温度管理だとか、そういうものについては、水の量だ

とかいろいろ苦労されたものと思います。それによって、この我孫子の皆さんが、我孫子でもこの

ような米ができるということであれば、皆さんそれに沿って、頑張っておいしいお米を作っていた

だきたいと思います。 

 次に移ります。 

 イ、我孫子で今、生産されているお米、ブランド米として広くアピールできないかと思うのです

が、お考えをお聞かせください。 

 また、ウ、新嘗祭に献上された米が農産物直売所で販売されておりましたが、販売状況はいかが

だったでしょうか。また、貼られているシールが小さいようですが、お客様の様子はいかがだった

でしょうか、お聞かせください。 

 これが農産物直売所で販売されている新嘗祭のお米の袋です。この新嘗祭というあれが非常に小

さいように思われますけれども、やはりもっと大きくしたほうがいいんではないかと思いますので、

その辺につきましてもお聞かせください。 

 また、これを宣伝していいのかどうか。いろいろ法律的に引っかかるところがあるか、それにつ

きましてもお教えください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

〔説明員山本康樹君登壇〕 

○説明員（山本康樹君） イについてお答えします。 

 ブランド米の開発については、米農家の経営の安定や所得の確保という観点からも、米のブラン

ド力を高められ、販売量を増加させていくことが考えられるため、とても重要だと考えています。 

 市では、第二次あびこエコ農業推進基本計画に基づき、独自で行うエコ農産物認証制度があるあ

びこエコ農産物の普及促進を努めていることから、我孫子のお米は安全・安心なお米であることを

市内外の消費者にＰＲを行い、あびこエコ農産物としてブランド化を図っていきます。 

 ウについてお答えします。 

 献穀されたお米と同様に、栽培されたお米はあびこんをはじめ市内外の直売所で販売されており、

シールの効果もあり、大変好評でした。また、我孫子のお米はおいしいと御自身で食べられる分以
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外にも、贈答品として購入される方も多くいます。この献穀を契機に、我孫子の米のおいしさを幅

広く認知していただけるようアピールしていきます。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 どうもありがとうございました。 

 先ほど皆さんにお見せしましたけれども、この中で私思うんですけれども、先ほど言ったように

新嘗祭のシールが小さい、それからコシヒカリって書いてあるんですが、これやっぱり我孫子産と

いうようなものを入れたそのパッケージだとか、そういうものも必要じゃないかと思うんですけれ

ども、これにつきましてどのようにお考えになりますか、お聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） シールの大きさなんですけれども、おっしゃるように少し控え目だった

ところもあるかと思うんですが、一応５キロのシールと、またいろんな大きさがあるんですが、こ

れのシールにつきましては、御自身で貼られるというところもありまして、あまりサイズだったり、

そういったものについては変更しなかったということを聞いております。 

 販売しているあびこんとしましては、おっしゃるとおりこのすばらしい功績を全面的にアピール

したいというところはあるんですが、鈴木さんのお米だけでなく、全体を通して我孫子のお米とし

てアピールしたいというところもありまして、今後、これを機に我孫子のお米が、こういったおい

しいというところを我孫子産のというところではアピールしていきたいと思っています。 

 我孫子産というのはちょっとシールのバーコードのところに小さく書いてあるとは思うんですけ

れども、それも全面的にこれから表記できるかどうか考えていきたいと思います。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 確かに私も購入して食べました。非常に艶があって、それで大きくて、甘みがあっ

たというような感じがします。ただ、これは新嘗祭だからかなという、その先入観があるのかどう

か分かりませんけれども、そういうことで。あとやはり、せっかくですからこういうパッケージや

何かも例えば、農政課あるいは我孫子のアピールをするセクションと相談をして、これを大いにア

ピールして、そうすることによってますます我孫子の米作農家の人にも励みになる、そういうこと

じゃないかと思いますので、その辺もっと強く打ち出すということをしていただきたいと思います

が、その辺、再度御答弁をお願いいたします。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） おっしゃるとおりこちらでアピールしていきたいと思うんですが、本当

にあびこんの直売と各イベントだったり、またふるさと納税の返礼品にもなっていますので、その
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辺で工夫しながらアピールしていきたいというふうに思っております。 

○議長（早川真君） 椎名幸雄議員。 

〔椎名幸雄君登壇〕 

○椎名幸雄君 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、私の質問を終了させていただきます。御丁寧な答弁ありがとうございました。

御清聴ありがとうございました。 

○議長（早川真君） 以上で椎名幸雄議員の質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時３３分休憩 

───────── 
午後１時００分開議 

○議長（早川真君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市政に対する一般質問を許します。公明党代表木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 公明党の木村でございます。会派を代表いたしまして、大綱３点について質問させ

ていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本年１月１日に発生した能登半島地震におきましては、多くの犠牲者や負傷者が出るなど甚大な

被害をもたらしました。そして今なお多くの方々が不自由な避難所生活を余儀なくされています。

犠牲となった方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上

げ、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げております。 

 震災はいつ起こるか全く予測がつきません。今回の能登半島地震がもたらした災害の現実は、東

日本大震災の被災地となった我孫子市としても決して他人事で済ませてはならないことであると、

改めて痛感している一人でございます。我孫子市として、インフラ整備や防災対策の強化はもとよ

り、自助、共助、公助の連携と協働による地域防災力の強化が必要であると思っているところであ

ります。 

 そこで今回の代表質問の第１点目、市民生活行政。 

 （１）地域防災力の強化と災害対策について質問をさせていただきます。 

 当たり前のことではありますけれども、災害の直後に自分の身を守るのは自助であります。そし

て、自分１人では対応できないときに頼ることができるのが共助であります。それは同時に、自分

が可能ならば共助に参加する意識が前提となります。そして、共助と公助の連携により状況を安定

させ、復旧・復興へと向かう公助の支援が円滑に私たち一人一人に届くためには、共助との連携が

不可欠であるということ。被害を最小限に抑え、早期に復旧・復興するために、それぞれの連携は
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とても重要であります。その一歩となるのがまさしく個人における自助。小さな一歩を踏み出すこ

とが共助につながり、ひいては地域の防災力の強化につながっていくことであると思っています。 

 令和５年４月時点で、我孫子市は６５歳以上の人口の割合が３０．９％を占め、さらに避難行動

要支援者については、市内人口全体の割合に対して約３．５％を占めるなど、避難時に共助による

支援が必要となる人の割合が高く、また、大規模災害発生時には避難行動要支援者の安否確認、避

難支援が必要となるため、全ての自治会の自主防災組織の設立、既存の組織の活性化、地域の防災

リーダーの育成が求められています。 

 住民の自助及び共助の充実化を図ることを目的として、令和５年度から令和７年度の期間におい

て、千葉県地域防災力充実・強化補助金を活用して、自助・共助の活性化及び避難環境の強靱化事

業を実施していくものとして、令和５年４月に我孫子市地域防災向上計画が改定をされました。こ

の計画では自助・共助の活性化を図るとし、自主防災組織の結成及び活動の促進が示されています。 

 この自助・共助の活性化を図る上での基本方針は、災害発生時による被害の防止及び軽減を図る

ため自主防災組織が行う資機材の整備や防災倉庫用の借地及び防火・防災訓練に対しての助成、自

主防災組織の結成促進及び育成を行うものとする。また、防災士及び災害救助ボランティアの資格

取得に係る費用に対しての助成を行い、地域の防災力向上の推進と被害の軽減を目的とする人材育

成を行うものとするとあり、目標を令和７年度末までとして、新規設立２組織への防災機材の交付

及び既存１９組織への防災資機材再交付を実施して、自主防災組織活動を活性化させるとしていま

す。また新たに６名の防災士と９０名の災害救助ボランティアの資格取得に対して助成し、人材育

成を行うこととあります。 

 そこで、以下４点についてお伺いをいたします。 

 質問の１点目、ア、我孫子市内の自主防災組織は、昭和５６年度に湖北台１０丁目自治会防災会

が設立されて以来、令和３年４月までに市内１９０自治会中１３５の自主防災組織が設立され、現

在活動をされています。今年度、令和６年度になりますけれども、自主防災組織の結成と活動促進

について、今後の計画と見通しをお聞かせください。 

 質問の２点目、イ、まだ未結成の地域では、自治会役員の担い手不足や自治会活動への負担感な

ど、特にコロナの影響もあり、自主防災組織の必要性を認識せずに未設置あるいは活動を停止して

いる自治会もあると聞いています。防災訓練も行えず、回覧版すら回さずにいる地域も存在するよ

うであります。防災訓練や回覧版は、単に自治会の定期的な活動という意味合いだけではなくて、

独居世帯の安否確認や隣近所や地域間の交流ともなり、いざ災害時のときの自助、共助となる極め

て大切な活動であるとの認識が不十分であることに起因しているかもしれません。未結成の地域や

何らかの理由で活動を停止している地域については、丁寧な説明と理解が必要であります。未結成

地域や活動停止中の地域への対応策をお聞かせください。 
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 質問の３点目、ウ、自主防災組織の活動促進は日頃の自治会活動があって成り立つものでありま

す。自主防災組織の結成や活動促進だけではなくて、自治会活動全般について地域住民の理解と協

力が必要でもあります。また、自主防災組織担当の方や自治会役員のみではなくて、その地域に住

む住民一人一人が可能な限り日頃の自治会活動や防災活動などへの理解と協力が不可欠となります。

今後自主防災組織の活動促進の取組を進めていくためにも、市民安全課のみならず市民協働推進課

の働きも必要であると考えますが、御見解をお聞かせください。 

 質問の４点目、エ、以前にも提案をしましたけれども、個人が用意すべき防災への心構えや準備、

自治会や自主防災組織の活動などや防災全般についての情報など、ホームページを活用して動画や

資料提供を行う工夫をする必要があると考えておりますけれども、改めて我孫子市としてのお考え

をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 木村得道議員の質問に対する当局の答弁を求めます。星野順一郎市長。 

〔市長星野順一郎君登壇〕 

○市長（星野順一郎君） ア、イについて併せてお答えをいたします。 

 自主防災組織は、自らの地域は自分たちで守る共助の役割を担い、災害に備えた知識の普及や啓

発、災害発生後の安否確認や安全な避難の支援などを行い、地域で協力して被害を軽減していくた

めに大変重要な組織です。そのため市では、自治会等に対し自主防災組織の結成と積極的な活動を

お願いをしているところです。現在市内では１４０の自主防災組織が結成をされており、今年度も

新たに２つの組織が結成されました。 

 自主防災組織が未結成の自治会に対しては、個別相談会を開催し、新規結成を促すとともに結成

に向けた課題解決につながるよう先進自治会の取組について紹介を行っています。また、活動が停

滞している組織なども含め、全ての自主防災組織に対し防災訓練の実施や資機材の点検を呼びかけ

るとともに、講演会や研修会への参加などの情報を提供するなど、それぞれの自主防災組織の活動

に必要な支援を行ってまいります。 

 次に、ウについてお答えします。 

 自主防災組織の活動は、日頃からの防犯活動や美化活動、お祭り、イベントなどの地域での活動

と併せて住民一人一人の理解と協力の下に推進されていくものと考えています。そのため市民協働

推進課などの庁内各課や、地域活動を行う様々な団体との連携をより一層深めながら、共助の中心

となる自主防災組織の活動への支援を推進してまいります。 

 次に、エについてお答えをいたします。 

 現在、市民の皆様や自主防災組織の活動を行う担当の方に向け、防災活動に関するホームページ

の充実に努めています。特に、新たに自主防災組織の担当となられた方に向けたページを作成する

とともに、自主防災組織連絡協議会で作成した情報共有サイトへつながるようにし、地域における
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防災活動の基本的な内容や他の自主防災組織の活動情報の紹介、資料の提供などを行っています。 

 今後もホームページを活用し、個人の防災知識の向上や基本的な自主防災組織の活動内容の紹介

などを行い、自助や共助を中心とする減災に向けた取組を進めてまいります。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございました。 

 非常に１４０自治会が自主防災組織になって、また今年度、また２団体増えるということで非常

に安心というか、少しほっとしているところなんですけれども、やっぱり活動停止中のところって

いうのはなかなか、いい悪いは別としても、自治会の役員の皆さんがそっちに目も向かないみたい

な側面もあるので、市民の皆さんとかが、あるいはその地域にお住まいの住民の皆さん方から声を

かかったり、もう一度再開したいんだというような声もかかるかもしれませんので、ぜひそういっ

たところも対応していただいて、入り口としては、市民協働推進課のほうが入りやすいのかなと思

うので、そういった自主防災に関わることで何か御相談があったら、ぜひお問合せくださいみたい

なのを少しまた入れてもらえると大変ありがたいんですけど、いかがでしょう。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。星野順一郎市長。 

○市長（星野順一郎君） 御指摘のように、防災だけを特化して自治会が集まるってなかなか難し

いのかもしれません。様々な形で各地域呼ばれることがあるんですけれども、この前も、ある自治

会連合会に呼ばれたときに、その地域の課題というと、やっぱりごみ、あと高齢化の問題、それと

自治会活動という相談がやっぱり一番多いという状況です。その中でやはり自治会の組織率だとか、

それはひいては自主防災組織の活動に直結するという状況も踏まえながら、様々な御意見、御提案

をいただくところでありますけれども、その中でやっぱり一番課題になるのは、日頃の付き合いと

いいましょうか、お祭り、イベント、あるいは地域の中にある公園でいろんな活動をしようとした

ときの行政の手助けという要望はやはり多く出てきますので。ただ、あくまでも自治会は自治です

から、地域住民が自主的に活動する中でそれを市としてお手伝いをする、支援をするという形に変

わりはない状態でありますけれども、その中でやはり市民安全課よりは市民協働推進課のほうが、

御指摘のように一番取っかかりやすい、一番やはり自治会の窓口となりますので、その中で専門的

な知識を集めている市民安全課と一緒になりながら、自主防災組織へも支援を続けられればという

ふうに思っています。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございました。今回の能登の地震で本当に思いましたけど、災害は夜来

るか、朝来るか、休みの日なのか、普通の日なのか、通勤時間帯なのか、夕方なのか。本当に分か
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らないのを改めて感じて、どうしても東日本大震災から１３年も過ぎていくと、どっかがやっぱり、

私も含めて何かが抜けていくという意識になってしまうので、常日頃からそういった意識を持つこ

とが必要だと思ったので、今回、１点目に確認をさせていただきましたので、ぜひ市民協働推進課

の皆さんもまたお忙しくなると思いますけど、ぜひお力をいただければと思います。 

 次に、大綱の２点目に移ります。 

 （２）水害における被災家屋認定調査の官民連携の迅速な推進についてお伺いをいたします。 

 災害対策基本法第９０条の２とは、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合

において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長

が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面（第四項において

「罹災証明書」という。）を交付しなければならない。」とあります。 

 また同条第４項には、「市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施

体制の確保を図るため、第一項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育

成、当該市町村と他の地方公共団体または民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。」とあります。これに基づいて発行される罹災証明について伺います。 

 質問の１点目、ア、ハザードマップの警戒区域で水災害が起きたと想定して、罹災証明書の交付

のために行う被災認定調査の実施体制について、現在の状況をお聞かせください。 

 また、我孫子市では、被災認定調査にどのくらいの期間を要することになるのかお聞かせくださ

い。 

 質問の２点目、イ、三井住友海上火災保険では、令和３年から自治体向けサービスとして、水害

時の保険金支払いのために調査した被災家屋への写真や被害状況を、契約者の同意の上、罹災証明

書発行の資料として無償提供する協定を１４８市町村と令和５年８月２３日現在でありますけれど

も、１４８市町村と結ぶサービスを導入しています。同社によると、損害保険は調査から支払いま

で最短３日で完了するとしています。また、自治体によっては、発行申請も同社経由で可能として

おり、被災者による自治体への手続は不要になるケースもあると聞いています。千葉県でも、流山

市や市原市、勝浦市など導入をされている地域もあるようですが、民間との連携による罹災証明書

の発行について我孫子市としての評価、意見等をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） アについてお答えします。 

 大規模な災害が発生した後の被害認定調査の実施体制については、災害対策本部における被害調

査班を中心に実施します。被害調査班は、財政課、課税課、収税課から組織されていますが、被害

が甚大な場合には、千葉県や他市町村に応援を依頼し実施することになります。 
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 また、調査の期間については、被害の規模や状況により異なるため算出することは困難ですが、

外観目視による全壊か否かを優先的に判定する手法や、航空写真を活用した地域を一括して判定す

る手法などを用いて、できるだけ迅速な調査ができるよう体制を整え準備をしています。 

 イについてお答えします。 

 民間企業や団体との連携による罹災証明書の発行の取組については、市では令和元年に千葉県行

政書士会と協定を締結し、罹災証明書の申請における支援を受けることが可能です。今後も他市の

民間企業などとの連携による罹災証明書の申請時における住民の負担軽減や、迅速な発行手続に有

効な支援事例について調査研究を進めていきます。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 分かりました。ちょっと時間も少ないので先に進みます。 

 質問の３点目に移ります。 

 ウ、地震や暴風被害においては、水害と違い、自治体と損保会社の被害の認定方法が異なってお

り、地震保険の損害認定基準は、迅速な保険金を支払い実現するため公的支援の要件となる罹災証

明書の認定基準と比べると民間は簡素化されています。地震被害での状況共有を行うと保険金支払

いの迅速性等に影響を及ぼすおそれなどの課題があるそうです。公平性を保ちながら地震や暴風被

害でも民間の協力を得るために認定方法について見直しが必要と思いますけれども、お考えをお聞

かせください。 

 質問の４点目、エ、令和２年あいおいニッセイ同和損害保険は、福井市と水害時の保険調査で撮

影した被災家屋の画像などを提供する覚書を交わしています。地震被害の場合、瓦屋根の一部が損

壊し、雨対策としてブルーシートを張りますけれども、住民が屋根に上れない場合に、屋根が壊れ

ているかどうかを確認できないときに、悪徳業者が、これよくテレビでありますけれども、隣の屋

根に上って作業したが、お宅の屋根も少し壊れているのでブルーシートをかけましょうと言って、

後ほど高額請求をするという事例も起きてきたそうであります。 

 損保会社がドローンで被害状況を調査するケースも増えており、損保会社から映像を提供しても

らい、被災者に情報提供すれば悪徳業者にだまされることもなくなるとも考えます。このような民

間との連携の手法は検討に値すると思いますけれども、御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

〔説明員海老原郁夫君登壇〕 

○説明員（海老原郁夫君） ウについてお答えします。 

 災害時の被害認定方法につきましては、内閣府が定める災害に関わる住家の被害認定基準運用指

針に基づき実施しています。そのため認定基準そのものを市が独自に定めることはできませんが、
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調査に係る資料の提供などについて、民間の事業者との連携手法などを調査研究していきます。 

 エについてお答えします。 

 民間損保会社は、災害の発生後に契約者に対する保険調査などの際に、様々な情報提供や支援の

サービスを提供している場合があります。これらは民間損保会社が契約者に対して独自に提供して

いるサービスであるため、提供しているサービスの内容や市と連携していくための課題などについ

て調査研究をしていきます。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございました。 

 いろいろ実態が、我孫子市でそういったことが行われたことも含めて、ちょっと状況が理解でき

ましたので了解しました。とはいえ、やっぱり大規模震災あるいは大規模災害起きたときの対応と

いうのは非常に、今の職員の皆さんだけではなかなか難しい側面もあると思うので、ぜひこういっ

た民間の協力もちょっともらいながら迅速に、また正確にこういったことが掌握できる、対応がで

きるような調査研究っていうのはやっぱ必要かなと思うので、ぜひまずはその調査研究をしていた

だくことをちょっとお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。海老原郁夫市民生活部長。 

○説明員（海老原郁夫君） 今回の能登半島の地震を見ても、なかなかその市町村だけで対応でき

るということは難しいと思いますし、各都道府県であったりほかの市町村との連携も必要になって

きますし、当然ながら民間のお力も活用できるものがあれば活用しながら実施していきたいという

ふうに思います。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ぜひ、御検討のほどよろしくお願いいたします。 

 では次に、大綱２点目に移りたいと思います。 

 大綱２点目、健康福祉行政です。 

 （１）認知症基本法とその取組について伺います。 

 我が国において急速な高齢化の進展に伴い、令和７年には約７００万人、６５歳以上高齢者の約

５人に１人が認知症になると見込まれています。認知症は誰もがなり得るものとの認識の下、政府

において平成２７年の認知症施策推進総合戦略、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて、

新オレンジプラン、令和元年の認知症施策推進大綱等を策定し、取組を進めてきているところです。 

 こうした中、我が国としての認知症施策のあるべき姿が、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を

持って暮らすことができること、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能力を十分に発揮し、
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相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会、以下、共生社会ということ

ですけれども、この実現を推進することであること等を内容とする法律が、超党派の共生社会の実

現に向けた認知症施策推進議員連盟において、認知症の本人やその家族、その他関係者間での熱心

な議論の末に取りまとめられ、令和５年６月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法、以

下、これを認知症基本法と言いますけれども、これが国会において成立をしました。そして本年１

月１日より施行されています。 

 この共生社会の実現を推進するための認知症基本法の目的は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希

望を持って暮らすことができるよう認知症施策を総合的かつ計画的に推進するもので、認知症の人

を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合い

ながら共生する活力ある社会の実現を推進するもので、基本理念等に基づき認知症施策を国と地方

が一体となって講じていくものであり、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことの

できる社会の構築にあります。そして何よりまず大切なことは、認知症に対する正しい理解を深め

ることであると思います。 

 これより紹介します事例は、愛知県から認知症希望大使に任命された方の体験であります。 

 認知症になる前はお元気にお仕事をされていて、あるとき仕事中に、ふだんであれば覚えていた

仕事の内容を忘れてしまい、その後、日常生活にも支障を来す中で脳に異常があるのではないかと

感じ、受診したところアルツハイマー型認知症と診断されたそうであります。そして、間もなく仕

事の契約も打ち切られました。その方は当時のことを、すごく私のことを信用してくれて娘みたい

だと言ってくれたお客様とのつながりも切れてしまって、本当に居場所がないなって、社会とのつ

ながりが断ち切られたという思いがあって、毎日泣いていましたと語っておられたそうです。 

 しかし、その方が救われたのは同じ認知症の人たちとの出会いでありました。みんなが認知症だ

からというレッテルを抜きにして普通に接してくれる、みんなが認知症だから自分のありのままの

姿でいいというところがとても居心地がよかったと喜びを語っておられます。 

 その後、自分が認知症であることを周りの人にも知ってもらい、ちょっとした手助けをしてもら

う中で日常生活を取戻し、今では愛知県から認知症希望大使に任命され、認知症への理解を広める

活動もしているとのことであります。 

 認知症希望大使となったその方のお話を聞いた人は、認知症になってしまうと何もできなくなっ

てしまって、生活もふだんとがらっと変わってしまうイメージを勝手に抱いていたんですが、周り

の人のちょっとした工夫だったり気遣いで、ふだんの生活がほぼ変わらずにできるということを知

れてすごくよい機会になりましたと感想を述べておられたということでもあります。 

 あなたのすぐ隣にあるんだよ、こういう病気があるんだよということを知ってもらいたい。その

人のやれること、やりたいことを聞き取っていただいて、ちょっとした手助けによってその人が生
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き生きと暮らせるのであれば、そんな世の中になっていけたらなと思っていますと、その認知症希

望大使の方が言われたそうであります。この方の実体験を愛知県や作業療法士会のメンバーと共に

紙芝居にして、小さな子どもにも分かりやすい形にして、認知症への正しい理解を広げる活動を進

めるというお話でございました。 

 質問の１点目、まずは、この共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に際して、我

孫子市としての今後の取組について御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 市では、認知症になっても住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分ら

しく暮らし続けることができるよう、認知症の人や家族の視点を重視しながら施策を推進し、認知

症になっても安心して暮らせるまち我孫子を目指しています。 

 認知症基本法の理念に基づき、第９期介護保険事業計画第１０次高齢者保健福祉計画では、認知

症施策を重点施策に位置づけ、認知症の普及啓発、相談支援体制の整備、チームオレンジの運用な

どを実施していきます。 

 また、今後も共生社会の実現を推進するため、認知症の人や家族、地域の人が交流できる場の確

保や、認知症の人自身が発信し活動できる場の支援、認知症の理解促進につながる事業を実施して

いく予定です。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 次に移ります。質問の２点目です。 

 我孫子市でも、高齢者の皆さんが住み慣れたまちで暮らし続けるために、先ほどもお話ありまし

たけれども、認知症初期相談チームあびこ、高齢者なんでも相談室などの相談事業、認知症の人の

家族の集い、認知症サポーター育成講座など、認知症への正しい理解を広げるため様々な事業を進

めてもらっておりますが、より一層理解を広めるため、さきに紹介した紙芝居や動画等を作成し、

学校やイベントなどでの認知症に対する正しい理解と、ちょっとした気遣いの大切さへの認識を深

めるための広報活動を積極的に展開すべきと考えますけれども、御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） これまで認知症の普及啓発のため、毎年アルツハイマー月間に合わせて

８月、９月の月曜日には、認知症のシンボルカラーであるオレンジ色のものを身につけるオレンジ

デーの開催、「広報あびこ」１０月１日号には、認知症の人や家族へのインタビューを含む認知症

特集記事を掲載、１１月には、認知症の人や家族、支援者がリレーに参加するイベント、ＲＵＮ伴
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＋あびこを開催してきました。 

 令和６年３月２０日には、幅広い世代向けの認知症普及啓発イベントとして、認知症の当事者で

あるちばオレンジ大使が自身の思いや活動を発信し、さらに若年性認知症の方の実話を基にした映

画「オレンジ・ランプ」をけやきプラザで上映する予定です。 

 若い世代への認知症普及啓発は課題であり、映画上映や認知症の人の声を聞くことにより認知症

を身近なものとして正しく理解する機会としていきます。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 実は私の義理の母もアルツハイマー型認知症なんですよね。やはり身近に関わる側面が、恐らく

これからも特に僕らみたいな中間からは若い世代の方々も非常に多くなってくると思うので、ここ

の正しい認識っていうのはやっぱり理解が必要だと。 

 ただ認知症の発症もそうなんですけれども、いろんな症状とかもあるので、全ての人がこの認知

症の体験をしたからといって、その人の声が聞けるかどうか、これはまた別の話かもしれませんけ

れども、やはりいろんな状況下での認知症の啓発とか理解を求めるというのは非常に重要かなと思

うので、そこら辺をまたちょっと健康福祉部のほうでも少し考えていただいて、地域の人が見捨て

ないって言ったら語弊があるんですけど、寄り添えるところはしっかり寄り添えるような何か仕組

みができるといいかなと思うので、今後もいろいろと考えてやっていただければと思います。 

 質問の３点目に移ります。 

 東京都の八王子市では、小学生の認知症の方への手助けを学ぶ授業が話題になっているというこ

とです。現在、さきに御紹介しましたとおり認知症サポーター育成講座が全国で展開され、認知症

サポーターの育成を図っておりますけれども、座学を中心とした講義では受動的になってしまう傾

向があります。八王子市では、この講義形式での講習を駄菓子屋での対応という体験型の学習とし

て、認知症の人と子どもたちが売手や買手となって交流を図るという体験学習を講座に組み入れた

そうであります。 

 この体験学習は、認知症の当事者と直接交流することにより、当事者と同じ目線に立って当事者

の気持ちや考えに触れることで、体感として認知症への理解を深めることを狙いとしているとのこ

とであります。そして体験学習を終えた子どもからは、認知症の人は何にもできない、何でも忘れ

てしまうのかと思っていた、でも実際は違った、話せば普通だし一緒に交流ができて楽しかった、

少し手伝えばみんなと同じように生活できるんだと分かったとの感想から、認知症への偏見は全く

見受けられなかったとのことであります。 

 そこで、できることを一緒にして、できないことを手助けしてあげるという、当たり前の人と人
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との関係の在り方を学ぶという意味でも、我孫子市でも認知症への体験学習を取り入れて、認知症

の方への偏見をなくす教育環境を整えるべきかと考えますけれども、御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 現在、市内の小中学校では、多くの学校で各地区社会福祉協議会や、て・

と・り・あと連携して、高齢者疑似体験、障害者疑似体験、そして認知症サポーター養成講座など

を実施しており、様々な立場の方と共に地域で暮らすことについて体験的に理解を深めております。 

 八王子市の取組に関しては、本市においてもコロナ禍以前に一部の地区社会福祉協議会で、認知

症役の方を設定し、やり取りや道案内などの体験をする活動を取り入れたこともありました。また、

今年度実施された小学校での認知症サポーター養成講座では、地区社会福祉協議会の方と子どもた

ちの代表者で、認知症により起こり得る一場面を寸劇にして体験的に学び、理解を深める学習も行

われました。学校によっては、高齢者疑似体験と併せて実施しているところもあります。こうした

取組は、誰もが安心して暮らせる地域へとつながっていくと考えております。 

 今後も高齢者や認知症への理解を深め、よりよい共生社会に向けて、学校と地域が連携・協働し、

児童・生徒の体験的な学びが実現できるように進めてまいります。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 学校でも可能な限りそういったことをやっていただいているということですので。意外とお子さ

んのほうは、うちの義理の母もそうですけれども、そういった方に相対しても意外と冷静だったん

です。そういった授業とか受けていると、意外としっかり対応するというところもあるやに僕も感

じていますので、すごくいい体験になっていくのかなというふうに思いますので、ぜひ、また進め

ていただければと思います。 

 質問の４点目、認知症は早期発見と早期治療がとても重要と言われています。アルツハイマー型

認知症の場合も、発症の早期から薬物療法を使う行うことで進行を遅らせることができるので、早

めの受診が肝腎であります。早い段階から服薬を始めるほど認知症機能障害に悩まされる時間を短

くすることができます。認知症の早期診断と早期発見がなぜ重要なのか。それは早い段階で認知症

を発見できた場合、今後の治療や介護の方針を本人も交えてゆっくりと話し合うことができるから

です。年のせいという理由から発見が遅れがちになる認知症ですが、早めの対策をどうやって講じ

るかが認知症治療の一つのポイントであると思っています。 

 また認知症のチェックを受けて専門医による診断につなげることもできます。東京都が開設してい

るところでありますけれども、東京認知症ナビでは、認知症の基礎知識を深めることに加え、１０項
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目のチェックリストで認知症の可能性を診断することができるとのことです。認知症なのではと気

になっているときには、気軽にチェックできる環境の整備は非常に有意義と考えますけれども、我

孫子市の御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

〔説明員飯田秀勝君登壇〕 

○説明員（飯田秀勝君） 認知症を早期に発見、早期治療につなげていくため、自分自身や家族が

気軽に認知症のチェックができる環境や相談体制の整備はとても重要であると考えます。 

 市では、令和５年１０月に我孫子市版認知症ケアパス「認知症ガイドブック改訂版」を作成し、

ガイドブックには、認知症チェックリストと認知症の相談ができる医療機関一覧を掲載しています。

また、特定健康診査及び長寿健康診査受診者や短期人間ドック受診者に対しても認知症チェックシ

ートを配布しており、気軽に認知症の症状をチェックできる環境を整えています。 

 さらに自己チェックだけでなく、自覚症状のない４０歳以上の５の倍数の年齢の方を対象に、Ｍ

ＲＩ及びＭＲＡ検査を行う脳ドック事業を実施しています。脳ドック事業により、認知症の要因と

なる脳血管疾患や脳の部分的な萎縮などを早期に発見し治療に結びつけています。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 ちょっと一つ、今後も考えてもらいたいのは、比較的家族が、例えば該当の高齢者でもいいんで

すけど、お父さんお母さんでもいいんですけど、近くにいると認知症とか、何か様子が悪いな、お

かしいなというのが分かるケースもあるんですけど、なかなか今独居で、あるいは高齢者の世帯の

みでお住まいの方というのは、なかなかこの認知症をチェックしようと思っても難しい側面ってあ

るかなと思うんですね。そこをどうやってこれからしっかりとサポートしていくかじゃないですけ

れども、見守っていくかと。そういった意味では民生委員さんとか、場合によっては地区社協の皆

さんがいろいろ見守りの活動とかもやっていただけると思うんですけれども。 

 今後、やはりそういった方々も、変な言い方だけど高齢化になっていっている側面もあるし、全

てを網羅できるものでもなくなってきていると思うので、全ての方々をこういうふうにずっと見守

っていくってわけにもなかなかいかないと思うので、ここをどうやってこれからサポートも含めて、

共生社会ということであれば、地域の方も含めてどうやって見守っていけるかということが非常に

重要になってくるかなというふうに思っていて。 

 そういった意味では、ちょっと最初に戻っちゃう、質問じゃないんですけれども、実はそこで一

番要なのが自治会であったりとか地域の交流であったりということにつなげていくんだろうなとい

うふうに思うので、そこら辺はこれからまた一つ大きな、また違った意味での、特に独居高齢者の、
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単身でお住まい地域の方の見守りとかサポート、そういったものをどうしていくかということを少

し考えていかなきゃいけないと思っているんですけど、部長はどのようにお考えですか。ちょっと

お考えだけまずお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。飯田秀勝健康福祉部長。 

○説明員（飯田秀勝君） やはり認知症基本法が１月に施行されていますけれども、その理念に基

づいて、これまでやってきている我孫子市の認知症対策を、もう一度その基本法の理念に沿って見

直して、やっぱり共生社会ということですから、誰もが人のことを気にかけて共生して助けられる

ところは助けていくと、そういう意識も含めてですけれども、アップデートしていけるような形で

これからの我孫子市の認知症対策を推進していきたいと考えています。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 この基本法の理念ってまさしくそのとおりで、例えばここにいる誰もが認知症になる可能性はあ

る、いつどうなるか分からないといったときに、やはり私たち一人一人が認知症というのは本当に

遠い存在ではなくて近いところにある、そういったものをしっかりと理解をしていく。実はこの理

解が非常に難しくて、この理解をしっかりとしていたときに、今自分たちが何ができるのか、自分

たちが今、これから何をしていかなきゃいけないのかということを見いだしていくしかないのかな

と思うので、ぜひそういった視点も含めてこれからまたいろんな施策を考えていただいて、実施し

ていただけると大変ありがたいかなと思いますので、これは要望でお願いしたいと思います。 

 次は、大綱３点目に移ります。教育福祉行政です。 

 （１）不登校児童・生徒の支援についてお伺いをいたします。 

 令和５年４月１日に施行されました千葉県不登校児童生徒の教育機会の確保を支援する条例には、

その第１０条第１項に、「県は、不登校児童生徒の教育機会の確保に関する施策を総合的に推進す

るための基本方針を定めるものとする。」とあり、現在、千葉県では基本方針案、千葉県不登校児

童生徒の教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本方針案を策定中であります。

条例には、不登校児童・生徒の支援を進める上で多様な教育機会を確保するという大きな方向性が

示されています。 

 そもそも多様である子どもたちにとって、現状は教育を受ける上での選択の幅が狭く、不登校の

状態になっている子どもたちがこれまでもおり、さらに増え続けるという深刻な状況にあります。

このような中、多様な教育機会を確保することは、千葉県としても取り組むべき喫緊の課題と捉え

ています。 

 この基本方針は、県内各所の教育支援センターやフリースクール等の民間の団体の活動をはじめ
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として、これまで多様な教育機会を確保する上で先駆けとなった取組に加え、校内教育支援センタ

ーの充実、学びの多様化学校の新設、そして既存の学校自体も必要な改善を加えていくなど、これ

らを有機的に結びつけて、子どもたちがその個性を尊重され、自分に合った学びを継続できるよう、

具体的な取組の方針を示そうとするもののようで、条例及び条例の理念を具現化した本基本方針に

のっとり、確実に子どもたちの多様な教育機会を確保するよう施策を推進するとあります。 

 千葉県の不登校児童・生徒の現状は、令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査結果では、千葉県公立小中学校の不登校児童・生徒数は過去最多の１万２，０８２名

となっており、小学校は４，６００人、中学校は７，４８２人であり、平成２５年度の人数と比較

すると、小学校では約４．２倍、中学校で約１．９倍であり、顕著に増加しているようであります。 

 不登校の要因、これはあくまでも教職員の皆さんの見立てによるそうで、主たるもの一つを選択

した場合の要因でありますけれども、「無気力・不安」が小学校、中学校とも全体の６割を占めて

います。また、「いじめ」は小学校で０．３％、中学校で０．２％、「先生との関係」は小学校で

１．８％、中学校で０．６％となっています。 

 しかしながら、千葉県が令和５年１２月に実施した千葉県不登校児童・生徒等実態調査、これは

不登校の状況にある児童・生徒が該当するものを含めて選択するということであります。大体平均

で２．１個、選択しているそうですけれども。この実態調査では、「嫌がらせ、いじめ」が小学校で

２０．４％、中学校で２３．９％、「先生のことで気になることがあった」が、小学校で２９．８％、

中学校で２６．８％となっており、大きく乖離しています。 

 不登校の要因として、これらいじめや教員との関係を過小に評価している可能性が高く、教育委

員会、学校は児童・生徒個々の状況を改めて確認し対応する必要があるとしているのが、千葉県が

今策定をしている方針の中で、そういったふうに位置づけています。 

 不登校児童・生徒の指導状況については、令和４年度においては、指導の結果、登校するように

なった児童・生徒は小学校で約２０％、中学校で約２５％で、不登校の状況が続いている児童・生

徒が多い状況。不登校児童・生徒への支援の状況については、学校内外で相談指導を受けていない

児童・生徒が約４０％であると言われています。 

 千葉県不登校児童生徒の教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本方針の案の

中には、児童・生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり、不登校児童・生徒に対する

効果的な支援の推進、個々の不登校児童・生徒の状況に応じた支援の推進、不登校児童・生徒に対

する多様で適切な教育機会の確保、保護者への支援、そしてその他教育機会の確保等に関する施策

を総合的に推進するために必要な事項として、１つは相談体制の整備、２つ目は県民の理解の促進、

３つ目は、情報収集、調査研究、４つ目が研修及び人材の確保、５つ目が切れ目のない支援を行う

体制の整備など、多岐にわたる支援の方向性や推進のための必要な事業が示されています。基本方
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針は、令和５年度中に策定をして新年度より推進する方向性のようであります。 

 そこで伺いたいと思います。 

 質問の１点目、ア、基本方針案を確認すれば、これ一目瞭然でもありますけれども、その方針の

ほとんどが実施の主体は各市区町村となります。そこでまず、児童・生徒が安心して教育を受けら

れる魅力ある学校づくりについて、我孫子市としてのお考えをお聞かせください。 

 質問の２点目、イ、基本方針が示す不登校児童・生徒に対する効果的な支援の推進には、１つと

して個々の不登校児童・生徒の状況に応じた支援の推進、２、不登校児童・生徒に対する多様で適

切な教育の確保、３つ目として保護者への支援の３つの取組が示されています。この部分の取組で

重要なのは、各市区町村の体制整備の充実が不可欠と思われますけれども、我孫子市としての３つ

の取組についての御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 初めに、アについてお答えします。 

 現在、不登校児童・生徒の増加は、喫緊の課題となっています。不登校児童・生徒にとっても魅

力ある学校となるよう、次のことを行っております。 

 多様な学び場の提供として、学級など集団での学習が苦手な児童・生徒が安心して学びに臨めるよ

う、校内教育支援センターを全中学校６校、小学校３校に設置しています。将来的には、市内１９校

全てに設置していく予定であり、子どもたちの学びの機会を広げてまいります。 

 また、１人１台端末を活用し、教室と校内教育支援センターや自宅等をネットでつないで授業が

受けられる環境にしています。授業だけでなくドリルを行ったり成果物を提出したりするなど、１

人１台端末の活用が学びたい気持ちを支えると考えております。 

 次に、不登校の予防策とはなりますけれども、教室では、ユニバーサルデザインの視点により誰

もが分かる授業づくりに取り組んでおります。学校生活の大半を占める授業が楽しく分かる授業で

あれば、児童・生徒が学習意欲を失わず希望を持って進んでいけると考えています。 

 次に、いじめ問題の対応についても強化しています。 

 いじめは絶対に許されない行為であり、どの子どもにも、どの学校においても起こり得るもので

あることを認識し、子どもたちが集団の中で互いの個性を認め合える機会を設けるようにしていま

す。また、いじめについてのアンケートやＷＥＢＱＵを実施し、いじめの防止及び早期発見、早期

解決に努めています。これらのことは心の教室相談員やスクールソーシャルワーカーなど専門スタ

ッフによるサポート体制を強化し、全教職員で児童・生徒、保護者の状況や悩みに寄り添いながら、

学校での学習の仕方を考え、進めてまいります。 

 今後も、児童・生徒が安全に安心して楽しく過ごせるような、行きたくなる学校となるよう、児
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童・生徒一人一人に目を配り、一人の児童・生徒も取りこぼさない教育を目指し、魅力ある学校づ

くりに努めてまいります。 

 次に、イについてお答えします。 

 ２０２３年１０月文部科学省が公表した令和４年度児童・生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査結果によると、小学校で約６０人に１人、中学校で１７人に１人という計算

になり、不登校はどの子どもにも起こり得る状況であり、高水準で推移しております。そして不登

校の原因は、多種多様で一辺倒ではないため、効果的な支援の推進に一番大切なことは、特別支援

教育と同様、児童・生徒の実態把握です。そして、保護者、学校など児童・生徒を取り巻く環境の

実態把握です。それらの実態が明確になれば支援の方向性と方法が見えてきます。まずは児童・生

徒に寄り添い、学びたいと思えるエネルギーを身につけさせ、学びたいと思ったときに学べる環境

を整えていきたいと考えております。 

 我孫子市では基本方針案が示す（１）から（３）の３つの取組について、文部科学省が令和５年

３月に取りまとめたＣＯＣＯＬＯプランや、令和５年１１月に通知された不登校児童・生徒等への

支援の充実についてなどに基づき、長期欠席児童・生徒対策事業を実施している教育相談センター

が中心となり、学校と連携し事業の推進をしてまいります。 

 具体的な内容としては、（１）の個々の不登校児童・生徒の状況に応じた支援の推進と、（３）

の保護者への支援については、教育相談の充実、生徒指導部会や校内支援委員会の活用により、小

さなＳＯＳを見逃さない支援を強化しております。 

 （２）の不登校児童・生徒に対する多様で適切な教育機会の確保については、教育支援センター

を機能強化し、不登校の児童・生徒が学びや必要な支援を受けているかの把握を学校と連携し行っ

ております。また、校内教育支援センターを設置し、学びの場の確保をしているところです。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 いろいろありがとうございました。 

 教育長おっしゃるとおりで、不登校の要因というのは様々な要因があるので、一概にこれがいい

だろうあれがいいだろうという形にはなかなかならないのはよく承知していますけど、なかなかこ

れが減っていかないというところもあるかなと思って。 

 次の３点目に移りますけど、私はそう思うんですけど、不登校児童・生徒の支援で一番重要なこ

とというのが先ほどもおっしゃったとおり、教育相談体制の充実と教育支援センターの機能の強化

であるんじゃないかなというふうに考えているんですね。この２つの体制と機能の強化がなくして

個々の不登校児童・生徒に応じた支援の推進とか、多様で適切な教育機会の確保はなかなかできな

いのではないかなというふうに思っています。 
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 そこで、先ほど御答弁いただきましたけれども、教育相談センターの相談体制の充実と、あるい

は教育支援センターの機能強化についての御見解を改めてお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 実態把握に必要なのが教育相談です。そして教育相談体制の充実とは、相

談できる窓口を多様にそろえておくこと。そして相談される側のスキルを向上させておくことと考

えております。教育相談センターのケースワーカー、心理相談員、指導主事や学校の担任、長欠対

策主任、教育相談担当、生徒指導主任、特別支援教育コーディネーターのどこに相談しても、児

童・生徒とその保護者が孤独感にさいなまれることなく、将来に見通しが持てるようにしていくよ

う心がけております。 

 児童・生徒が学びたいと思ったときに学べる環境を整える施策が、教育支援センターの機能強化

です。機能強化の一つとして、校内教育支援センターの設置があります。不登校により学びが閉ざ

される児童・生徒がいないように、実態把握に基づき児童・生徒に合った最良の方法を模索できる

ように機能を今後も整えてまいります。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございました。 

 これから県のほうでもその方針案に基づいて方針が今度できてくれば、当然その予算措置みたい

な形で、どういう施策を打ってこられるかまだ分かりませんけれども、そこで僕は大きな一つの核

になっていくのが、やはりそれこそこの相談支援の体制強化であったり、現状の把握のための調査

であったりというところになってくるかなと思うので、我孫子市が今、進めていただいている取組

はよく理解しましたので、ぜひまたそういったところは力を入れていただければというふうに思い

ます。 

 ちょっと関連もするので最後の質問に移りますけれども、実はその中でも、やっぱり僕もそうで

すけれども、何だかんだ言って学校の教員の先生との思い出っていうのが一番残るんですよ、子ど

もには。ですので、やはり教職員の皆さんの対応であるとか、教職員の皆さんの働く姿、子どもた

ちに関わる姿がすごく大切になってくるかなと思いまして、ちょっと最後に教職員の負担軽減策と

いうことを取上げさせてもらいましたので、そこを含めて御承知おきいただければと思います。 

 最後に、（２）教職員の負担軽減策についてお伺いをいたします。 

 文部科学省によると、令和３年４月時点で不足している教員数は全国で２，５５８人であるとい

うことが明らかになりました。これは国が定めた教員数の約０．３％に当たる人数であります。中

学校は特に問題で、４月時点で教員が不足している学校が７％存在すると言われています。これは
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１５校に１校は教員が不足していることを示しています。また４月の時点で、教員が１人以上不足

している地域は７５％とあります。このデータから全国的に教員不足となっていることがうかがえ

ます。 

 教員が不足している原因は、複数考えられると言われています。必要な教員数の増加や非正規教

員への依存、地方公務員の定員削減といった人員構成の原因だけではないと言われています。教師

の内定自体の減少や育休取得が浸透してきたことも人員不足の原因とされています。非正規教員へ

の依存が高くなっていることも教員が不足する原因となっているようでもあります。 

 平成１９年の時点では１０％に満たなかった非正規教員の割合は、令和２年には１７％にまで増

加しています。非正規教員の増加は、正規教員の減少も意味します。必要な教員数を正規教員だけ

で補えなくなったことから、非正規教員を採用するケースが増えてきました。 

 教師の成り手が減少していることも教員の教員不足の原因とされています。近年では、教員採用

倍率の低下が顕著となっています。その要因として考えられるのが、民間企業への人材の流出です。

近年の就職活動は前倒しの一途をたどっており、大学４年生の６月頃から内定をもらえる学生もい

ます。その一方、教員試験の合格発表は１０月頃であります。周りの同級生たちの進路が決まって

いく中で、就職を焦ってしまって進路変更を考える学生も一定数いると考えられています。 

 また、教師に対するイメージの悪化も要因の一つです。長時間労働やいじめ、モンスターペアレ

ントといった問題が目に触れるようになったことで、ブラックな職場というイメージを持たれるよ

うになりました。 

 産休や育休を取得する教員が増加したことも、教員不足の原因であるとも言われています。文部

科学省の実態調査によると、産休・育休取得数が見込みより増加したと答えた割合は８０％となっ

ています。積極的に子育てに取り組む教員が増えた一方、それを補填するだけの人材が見つからな

いことも、教員が不足する理由と言えるかもしれません。 

 また、教員不足の原因には、地方公務員の定員削減も挙げられております。地方財政の改善対策

として地方公務員の人員を削除するとともに、非正規化の割合を増やして人件費を削減する計画が

実施されました。地方公務員の中でも教員が占める割合は約３０％です。少子化の時代に突入して

いったことから、教員の削減が優先的に実施されるのは当然の流れだったと言えるかもしれません。 

 教員不足への取組として、国から教員の正規採用者数の増加や部活動指導の負担軽減といった取

組が実施されています。各自治体では、人材バンクの活用や年齢制限の緩和といった独自の方法で

人員確保に取り組んでもいます。どの対策も、教員の負担を減らし、教育の質を上げることが狙い

であります。その他、教員の正規採用数増加、小学校における３５人学級の整備や、高学年の教科

担任制の推進などが発表されています。教員が受け持つ児童や教科が減ることで教員の質を上げる

ことが狙いとも言われています。 
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 また、学校の働き方改革、部活動の指導の地域移行も含めて、教員の長時間労務の大きな要因と

なっている部活動指導を地域に移行していくための取組も進んでおり、令和５年度から令和７年度

末までの３年間をめどに、まずは公立中学校の休日の部活動から段階的に地域移行することになり

ました。将来的には、平日の部活動の地域移行も想定されています。 

 さらに人材バンクを活用し、講師登録者数を増加させる取組や、教員採用試験の年齢制限を緩

和・撤廃する自治体も増えてきています。大学と連携してインターン特別選考を実施し、実際に現

場を体験し、教員の仕事に興味を持った学生の確保など、教員不足の解消に向けて、教員をより魅

力的な仕事にするための教育制度の在り方の大胆な見直しや条件整備が現在急速に進んでおり、今

はまさに大きな転換期であると言われてもいますが、子どもたちにとってはもちろんのこと、教職

員にとっても魅力的で成長できる学校を再構築することが重要であると考えています。 

 なお教職員の採用や処遇改善などは、採用権者は千葉県でありますので、ここでは学校の働き方

改革を進める上での教職員の負担軽減策について伺いたいと思います。 

 質問の１点目、ア、文部科学省の調査によれば、公立小学校教員の約４１％が睡眠時間６時間以

内だそうであります。また学校での休み時間は６分や８分とも言われており、まさに長時間過密労

働の実態があります。学校には市役所などに設置してある休憩室はありません。また、通常、出張

や研修以外学校の外に出ることはまずありません。２０代、３０代の教員の精神疾患が顕著に増加

し、病休の後の欠員補充もできずに、残された人でカバーし、疲弊の悪循環に陥っている学校もあ

ると言われています。 

 部活動の地域移行も、教員の健康面のことも考慮された上での取組であると思われますけれども、

我孫子市での教職員の睡眠時間や休み時間の確保、健康面でのケアなどの体制はどのようになって

いるのでしょうか、お聞かせください。 

 質問の２点目、イ、多忙極まる教員は段階に応じた４つのケアと連携は必要であるとの見解があ

ります。４つのケアとは、厚生労働省が示している労働者の心の健康の保持増進のための指針にあ

り、４つのセルフケア、ラインケアによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場

外資源によるケアが、事業場の中での一つのシステムとして機能することがメンタルヘルスケアに

おいて効果的であるものとするものです。 

 これは教員の職場にも当てはまり、例えば一人一人が主体的にストレスやメンタルヘルスに正し

い理解を身につけ、自分のストレスに気付いて対処できているのか、ラインによるケアとは職場の

管理監督者が主体となり役割を果たす事業場内ケアであり、職場環境等の掌握と改善、労働者から

の相談対応、職場復帰における支援などが挙げられます。また事業場内の産業医や保健師、人事労

務管理スタッフ等によるケア、第三者の専門的な機関や専門家を活用した支援、外部相談窓口など

の支援によるケアであります。 
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 このような４つのケアは、教職員の環境にも必要な支援体制と思いますけれども、教育委員会の

お考えをお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 初めに、アについてお答えします。 

 我孫子市では教職員の睡眠時間については調査をしておりませんが、睡眠時間を含め教職員のプ

ライベートな時間を確保することができるよう働き方改革を進めております。 

 県や市が目標に定めている超過勤務時間４５時間以下に対し、市内小学校教諭等の今年度１１月

の超過勤務時間は平均で４１時間３７分であり、昨年度より２時間近く減少しております。中学校

教諭等の１１月の超過勤務時間は平均で６１時間４９分となっており、目標の４５時間に対し、お

よそ１２時間弱オーバーしておりますが、昨年度に比べると６時間近く減少しています。また、各

校においてノー残業デーを設置するなど、小中学校ともに職員の家庭で過ごす時間は年々増えてき

ております。 

 職員の休み時間については、児童・生徒の指導等の関係で４５分間まとめて休憩することは難し

いですが、１日の勤務の中で合計４５分間の休憩時間が取れるよう努めております。また、各学校

によって異なりますけれども、休憩室や給湯室等に職員が休憩できるスペースをつくり、適宜休憩

できるよう配慮しております。 

 健康面でのケアに関しては、年に１回健康診断や人間ドックを受診することになっており、メン

タルヘルスに関しても、年に１回ストレスチェックを行っております。メンタルヘルス対策として、

高ストレス者に対しては医師による面接指導の勧奨を行っています。今年度のストレスチェックの

結果では、市内小中学校全体の総合健康リスクは、全国平均を１００とした場合８２と低ストレス

になっており、昨年度より１ポイント減少しました。また職員の健康面のケアについては、教育委

員会から管理職に対し、早期発見、早期対応を心がけるとともに、校内に相談できる体制を整える

よう指導しております。 

 今後も、職員の健康面のケアに留意し、働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。 

 次に、イについてお答えします。 

 教職員のメンタルヘルスケアについては、我孫子市の学校現場においても喫緊の課題と受け止め

ております。教職員自身が行うセルフケアについては、ワーク・ライフ・バランスの充実に向け、

自身の勤務時間を意識して働くこと、プライベートな時間を大切にすることなどを意識して働くと

ともに、ストレスチェックを実施し自身のストレスの状態を把握することで無理のない働き方をす

ることを推進しています。 

 ラインによるケアについては、我孫子市立小中学校教職員安全衛生管理規程に基づき、各学校に
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おいて学校長を総括安全衛生管理者とし、衛生管理者及び衛生推進者を職員の中から選出し、職員

の安全及び衛生に努めております。 

 産業医等によるケアについては、労働安全衛生法１３条第１項の規定により、学校職員が５０人

以上の学校に産業医を置くこととなっているため、現在、我孫子第四小学校と我孫子中学校に産業

医を配置しております。それ以外の学校につきましても、ストレスチェックを実施し、高ストレス

と判定された職員については我孫子市の産業医による面接指導を進めています。職場外の資源によ

るケアにつきましては、校外の相談窓口として、我孫子市教育委員会ハラスメント等相談窓口をは

じめとし、千葉県の相談窓口、公立学校共済組合の相談窓口等の悩み事相談先リストを全教職員に

配布し、対応しています。 

 今後も、全ての教職員が健やかに生き生きと働けるよう、働きやすい職場環境の醸成と教職員の

健康増進に努め、働く意欲と学校全体の活力の向上を目指してまいります。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 我孫子も、今の例えば部活動の地域移行など、後からまたちょっとやりますけど、地域移行とか

も含めて、随分、部活動に、例えば平日２時間とかで土曜は午前中だけ、場合によっては土日やら

なくなっている部活動もありますけど。先生というのはいいか悪いか分かりませんけど、真面目な

方が多くて、真面目なのかよく分からない。土曜日学校に来ていたり、いらっしゃる方まだまだい

ると思うんですね。別にそれは仕事していないんだろうとかということじゃなくて、やっぱりそう

いったことを少しずつ解消していく必要があるんだろうなというふうに思っていて。ただもう一つ

は、保護者の皆さんが例えば体育館使ったりとか、学校を使ったりということで、学校にもいなき

ゃいけない先生もいらっしゃると思うので、そこら辺はこれからの取組かなと思うんですけど、い

ずれにしても学校の先生が元気でないと、睡眠時間も含めて元気で教壇に立っていただかないと、

子どもたちが元気なくなっちゃうので。ぜひ健康面のケアとかチェックだけはしっかりとこれから

も進めてもらいたいというのが一つ要望です。 

 ３点目に移ります。 

 教職員の過密労働の要因の一つに部活動があったと言われています。現在進めている活動の地域

移行は、全く経験がない部活動顧問への専任の解消だけではなくて、長時間労働の解消などにも有

効とされ、教職員の負担軽減が目的でもあります。 

 しかし教員にも、生徒にも、保護者の一部にも、長くやればうまくなるというような考え方もま

だまだ根強くて、特にスポーツの分野ではそのような認識はまだ強いのではないかとも言われてお

ります。 
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 しかしながら、スポーツへの参加がなければ長いほど、けがや障害になる確率も高くなるとも言

われており、ハードな練習では参加しづらい生徒や途中でやめてしまう生徒もいて、中高で頑張り

過ぎて、その後はやめてしまうという子もいると言われます。部活動のやり過ぎは、生涯学習に逆

行するとの見方もありますし、長くやればやるほどうまくなるという考え方は、スポーツ医学の知

見からは否定されていると言われています。 

 子どもの学習時間や友達や家族との時間、自由な時間などを認めていく必要もありますし、教職

員の家族との時間、自己研さんする時間なども設けることで、教員の負担を減らす工夫が必要であ

るという見地もあります。我孫子市における部活動の地域移行について、今後の計画をお示しくだ

さい。 

 また、部活動の地域移行に関しては、保護者からの不安の声を聞くこともあります。部活動の地

域移行について、本来の目的と理由をしっかりと伝えて理解を求める必要があると感じていますけ

れども、御見解をお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 中学校の部活動地域移行については、今まで教職員が顧問として部活動を

担ってきた在り方を見直し、令和８年度を目標に休日の部活動を地域の指導者による地域クラブへ

段階的に移行するものでございます。 

 地域移行の目的は、教職員の働き方改革だけではなく、指導を受ける子どもたちが専門的な視点

から体力や技量に応じた適切な指導を受け、継続して文化やスポーツ活動に親しむ環境をつくるこ

とにあります。我孫子市においては令和５年度より、これまで教職員と共に部活動を指導してきた

地域の方々を中心に、部活動指導員として１４名任用し、教職員と共に、また教職員に代わって休

日の部活動指導を行っております。指導を受けた生徒向けアンケート調査では、専門的な指導を受

けられたことに満足する意見が多く、来年度は３０名を目標に拡充する予定でございます。部活動

指導員の方々には、指導で培った経験を地域クラブ活動につなげていただけることを期待している

ところでございます。 

 また、関係する文化・スポーツ団体、生徒の保護者代表、学校関係者を交えた我孫子市部活動地

域移行検討委員会を立ち上げて、これまで３回の会議を行い部活動地域移行の理念と基本方針を確

認いたしました。 

 あわせて実施した教職員、児童・生徒、保護者、部活動指導員への部活動地域移行に関するアン

ケート調査に際しましては、地域移行の目的と理由についてお伝えしているところでございますが、

回答には、地域クラブに期待する意見と、学校とは別組織になることへの不安の意見もございまし

た。これを受けて、令和６年度には、一部の休日部活動について、教育委員会主導の下、スポーツ
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団体等の協力を得ながら、地域クラブの試験的な運用を実施する予定でございます。試験運用に際

しては、生徒、保護者、地域クラブ関係者の意見を聴取しながら、今後の地域移行の円滑な実施に

生かしていきたいというふうに考えております。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 ありがとうございます。 

 部活動の地域移行で一つよく言われることは、部活動って、変な言い方ですけど、学校内でやっ

てもらっているときは特にお金発生していないじゃないですか。地域クラブになると、どうしても

多少のお金が必要になってくる、有償なのかなというふうな方もいらっしゃいますよね。もともと

部活動が今まで顧問の先生がやっていたと。あくまで本当にその人の尊いボランティア精神じゃな

いですけれども、いろいろなことをやった上での部活動の推進だったところもあるので、そういっ

たことも少し保護者の皆さんには理解が必要になってくるかなと。 

 あともう一つは、とはいえなかなか経済的になかなか生活も厳しいような御家庭は、じゃ、どう

するんだという話も多分これからまだ出てくると思うので、その関係者の皆さんが協議することも

とても大切なんですけれども、それを今度、地域移行になった部活動になった該当の中学校には、

小学校もこれからなるのか分かんないけど、中学校には、その保護者の皆さんにもちゃんと、校長

先生でも誰でもいいんですけど、とにかく丁寧に説明をしてあげるという行動が必要なのかなと思

うので、そこだけちょっと要望させていただきます。 

 いろんな声が、地域移行を進めていくことによってこれからまた多くなってくると思うので、ぜ

ひそこら辺は御配慮いただければと思います。 

 最後です。質問の４点目、学校内の諸行事についても、教職員の全てが負担する必要がないとい

う指摘もある中で、コミュニティスクールは学校運営を教職員のみに任せるのではなくて、保護者

や地域の方々の協力を得て進めていこうという、そういった側面もあるというふうにも受け止めて

います。 

 令和４年度より全ての小中学校で導入されていますけれども、現時点におけるコミュニティスク

ールの状況、特に特色や特徴のある取組があればお示しください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

〔説明員山田和夫君登壇〕 

○説明員（山田和夫君） 我孫子市では、令和４年度に全ての小中学校に学校運営協議会を設置し、

コミュニティスクールとなりました。またあわせて、学校支援地域本部も地域学校協働本部へと移

行し、学校と地域がパートナーとなって地域の子どもたちを育てようと取り組んでいます。 

 今年度はコミュニティスクール２年目となります。学校運営協議会の会議では、委員による学校
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運営への意見や評価だけでなく、児童・生徒の学校生活や学びの充実のため、学校と地域が協力し

てどんなことができるかを具体的に話し合う段階へと進んできました。また、地域学校協働活動も

充実してきており、地域学校協働活動推進員を中心に地域のネットワークを生かした児童・生徒の

体験活動が多く実施されました。 

 ふるさと学習では、地域を舞台にして様々な立場の地域の方に御協力をいただいた探求活動や、

キャリア教育では、地域の職業人を招いて職業人講話会や就職体験活動などを行われています。 

 ２月２０日には湖北台近隣センターにて、湖北台西小学校６年生の卒業記念発表会が行われまし

た。６年生の地域貢献をしたいという思いを実現するため、学校とまちづくり協議会が協力して実

現したものです。学校では、子どもたちの思いやこれまでの学習が生かせるように指導を行い、ま

ちづくり協議会では、会場の手配や広報、当日の会場準備などを行いました。これは、学校と地域

が役割を分担して実施した、すなわち学校と地域がそれぞれの立場を生かして協働したことで、児

童の学びの充実だけではなく、教職員の負担軽減にもつながった事例となっています。 

 今後もさらに学校運営協議会と地域学校協働本部の連携を深め、一体的に推進することによりコ

ミュニティスクールの充実を図ってまいります。 

○議長（早川真君） 木村得道議員。 

〔木村得道君登壇〕 

○木村得道君 コミュニティスクール、ありがとうございました。 

 これ、少しずつ段階的に進んでいるのかなというふうに、今ちょっと感じましたけど、コミュニ

ティスクールという、その物の考え方も、地域の人と関わる人はよく分かっているんですけれども、

やはり保護者の皆さんとか、地域の人たちって、何言っているか分かんないというところの側面も

あるので、まさに地域の人たちで、私たちも含めた、子どもをしっかり育てていく、学び育ててい

くということを、これ行政も教育委員会もなかなか難しいかもしれない。なかなか広報していく、

発信をするということが難しいところもあるのかもしれませんので。ただ、先ほど言ったスタッフ

は地域の人とか、場合によってはその学校にいる保護者会だとかＰＴＡの方だとかいらっしゃると

思うので、そういった方々にいろんな形で発信をしてもらう。発信をしてもらうというか、何でも

かんでも発信するって話じゃないですけど、少し紹介をしてもらう、つなげてもらうというような

取組もすごく必要かなと思うので、そういったことも今後検討していただけると大変にありがたい

かなと思います。 

 以上をもちまして代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（早川真君） 以上で木村得道議員の質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時２７分休憩 
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───────── 
午後２時４５分開議 

○議長（早川真君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市政に対する一般質問を許します。あびこ未来代表飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 あびこ未来の飯塚誠でございます。会派を代表いたしまして、通告に従いまして質問

をさせていただきます。明快なる御答弁をよろしくお願いを申し上げます。 

 まず大綱１点目、手賀沼観光施設誘導方針について。 

 （１）農産物直売所アンテナショップ跡地利用。 

 アについて質問いたします。手賀沼観光施設誘導方針の見直しと実現性。 

 誘導方針に３つの視点を加え、温浴施設や宿泊施設も可能とする変更でありますが、大切なこと

は実現性であります。まず、今回のこの方針見直しを行うに当たり、温浴施設や宿泊施設の関係者

からはどんな意見が出ているのか、お聞かせをください。 

 また、直売所跡地に限らず、我孫子新田地区の未利用地を活用して、より広く集客効果を生むよ

うな施設の展開の必要性を私たちは提言し続けてきています。今回の見直しでは、そのような点は

考慮されているのか。企業等からそのような問いかけはあるのか、お聞かせをください。 

 さらに誘導方針の見直しと併せ最も重要なことの一つが、我孫子市としてどのように動くかとい

うことであります。ただ単に、方針を見直しましたでは、多くの企業の注目を集め、競争力を高め

た公募にこぎ着くことはできません。積極的に市内外に情報を発信するとともに、関係部署の皆さ

んが一つ一つ企業を回って、ぜひ我孫子で、手賀沼で事業を起こしてくださいと有力な企業に営業

活動を行う必要性があります。誘導方針の見直しに合わせた我孫子市の営業活動の具体策について、

詳細にお聞かせをください。 

 イ、我孫子新田地区の地区計画についてであります。 

 誘導方針の見直しと併せ我孫子新田地区の地区計画の見直しが予定されています。そもそもこの

我孫子新田地区は市街化調整区域であり、農地や未利用地とともに戸建住宅が中心の土地利用に限

られます。このような地域で温浴施設や宿泊施設を誘致することになるため、より慎重なきめの細

かい地域住民への、あるいは地権者への情報提供と、生活環境を妨げることのないような地区計画

のメニューが求められています。 

 今後、地区計画を見直すに当たり、どのように地域住民の声を把握し、地区計画へと反映させて

いくのか、お聞かせをください。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員の質問に対する当局の答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

〔説明員山本康樹君登壇〕 
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○説明員（山本康樹君） 初めに、アについてお答えします。 

 手賀沼観光施設誘導方針の改定の際には、これまで事業者から聞き取りをした中で、温浴施設、

宿泊施設、スポーツ施設やドッグラン、自転車や釣りに関するショップなどのニーズがあること。

複合的な休憩機能を有する施設の立地が求められていることなどの意見がありました。また、用途

に関する以外に、広大な土地を一体的に利用する必要があることなどの意見もありました。 

 市としても観光に資する施設の立地誘導をさらに進めたいこと、アンテナショップ跡地だけでは

なく、周辺一帯を含めた広域での集客の視点も考慮して改定したものです。 

 アンテナショップ跡地活用事業者の募集の詳細については、今後検討を重ね、広く情報を行き届

かせるために、市のホームページ、「広報あびこ」、ＳＮＳなどの情報発信をはじめ、現地での表

示やチラシによる情報発信を行っていきます。また、記者発表を行うとともに、業界誌や地域のミ

ニコミ誌などの掲載依頼を行い、関係各所に直接出向いて応募を呼びかけるなど積極的に情報発信

をしていきます。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

〔説明員中場聡君登壇〕 

○説明員（中場聡君） イについてお答えします。 

 地区計画の変更について、これまで我孫子新田地区の地権者の方を対象にアンケートや説明会を

実施し、御意見をいただきながら変更案を作成しているところです。今後も、地権者や地域住民を

対象とした説明会の実施や都市計画決定手続における案の縦覧などにより幅広く御意見を聞いてい

きます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 まず、宿泊施設や温浴施設をこの中に入れたということで、これはあれですか、そう

いう企業から個別具体的に問合せがあって入れたのか、それともこちらから投げかけたのか、ある

いはそういう開発専門業者みたいなところからのアドバイスがあったのか、具体的にお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、アンテナショップ跡地の活用についてもうちょっと具体的にどういう進行状況になっ

ているのかお聞かせください。 

 それと、今度は新田地区の地区計画についてなんですが、この変更についてという要旨を拝見さ

せていただくと、その中にいわゆる立体駐車場とか建築物については、方針に基づいた協議の詳細

を定めるべく協議基準や地区計画において明文化しますというふうになっているんですけれども、

明文化というのはどういうことを明文化するという、具体的に建物がこういうものだよ、こういう

ものだよというのが明文化されるのか、あるいは法令上、条例上こういうものだという、その明文
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化を指しているのかがちょっと不明瞭なのでそこをお答えください。 

 あと、ここのまた変更資料の中に、誘導方針の変更に併せ建てられる建物の用途を変更しますと

なっているんですが、これは具体的に用途はどういうものになるのか、お示しをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） 温浴施設と宿泊施設については事業者から提案はありました。それに限

らず、アウトドア施設だったり、ドッグランというのも、ほかにもありましたので、それを含めら

れるような改定をしております。 

 もう１点のアンテナショップ跡地の募集の進捗状況なんですが、これについては今回、改定はし

ましたけれども、地区計画の改定を待って来年度の１０月以降に施工開始ということになるかと思

っております。それまでに、アンテナショップの跡地は約４，０００平米のところなんですが、そ

こに限らず、そこを含めた形でもよくするのかとか、あとは地代をどうするのかとかいうのは、こ

れから詰めていきたいというふうに思っています。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

○説明員（中場聡君） まず、自動車の車庫、建築物に当たる単独車庫なんですけど、立体駐車場。

施設によっては駐車場が足りなくて２階建ての立体的な車庫を造る可能性もあるので、自動車車庫

というものも建築物の用途制限の中に加えております。 

 それから、新たな用途ということで公衆浴場、ただしこの公衆浴場単体にしては、ここは観光誘

導方針の地区でありますので、例えばレストランや、そういったものと複合するものに関しての展

望台とかと複合するものに関しては、公衆浴場を認めるような形で用途の制限を追加しております。

また、宿泊施設に関してはホテル・旅館ということで、ここも地区計画の中に追加する予定です。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると、地区計画の中で温浴施設だとか、それは括弧、飲食等の休憩スペースを

備えたものだとか、立体駐車場は何階までとか、色合いはこういうものだっていうのを具体的に明

記するという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 ということと、それからあと、さっきの温浴施設と宿泊場等なんですが、今ある地区計画におい

てはこういうようなものはできないというふうになっているわけでありますよね。なのに、具体的

に企業から問合せがあったってのは、どうしてそういう問合せがあったのでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

○説明員（中場聡君） まず、今の地区計画において建築物の高さ制限は、既に１２メートルもし

くは１０メートルというふうな形で制限は取っております。 

 今回、公衆浴場という形を追加するんですが、ここははっきりとレストラン、イ、ロ、ハ、ニと
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それぞれのレストランや何かを分類していますので、それと複合するものに限るという形できっち

りと明確にしていくという予定です。 

 また、宿泊施設も先ほど申しましたが、ホテル・旅館として風営法に伴うものは除きますよとい

うような形を明文化していく予定です。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） ２つ目の温浴施設の、今できないにもかかわらず、どうやって相談があ

ったということなんですが、そこのところにこういったものを事業展開したいという相談は常に受

けていますので、その中でこういうことをやりたいんですけどという相談は受けました。ただ、今

の方針ですとできませんということで、できればいいのにという話はしております。それ以外にも

様々な、例えば自転車を売りたいとか、でも自転車を売るだけでは駄目ですよと、そういった要望

は受けていました。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 地区計画の中で明文化というのは、はっきり詳しく分かりやすく示してもらいたいと

いうことと、今何社でしょうか、温浴施設、宿泊施設に絞ると。何社から問合せがあったんでしょ

うか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） １社です。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 別に何の明記もしていない、呼びかけもしていない中で１社あるということは、多分

潜在ニーズはもっとあるというふうに思うんですね。だから、我々会派でもさんざん言っているん

ですけど、こちらから営業活動をやってくださいよ。どこが担うかというのは、ぜひ庁舎内で検討

してもらいたいけど。１００か所回れば数％あると思うんですよ、３％とか、５％。そのニーズは

ですよ。それを掘り起こすのも皆さんの仕事だけど、まずどこにニーズがあるか分からない状況で、

それをやれと言ったって無理ですよ。 

 だから民間企業がやっている営業活動、招致活動と一緒で、まず今年は１００社回ってみましょ

うとか、５０社回ってみましょうって。だって何にも言わないで向こうから来ているわけでしょう。

それはこういう地区計画の変更を行うからいかがですかって。それで合う、合わないは、詳細はま

た別途決めればいいだけの話で、ぼうっと待っていても来ないと思うんですよね。その努力をやっ

ぱりちゃんとしていただきたいというふうに思います。その努力をぜひ今年度やっていただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 
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○議長（早川真君） 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。 

○説明員（山本康樹君） 温浴施設に関しては、市で今持っている土地は４，０００平米というこ

とで、そこだけでは厳しいという話は聞いていますので、そのエリアを含めて集客を得られるよう

なものを招致していくのは大事だと思います。 

 営業活動という表現がいいのか分かりませんけれども、できるだけ広くこういった招致をしてい

ますというのは発信していきたいというふうに思っています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 我孫子市民も多く活用している満天の湯あるじゃないですか、柏のね。あれも、その

真意は分からないんだけど、当初は温浴施設での開発行為を目指したものではなく、何か農産物直

売所のようなもので進めていったものが温浴施設になったというふうに聞いています。 

 だから、自分たちが持っている土地が４，０００平米というだけじゃなくて、地区計画を見直す

わけですから、そこのところはあまねく多くの可能性を秘めているわけで、そこをちゃんとやって

いただきたいということであります。これは要望にとどめておき、また随時、跡地の活用とともに

質問していきますので、ぜひ努力をしていただきたいと思います。 

 それでは２点目、公園坂通りのまちづくりについてであります。 

 ア、公園坂通りについて暫定整備の進捗状況についてお尋ねをします。 

 公園坂通りでは、地域住民との懇談会やアンケート調査などを進め、今年度中に、特に公園坂通

りの西側に歩行者空間を確保するための暫定整備を進めることとなりました。具体的にはセンター

ラインをなくし、車道幅を４メートルに狭くすることで路側帯を広げる試みとなるようです。この

整備を進めるためには、警察協議が調う必要があるとのことですが、現状ではどのような段階にあ

るのかお聞かせをください。 

 次に、住民懇談会では、この対策だけでは通過交通量を減らすことはできず、通過する車のスピ

ードも含め、歩行者が危険にさらされるのではないかとの意見も出ています。特に、若松方面から

の車が公園坂通りに入ってくるケースが多く、この流入をコントロールする対策が不可欠となって

きます。具体的にどのように車の流入量を減らすのか、お聞かせをください。あわせて、スピード

を抑える対策についてもお聞かせをください。 

 歩きたくなる道の最大の要因はまず安全であることです。その上で、その通りを歩くことの楽し

みが生み出されるということでしょう。楽しみという点では、個性的な店舗や美しいまち並みなど

が重要な要素となってきます。昨年開店したＡＢＩＳＯＮだけでなく、公園坂通りで事業を行って

いるお店を特集し、共通のポイントなどでにぎわいづくりを演出することや、通り沿いの家々、

店々に花を飾ってもらい、美しいまち並みを意識していくことなども大切です。今後、暫定整備を
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踏まえて様々な取組を具体的に行っていく必要があると考えますが、市の見解をお聞かせください。 

 イ、無電柱化についてであります。 

 公園坂通りの将来整備では、無電柱化についても住民アンケートを行っており、８２％の人が賛

成、どちらかといえば賛成との意見を表明をしています。一方で、実際に行う場合には、工事期間

が８年も長期に及ぶことや工事費用が約１０億円もの大規模事業になることも想定をされています。

その意味では、住民の意向だけをもって無電柱化を進めるわけにはいきません。我孫子市としては、

今後どのようにこの無電柱化を進めようとしているのか、考えをお聞かせください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

〔説明員篠崎啓一君登壇〕 

○説明員（篠崎啓一君） 初めに、アについてお答えします。 

 暫定整備に関わる警察協議の状況は、令和５年５月から行っていた協議が先日おおむね調ったこ

とから、３月には正式に文書提出できる見込みとなりました。しかし、近年の動向としては、千葉

県警察本部への文書提出後、回答までに一、二か月を要しています。 

 暫定整備工事については、１月入札にて受注者が確定し、現在、施工計画書の作成及び現地調査

を実施中であり、３月からの工事着手を予定していますが、千葉県警察本部からの回答に遅れが生

じ、工事が年度内に完了できない可能性を考慮し、今議会において繰越手続も行っています。 

 車両の通過交通を減らす対策としては、警察と協議しながら南北両交差点の形状を小さくするこ

とで車両が公園坂通りに入りにくくするとともに、「広報あびこ」３月１６日号で、公園坂通りの

車両の通り抜けは御遠慮いただくようを改めて周知する予定です。 

 スピードの抑制対策としては、御質問のとおり車道のセンターラインを消去して車道幅を狭める

ことに加え、視覚的な狭窄効果を図るため路側帯のカラー舗装及びラバーポールの設置を行います。

なお、今回の整備は暫定的なものであることから、工事完了後に車両の通過交通量やスピードの状

況を確認し、懇談会を通じて住民の意見を確認しながら、必要に応じて追加の対策も検討します。 

 通りを歩く楽しみの一つの要素であるまち並みづくりとして、地区計画により一定の建物用途や

屋外広告物の設置を制限し、意図しないまち並みが形成されることを防ぎます。また、沿道の緑化

を推奨するとともに、道路に面して設ける垣や柵の構造を制限することで、潤いのあるまちみの形

成を誘導していきます。歩きたくなる道へのにぎわいづくりの観点では、公園坂通りだけではなく、

手賀沼公園や我孫子駅など周辺のにぎわいづくりも重要であることから、関係部署と連携していき

ます。 

 次に、イについてお答えします。 

 無電柱化についてのアンケートは、実施の際に最も影響を受ける沿道住民や地権者の方々、また、

商工会やまちづくり協議会に対して行い、８割を超える賛同を得られました。反面、多くの期間と
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費用がかかる事業であることから、今後千葉県が設置し道路管理者や電線事業者、警察などが構成

員である千葉県無電柱化協議会と協議を開始し、実施に向けて検討を進めていきます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 従前からやり取りをしていると、まず安全性が大事だということを地域住民の方が言

っていると。にぎわいづくりとか緑の緑化とか、そういう環境整備も、スピードがいっぱい出てい

たり、歩行者が安全でなければ成り立たないので、これは重要な要素だと思う。 

 特に交通量がやっぱり減ってきていることは事実でありますけれども、同時に私も夜の時間帯と

か夕方だと、車がいない分結構スピード出しているんで、あれセンターライン削ったときに大丈夫

かなってちょっと不安の要素があります。 

 京都市とか名古屋市に行くと、やっぱり住宅街はもともと狭い道路の、あるいはセンターライン

を切ったところは、僕も初めて今回あれなんだけど、コンクリなんだけど１メートルぐらいに区切

り目を入れて、石じゃないんだけど、石みたいなぼこぼこという造形物をセンターラインを取った

とったところはほぼほぼやっているというんですけど。そうするとやっぱり意識的に、全然安全上

は全くタイヤの溝ぐらいの幅なので問題ないんだけれども、スピードの減少というのは著しく効果

があるというふうに聞いているので。 

 そういう話をしていると、手賀沼公園坂通りの距離ぐらいなら、やっぱり京都市とか名古屋市に

なると、いっぱい面積が多くて、財政的な負担が大変だけど、公園坂通りぐらいだったら何とかな

るんじゃないですかみたいな話なので、やっぱりそういうのも、いろいろそのスピード低減策もポ

ールとカラー塗装だけじゃなく、もうちょっと検討してみていただければよろしいんじゃないかな

ということ。スピード対策がちょっと肝になるかと。 

 それと、さっきも出た千葉県無電柱化協議会って、さっぱり何やる組織だか分かんないんですけ

ど、何をやる組織で、通常どういう協議を行っているのかというのを御説明ください。 

 それから、ちょっとスケジュールに関して、無電柱化ってあまり市民、特に湖北台は私真ん中で

すけど、あと東のエリアの人はあんまり無電柱化ということの発想が全くないような状況なんです

ね。それで、これ大きなお金、１０億円以上かかるというんですから、もちろん市民の合意も得な

きゃいけないし、鎌倉市とか成田山沿道とかというそういうエリアではないので、そこのところの

合意が得られるのかということと、スケジュールのこの日程表を見るともう２０２８年から工事期

間ってなっているんだけど、今２０２４年じゃないですか。そんなことが本当に可能なのかどうか、

お答えください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） まずスピードの対策ということで御忠告といいますか、御提言いただき
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ましてありがとうございます。 

 取りあえず、先ほども答弁の中で申し上げましたけれども、ポールをもって狭窄部分を作ってと

いうのをまずやらせていただこうと思います。これ暫定整備ですので、最終的に本格的整備のとき

にはまた考えなければいけないかなと思うんですが、それをやってスピード抑制を図っていこうと。

今後それでも駄目だと言われればまた対策を、今いただいたような御意見も踏まえながら対策を講

じる必要があるのかなとは思います。本格整備のときには、またそれは実施設計、基本設計の中で

考えていかなければいけないというふうに私は思っています。 

 それから、無電柱化の無電柱化協議会なんですけれども、無電柱化の推進に関する法律の中で、

関係機関が連携強化の推進体制として位置づけられている組織でございます。千葉県は、千葉県無

電柱化協議会というのがございまして、どういった方々がいらっしゃるかといいますと、警察の方、

それから国の役人の方、そして当然電線事業者の方々の同意も得られなければいけませんので、そ

ういった方々と協議を図って、この路線は無電柱化すべきかどうか、できるかどうかという検討を

重ねていくと。この協議会で決まれば、その先の事業をやる段階の交付金の活用の中にも優先的に

といいますか、協議会で諮られているかどうかというのは重要な要素になってくるかと思います。 

 それと、スケジュールに関してなんですけれども、まずは関係事業者とのかなり時間かかるかと

思いますので、その方々とお話をして、当然今、市民の方の合意というのがありましたけれども、

当然市議会の皆様方の同意は必要だと我々も考えておりますので、そんな中で進めていきたい。 

 ただ、先ほど議員からもお話がありましたように、地元のほうにお話をしまして、それから地元

の沿道の方々、それから商工会の方々、それからまち協の方々とお話をして、今のところ８０％以

上の同意を得られているという状況でございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 まず、再確認なんですけど、千葉県無電柱化協議会というのは、そこは許認可を持っ

ているということですか、無電柱化をするに当たって。その許可がないとできないということなの

かどうかが一つ。 

 あと、もちろん近隣住民がまず大事なのは分かるんだけれども、これ１０億円を超える施策事業

だとすると、我孫子市全体の政策の優先順位として、ここが正しいのかというのを市民に問うてい

かなきゃならんと思うんですね。それが２０２４年からのスケジューリングというのはどういう意

味なのかという質問です。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） まず、協議会は許認可団体なのかというお話なんですが、それは許認可

団体ではございません。こういったところで、まず、いろんな関係の方々が集まりいただいて、電
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線事業者とかいろんな、要は我々が個別に当たるんではなくて、警察の方だとか、官公庁の方だと

かと一緒に集まって、この路線は本当にできるのかどうかという話をさせていただいて、そこで電

線事業者の方々も含めて、大丈夫だろうというような御意見をいただくということでございますの

で、許認可団体ではございません。 

 それと、まず協議会に諮るというのが２０２４年、今年なものですから、今年、協議会に諮ると

いうお話で、それに結構一、二年くらい時間かかると思いますので、そこから始めるということで

ございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 ごめんなさい、私、言い間違えました。２０２８年から工事が始まるとなっています

けど、本当にそんなことが可能なんでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 今、最短のスケジュールとして、まず協議会に諮って、それが１年目で

す。そして、先ほど議員もおっしゃられたように８年工事かかるという話があったんですけれども、

そのほかに実施設計とか基本設計とかございまして、合計でそういったものを含めますと１１年ぐ

らいかかろうかなというふうに思っています。 

 実施設計に入った段階で合意形成を図ったということになりますので、今、最短ということでこ

ういった状況で話をさせていただいていますので、まずは千葉県の協議会のほうに諮らせていただ

いて、それからまたお話しさせていただければというふうに思っております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 最短というお話なんですが、多分難しいじゃないですか。実例を見ても、私聞いたこ

とないですよ。無電柱化が今議論し始めて４年後に実現したなんて。これ、陳情、請願でも、我々

政党もそうなんだけど、議員団で国交省行ったり、６号線も実は今無電柱化って松戸市とかやって

いまして、この陳情、請願もえらい行ってるんですけど、遅々として全く進まないのが現状です。 

 だから、もしそうであればスケジューリングは、これちゃんとしたほうがいいですよ。市民も誤解

するじゃないすか。２０２８年から工事が開始って言われて、工事が始まるんだなと。それに１１億

円かけるのというと、当然、中央部の人も東側の人も、いやもっとやってほしいことあるんだけど

っていう話になっちゃうと思うので。これはやっぱりスケジューリングは無理なことは、最短で、

本当に部長が２０２８年から始まれると、最短だと思っているんだったら別ですよ。僕は違うと思

うんだよな。 

 だから、実現的可能な中での最短のスパンというものを提示するんだったら、そうだなって思う



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

90 

けど、これはちゃんと図に入っているんだから、ここに。そういうのはやっぱり直していかないと。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 協議会に諮って、合意形成を図ってやっていくとなると、取りあえず期

間は、住民の方々にどのぐらい期間かかるかというお話はさせていただかなければいけませんので、

工事が８年かかる、そのほかに実施設計とか基本設計とかもろもろがありまして、それが３年ぐら

いかかりますので、合計１１年かかるよっていうお話をさせていただいて、沿道住民の方々にお話

ししとかなきゃいけませんので、一応取りあえず、ここで２０２８年からとしましたのは、まず、

今年協議会に諮るのはこれ事実でございますので、諮って御議決がされれば、その後、実施設計、

基本設計と進みますと、２０２８年ぐらいから始まっていくということになりますので、まず始ま

った最初には、地下埋設物の移設ですとか、そういったものから始まりますので、実質的に全く不

可能だという話ではないと思います。 

 金額についても、一応今、試算しているのは国土交通省が示している概算額で算出しております

ので、今後精査していく必要はあるのかと思いますけれども、最短でいくとと先ほど申し上げまし

たけれども、今、１１年ぐらいかかる中で来年協議会を開催していくと、基本設計をやって、実施

設計をやっていくとこういったスパンになりますよというお話ですので、そこら辺は御理解いただ

ければと思います。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 いずれにしましても、地域住民というよりも、その期間は分かった段階で訂正してい

ただきたいと思うんですが、市長も副市長も、やっぱりこれが本当に優先順位として１０億円超で

最優先なのかというのは、無電柱化がいいことは確かですよ、それは。だけど、もっとやることが

あるんじゃないかという議論も、学校の校舎整備もそうですよ。 

 だから、そこのところはやっぱり、これ何か図面が行くと勝手に独り歩きしてしまって、できん

のかみたいな話になっちゃう可能性があるので、そこは地域住民の合意を得たいという思いとは別

に、政策の優先順位というのは、これは部長もそうですけど、しっかりと図っていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。青木章副市長。 

○説明員（青木章君） 今御指摘のとおり、大変大きな事業費がかかること、あるいは期間的にも

長い期間がかかるということもありますので、政策決定というのは大変重要な事項だというふうに

思います。そういう意味からしましても、やはりどういうふうに合意をしっかり得ていくかという

ことと、もう一つはやっぱり財源をしっかり確保していくこと、また我孫子市のほかの事業との兼

ね合いですよね、そういうものも勘案しながら、国・県の補助金、あるいは電線事業者の負担金な



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

91 

どもしっかりと調整をしながら、政策決定をしっかりしていきたいというふうに思います。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 了解をいたしました。しっかりと検討していただきたいと思います。 

 大綱２点目、人口誘導についてであります。 

 １つ目が住宅の取得補助です。 

 若い世代の住宅取得補助について、定住化を図るための住宅取得者に対して補助金を交付する事

業が令和６年で廃止をされる方針が市長のほうから示されましたが、今まで件数や金額は過去どの

ように推移し、施策はどう検証されたのか、お答えをください。 

 また、廃止の理由は、他の子育て施策に注力するためとなっていますが、具体的にどのような施

策に振り替られるのかをお示しください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

〔説明員山元真二郎君登壇〕 

○説明員（山元真二郎君） 若い世代の住宅取得支援事業の過去５年の件数及び金額の推移につき

ましては、令和元年度が４４６件、３，７４５万円、２年度は２４３件、２，００９万円、３年度

は２０４件、１，７３０万円、４年度は２３８件、２，１３０万円、今年度は、令和６年１月３１

日時点の数値で１９０件、１，５３５万円を交付しています。なお、令和元年度と令和２年度以降

に数値の開きがありますが、補助要件の変更などによるものです。 

 この事業の検証につきましては、事業をスタートした平成２６年からの１０年間に３，１８３件

と多くの御利用があったことから、若い世代を呼び込む定住化策として一定の評価をいただけてい

たものと捉えております。 

 一方で、平成３０年から令和４年９月までの利用者アンケートにおいて、補助金がなくても我孫

子市に住宅を取得したと回答した方の割合は７８％であり、本事業が住宅取得の直接的な要因には

なっていないという結果であったことから、本事業に代わる新たな施策に転換する時期であるとの

考えに至りました。 

 子育て施策としましては、平成３０年度から実施している第３子以降の児童・生徒を対象とした

小中学校給食費の無償化のほか、令和５年１月からは市の独自支援策として、第１子及び第２子の

学校給食費に対しても、月額１，０００円の支援金を交付する学校給食費支援事業を実施しており

ます。さらに、令和５年度からは、食物アレルギーなどにより弁当を持参する児童・生徒の保護者

に対しても、学校給食費支援事業に準じた補助金を交付しております。 

 新たな施策としましては、今年度、庁内の若手職員を中心に移住・定住化策検討プロジェクトを

立ち上げ、若い世代の人口増加に向けた施策を検討しており、現在、プロジェクトから出された企
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画提案について報告書として取りまとめを行っているところです。 

 今後は、提案内容の精査を行い、実現可能な事業について検証を進め、移住・定住化に資する新

たな取組の実現や子育て支援策のさらなる強化を図ってまいります。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 内容はよく分かりました。 

 それで市長も第１子、２子への給食費の減額と。何か見ていると、令和６年度から各自治体、第

３子が千葉県で補助が出たもんですから、一気に子どもたちへの補助が始まるやに聞いています、

この３月議会で各自治体。だから、私は第１子、第２子、大いに回すほうがいいのかなと私も思い

ます。ただ、ちょっとこれ、やっぱり不動産デベロッパー聞くと、もったいないのは今地価が急上

昇しているじゃないですか。だから、第１次取得者が増えているこの段階で、あと二、三年増やせ

ば、これを利用して我孫子にっていう人がもっといるかもしれないねというのをちょっと聞いてい

るので。ただ財源がありますのでね、これは無尽蔵ではないので。 

 だけど、何かこれに代わる何か若手居住者を誘引するため、本当に地価が上がっているだけに、

何かちょっとソフトな部分で考えられないのかなと、中止にするだけじゃなくて。あと１年間。令

和６年はやるということなので、何かちょっと誘引策を考えていただければなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

○説明員（山元真二郎君） 議員おっしゃるとおり、今、地価が上がっていて、我孫子に土地、住

宅を取得される方については、以前よりは負担が増えてきているのかなということを、私も最近そ

ういうのを感じております。 

 ただ、先ほど答弁しましたとおり、実際にこの施策があったから我孫子市に越してきたという人

もいらっしゃるでしょうけど、知らなくても越してきたという方が８割近くいらっしゃいましたの

で、この事業を見直す時期に来たのかなということで見直しております。 

 その中で、今、若手のプロジェクトの中でもいろんな提案が上がっているので、その中で実施で

きるようなもの、効果があるようなもの、そういった中から事業を採択して、実施に向けて進めて

いきたいというふうに考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 ぜひ１年あるので、財源がかからなく魅力あるというところを考えて。 

 私も１か月ぐらい前かな、高校生のときの同級生が東京の私立なんですけど、我孫子に一戸建て

を建てたいから、マンションじゃなくて我孫子辺りでいけそうなので、柏市から東武アーバンライ
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ンとかに乗り換えるよりも常磐線で直通がいいからということで、限定で寿までのエリアで、白山、

寿、我孫子辺りで４０坪でとか限定があるんで、今ちょっと待ってくれと、議会の質問が終わった

らゆっくり探そうねって言っているんですけど。でも、そんな問合せ、今までないですよ、２０年

やってきて。だからやっぱり何かの誘引策を考えていただきたいというふうに思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 (２)が、五本松運動公園サッカー・ラグビー場についてであります。 

 ア、基本計画中間報告について。 

 五本松運動公園サッカー・ラグビー場整備について。これも多大な予算がかかる中、子育て世代

に魅力ある施設としていかなければならないというふうに考えますが、昨年夏示された中間報告に

ついて、どのような企業に報告書作成を依頼し、具体的に市としてどのようなスポーツ施設整備を

要求し、どのような概算予算で依頼をしたのかお聞かせをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 五本松運動広場整備基本計画策定業務は、４月から５月にプロポーザルを

実施し、パシフィックコンサルタンツ株式会社に委託しております。 

 市からは、サッカーやラグビーを中心に、多様な屋外競技に利用可能なサッカー場兼ラグビー場

を整備し、年間を通し利用できることを求めてきました。事前に概算金額を示してはおらず、委託

業務の中で施設の機能や規模を検討し費用を算出することとしております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 ちょっとよく分からないんですが、その中間報告の中でＡ案、Ｂ案、Ｃ案というのが

あって、具体的に額が記載されているんですが、これについて御説明ください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） こちらの額につきましては、まだ現在中間報告の段階では、その３つのど

のようなパターンがそこの場所の中に当て込まれるか、これについては各それぞれのいろいろなア

ンケートであるとか、団体とかのヒアリングであるとか、過去議会とかでもいろんな形で御質問い

ただいたりとか御要望いただいたものを集約したものの中で、どのようなパターンがよろしいのか

をまず３つの中で整理をし、提案をいただいております。 

 それぞれの機能とか、規模によりましては、金額はそれぞれ、例えば競技コートであればサッカ

ー場、ラグビー場だけではなく、いろんなアーバンスポーツといったようなものとか、いろんなそ

の機能によって金額が違うということが示されておりまして、この３つのパターンの中から、今後

どこにしていくのかというものを次の方針として決定をしていくような形になります。 



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

94 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると先ほどは概算不明ということでしたが、このＡ案、Ｂ案、Ｃ案から選ぶに

しても、大体６億円から７億円超というふうに捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） 現在の段階ではこのような金額で示されております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると中間報告についての質問をしているわけですから、それを答えてくれない

と、不明では何の意味もありませんので、しっかりと答えてください。 

 それで、スポーツの種目も、このサッカー場、ラグビー場以外に、グランドゴルフとか、あるい

はその他のものが何案か出ていますよね、ここに。これは、こちら側からこういったものを考えて

提示されてしたんですか、こういう競技というか、こういう運動が考えられますけどいかがですか

といった、向こうが勝手にこういうスポーツをこれだけというふうに提示をしたんでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） まず、こちらのほうにつきましての五本松運動公園広場につきましては、

過去の経緯の中から、あそこの場所については、現在のところクレーのところと芝生のところとご

ざいまして、あの規模の中に何ができるかというものが、まずは規模の中で検討しなくてはいけな

いと。 

 それから、もともと一番要望があったのが、河川敷のサッカー場が台風とかで水没してしまって

何か月も使えないような時期があるとか、そういったようなところから、市内でやはり天候に左右

されないようなサッカー場という希望が、例えばスポーツ推進計画の中であっても、中学校の部活

動のときに取ったアンケートの中でも、やはりサッカー場とか、あと陸上であるとか、あわせてサ

ッカー場の中にラグビーコートを造ることによって、汎用性も高いということもありますので、そ

ういったようなものの意見を取り入れたということ。 

 それから、また現在使われている中で、結構利用回数が多いのがグランドゴルフの団体であった

りとか、そういった方々を今度新しくできるから違うところへ行けよというのもなかなかできない

ということもございますので、そういった方々の要望を現在集約したという形で、この中でいろん

なそういった要素を含めた中で検討していただけるかどうか、その配置であるとか、どのくらいの

面数ができるであるかとか、そういったものを提案していただいたものがこのＡ案、Ｂ案、Ｃ案と

いうようなことになっております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 
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〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると、この種目というのはこちら側からこういうものを想定するって提示した

わけですね。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） まずはサッカーを中心としてという形でお願いをしております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 サッカー・ラグビー場はさんざんっぱらこちらでもやっているんで、それ以外のもの

についてはこちらから提示したということでよろしいですか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

○説明員（菊地統君） そのとおりでございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 もちろん理事者の方々ともサッカー場、ラグビー場は懸案だからということで、これ

はもうさんざんぱらやっています。 

 次に移ります。サッカー・ラグビー等基本機能以外の整備についてであります。 

 我孫子市の大切な環境あるいは観光資源でもある手賀沼は、周遊ラン、サイクリングあるいはヨ

ット、カヌーとあらゆるスポーツ愛好家が訪れます。今までの本会議や委員会の中で、当該施設は

規模よりも機能重視という内容の質問が多数見受けられ、ランニングや自転車ツーリング等で利用

するとき、シャワールームや着替え部屋を含めた施設がないことが指摘をされてきました。これら

のニーズは今後増加することが予想され、また手賀沼周辺のエリアに必要となることから、当該施

設と併用することが可能と考えられますが、検討はされたのでしょうか、お答えをください。 

 この中間報告では、サッカーやラグビー等の中核機能はもちろんですが、その他はグランドゴル

フ等既存の愛好団体のヒアリングのみとなっているようです。新たな需要を掘り起こす未来型思考

の内容が乏しいと思われます。通年稼働率を上げていくためにも大きな可能性を秘めた広さに多大

なコストをかけて計画するわけですから、さらなる検討が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。菊地統生涯学習部長。 

〔説明員菊地統君登壇〕 

○説明員（菊地統君） 計画の中ではクラブハウスを設けることを考えており、シャワールーム、

更衣室のほか、管理室、用具庫、会議室等を想定して検討を進めております。それらの機能の運用

については今後検討することになりますが、当日の施設利用者以外にもふれあいキャンプ場利用者

やランニング等をされる方にも広く使用していただきたいというふうに考えております。 



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

96 

 五本松運動広場の機能につきましては、利根川ゆうゆう公園サッカー場が河川敷にあり、利根川

の増水により利用が制限されるため、まずは年間を通じて利用できるサッカー場兼ラグビー場を実

現されることが第一と考えておりました。サッカー場兼ラグビー場１面を配置すると、残りの面積

が少ない状況ですが、これまで市政メール等でいただいた御意見や我孫子市スポーツ推進計画策定

時のアンケート結果なども参考にし、整備すべき機能を検討いたしました。整備後の運用に当たっ

ては、様々な利用者を受入れて利用効率を上げるとともに、スポーツの振興につなげていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 何か今の答弁だと、サッカー・ラグビー場以外はあまり重要じゃないから、まずそこ

をというふうに聞こえるんだけど、教育長、これね、本会議でも委員会でも、甲斐議員なんかもよ

く質問されているけど、やっぱりツーリズムとかマラソンで、本来、例えば我孫子市の市民体育館

みたいなのが手賀沼沿いにあればそこに増設することは可能だと思うんだけど、残念ながら真逆な

ので、今回この７億円だか８億円だか分からない、６億円だか。これだけお金をかけるんであった

ら、やっぱり自転車置場も必要だし、それからランナーや、あるいはツーリズム利用者のシャワー

ルームみたいなのもやっぱりそれは必要だと思うんですよ。だからそういうところを。ここはちょ

っとそんなにお金をかけなくていい、というのは７億円、８億円の中のその部分ということですか

ら。まだ中間報告なので、何とかこれ観光資源で。 

 やっぱり我孫子すごいなって、マラソン来た人本当感動するんですよ。この前、ある社団法人の

役員やっていて、青梅マラソンに毎年僕行くんですけど、青梅マラソンに参加する人は、なんで青

梅マラソンを具体例に挙げたかというと、あれ市民マラソンから派生しているからです。どっかの

企業がスポンサーでがんとやったわけじゃない。だけど、原巨人軍元監督もスターターでした、今

回。Ｑちゃん、高橋選手も毎年いらっしゃって。あれ見事に大きくなった市民マラソンだと思う。 

 そういうところに行って、関係者の話として聞いて、僕はマラソンをやらないので全くそういう

話題に乗って行けなかったんですが、我孫子市から来たと言うと、ああ、飯塚さん我孫子市から来

たんですかと。手賀沼、本当いいですよねと。アップダウンもなく、景色もよくて。流山市とかマ

ラソンいろいろあるんだけど、戸田市とかさいたま市。一番我孫子いいですよと。やっぱり走りた

いですよという方がたくさん。アップダウンもないじゃないですか。やっぱり青梅マラソンは御岳

から奥多摩にかけてこんなジェットコースターみたいな状況なので、そういうところを走る人にと

っては本当に和やかで、初心者であってもいける。だからこれは発掘ニーズとしては物すごく高い

と思うんですよ。 

 だからぜひこういう機能も、ちょっとその８億円の中に足せばできることなので、自転車置場は
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そんなにお金がかかることではないと。まだ中間報告ですので、ぜひこれ教育長も市長、副市長も

検討していただいて。あくまでラグビー場、サッカー場は、もう重々それは分かっています、子ど

もたちの夢のためにもね。だけど、そこのところもどうかというところをちょっと検討に入れとい

ていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 五本松運動広場の施設の広さというのも一つ大きな要因にはなるかなと思

うんですけれども、多くの市民が活用できる、また多くの場所が稼働率が上がるような形のものを

検討していきたいなというふうには思っております。 

 自転車置場等に関しましては、今もちょっとあるんですけれども、その辺の台数のもう少し増や

すとか、その辺のところも含めていきたいというふうに思っています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 私が言っている自転車置場っていうのは、ツーリズムと自転車置場なので、ちゃんと

かぎがかかって、今もありますと言われると、いや、ないんだろうなと思うんですが、よろしくお

願いします。もう一回。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 答弁が不十分で申し訳ありませんでした。 

 新たにサイクルの置場ですね、その辺は考えておるという意味でございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 別に私、青梅市の宣伝するわけじゃないんですけど、青梅市は青梅と河辺というとこ

ろの中間に総合体育館があるので、みんなランナーはそこのシャワールームとか着替えを利用でき

るんですね。だからやっぱり、それを活用するにはもうあそこしかちょっと考え……、まあ水の館

とかあるのかもしれないけど、新たに造り直すとなるとお金がかかるんで、こういう着工時にぜひ

とも検討していただきたいと思います。 

 それでは次に行きます。 

 （３）公園の施設整備についてであります。 

 子育て世代への誘引という意味では、公園の魅力も大切であります。しかし、市内の公園の遊具

が老朽化や故障で使用不可となって放置されている状況は非常に残念です。安全性の観点からも、

早急な修理、更新等は不可避と考えますが、令和５年度の段階で費用負担あるいは要修理のため使

用禁止になっているのは、具体的にどこのどのような遊具で、どの程度現在改善されているのか、

お答えをください。 
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○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

〔説明員中場聡君登壇〕 

○説明員（中場聡君） 昨年７月から１０月に実施した令和５年度公園遊具定期点検で、経年劣化

による主要部材の腐食や金属部の摩耗などにより危険と判定され使用禁止とした遊具は、１５公園、

１８遊具です。具体的には、新木薬師台公園で４連ブランコのうち２席、下ケ戸向口公園で２連ブ

ランコ、湖北台６号公園でブランコ、つくし野ウメノキ公園でスプリング遊具、我孫子サクラ公園

でスプリング遊具２基、利根川ゆうゆう公園でアスレチック遊具の平均台と馬跳びの２遊具、並木

５号公園で鉄棒、柴崎台中央公園でスプリング遊具、滝前谷公園で鉄棒、青山西台公園でブランコ、

柴崎台南公園で複合遊具、下ケ戸宮前公園でスプリング遊具２基、五本松公園でスプリング遊具、

布佐２号公園で滑り台、布佐葭立１号公園でスプリング遊具です。 

 このうち、新木薬師台公園、下ケ戸向口公園、湖北台６号公園のブランコについては、本年度中

に修繕を完了する予定です。その他の遊具については、令和６年度に更新する予定です。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 これ、地域の住民の方から苦情が来て、もうずっと１年間ぐらいテープとかひもで、

黄色と黒のロープで使用不可ってなっているんだけど、一体何やってんのかみたいなことをしたと

きに、そのときは副市長にもお会いさせていただいて、予備費がもうないというふうに原課から聞

いたんだけど、何とかほかで流用できないかということだったんだけど、令和５年度でできなかっ

たということはちょっと流用が不可能であって、一部やっていただいたのもあるんだけど、令和６

年度で予算措置をしていただいて、今度、全てが直るというふうに私も報告を受けていますが、や

っぱり見にくいと思うんですよ。何だかよく分かんない。だって、安全性っていったって、別にく

ぎが抜けてブランコがだらっとしているわけじゃないから分からないわけですね、なんでこれが使

用不可なのだろうかと。 

 だからでき得るならば、やっぱりその子育て世代を誘引するという意味では、そういうのを２年

も放置しておくというのはやっぱり私賢明じゃないと思うんですよ。なるべく、それは数か月の中

に、無理でもその年度内にね。例えば、令和５年度に発見されたら、できれば前半だったら令和５

年度の後ろまでには修理ができるように。それは数十万円のものもあるし数百万のものもあるんだ

けど、できるものからやっていくことが子育て世代への魅力ある市の姿勢だと思いますので、ここ

のところはしっかりと。今回はちょっといいかげんだったなと一部思いますので、そこへお互い流

用できるところは流用していただいてしっかりとやっていただきたいということと。 

 あとよく聞くのは、使っている遊具と使っていない遊具結構あるよねっていう話で、これから更

新大変じゃないですか、とはいえお金がね。だから、やっぱり前もって１年ぐらいかけて調査をし
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ていただいて、ヒアリングというかな、していただいて、使わないところはやっぱりもう更新をし

ないと。使うやつはちゃんと。滑り台でも、楽しそうなこんなカーブになっているのはいっぱい使

っているんだけど、ビュッて我々子どもの頃からある、何か３メートルぐらいでただ降りるってい

うのは、まずほぼほぼうちの近所でも使っていないですし。 

 あと、この頃コロナ禍明けでよく使っていないなと思われるのは砂場。やっぱりちょっと衛生上

よくないので触らせたくないということで、たまにワンちゃんとか猫ちゃんがふんをしていくのは

よく見かけるんだけど。それ以外はやっぱりあんまり、大きな公園の大きな砂場は結構使ってます、

こんなお城を作ったり。だけど、例えば私の家の前にある６号公園だとか９号公園だとかの小さい

ところは、あんまり砂場もほぼほぼ使われていないから、それで砂の入替えもほとんどやっていな

いんですよ。硬くなっちゃって。 

 だから、そういうのはやっぱりちょっと見直す、そういうのも必要かなって思うので、そこは点

検を原課の人がしていただいた上で、やっぱり地域のニーズも把握していただいて、要らないもの

はやめていくと。要るものは壊れたらすぐ直す、なるべく更新をする。めり張りの利いた管理が必

要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

○説明員（中場聡君） まず使用停止にしたときにテープで巻いて使用禁止にしたというのがしば

らく放置されていたというのは、非常に遺憾であったと思います。議員からの御指摘もあり、それ

についてはもう今年度中に全て撤去、危険な場所もありますので、そこは全て撤去させていただき

ました。ただし、何か所か滑り台の、予算上撤去が利かなかったものについては、仮囲いをかけて

なるべく入れないような措置を組んでおります。 

 それから遊具の更新なんですが、確かに先ほど来年度予定していますと言ったんですが、本当に

必要なものかどうかというのもそろそろ見直していかなければ、壊れたら更新というだけでは、な

かなかもうこれから使用禁止になる予備軍がもう２００ぐらい既にあると思われます。点検の結果

そういうふうな判定も出ていますので、今後ずっとこれを更新し続けると予算的にも大変なものに

なると思いますし、公園も開発などで小さい公園を造った後、そこに住民が先に張りついて、時間

がたてばそこの年代層が上がって、遊具が必要なのかどうかというのも、なかなかそこの調査をす

るのは難しいところではありますが、そういったものも含めて今後検討していかなければいけない

と考えておりますので、公園自体もそうなんですけど、公園の遊具、ほぼほぼ古い遊具が主なので、

それの更新についても今後検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 それでチェックしていただいて令和６年度予算づけをしていただけるということはあ



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

100 

りがたいことなんですが、やっぱり問題は何にも記載されていない中で、ただ黄色黒のロープが巻

かれて、テープを巻かれて、住民分かんないじゃないですか。 

 だから、令和６年度つったって、４月に完成するものもあれば、１１月、１２月になっちゃうも

のもあるので、お金がかからずすぐ安全対策で住民に周知できるという意味では、何かプラスチッ

クのボードの中に記載をしていただいて、これはこういう使えない状況ですと、令和６年度に向け

て修理予定ですみたいに書いていかないと、あれは分かんないよ。勝手にほどいて使っちゃう子ど

もたちもいるぐらいだから、それはお金がかからずすぐできることなので、すぐやっていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。中場聡都市部長。 

○説明員（中場聡君） 先ほど全て今撤去してあるという段階ですので、テープ自体はほぼないん

ですが、２か所仮囲いしてあるんで、そこについては表示をしていきたいと。 

 さらに今後またテープで一旦留めなければいけないときもありますので、そういったときに、こ

の遊具はこういう理由で使用ができませんと。更新の時期や要望などについて、そういう記載の方

法で地域の要望、子どもたちの要望と言ったほうがよろしいんですかね。そういったものを集めて

いきたいと考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 よろしくお願いをいたします。 

 それでは、大綱３点目、教育現場についてであります。 

 先ほど木村議員からも、いわゆる不登校が増えて長欠指導ということでありますけれども、質問

をさせていただきます。 

 １点目、長欠生徒児童対策についてであります。 

 令和元年度から小中学校の長期欠席児童・生徒数は、元年度２５５人、２年度２５３人、３年度

３２０人、４年度３８３人と推移しています。令和５年度の実態と今後の見込みについて御報告を

ください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 長期欠席児童・生徒数は、令和５年度１月末時点で３８２人です。令和４

年度が３８３人ですので、令和５年度も同水準になるだろうと推測しております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 先ほども国の不登校の数というのも報告があったというふうに思いますけれども、我
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孫子もやっぱり加速度的に増えていると思うんですね。この要因についてはどのように捉えていま

すでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 先ほども申し上げましたけれども、本当に不登校対策というのは喫緊の課

題だというふうには捉えております。 

 どうしてこういうふうに加速度的に増えてきたのか私も考えてみると、２０１４年度あたりから

右肩上がりで上昇してきたなと。その後２０１６年に教育機会確保法が制定されたというところで、

今、すごく社会的に不登校というのが認知されてきたこと、それから発達に支援を要する児童・生

徒に関しても、日本はどちらかというとこの発達障害関係の研究というのは、２０００年度以降か

ら本格的に始まったかなと思っていますので、この辺に関してもかなり認知されてきて、教員も含

めて研修ができてきたかなと。そういったところで多くの子が見つかってきているというのは確か

です。やはり一番大きいのは、コロナもありましたけれども、教育機会確保法で学ぶ場は学校だけ

じゃないんだというところで、広く周知、認知されてきたことで増えているのかなというのは確か

にあるかなと。 

 そんな中で、ちょっと私が一番最近思うし、今までも言ってきたことなんですけれども、あって

はならない不登校というところをよく校長会、教頭会でも言います。そのあってはならない不登校

というのがいじめによる不登校、２つ目がやはり教職員の言動による不登校、３つ目が授業が分か

らない、授業についていけない、それによる不登校、この３つはとにかく学校現場としてもなくし

ていこうということを徹底して、今後も不登校対策に当たっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 了解しました。 

 これは改善されるように。さっきのちょっと僕、ぱっと国の何か平均を、木村議員のを聞くと、

やっぱりちょっと我孫子は多いのかなって気がするので、これはやっぱり平均を少なくとも下回る、

あるいは逓減傾向が見受けられる、こういう状態になるようにね、人数ではなく。 

 私も、何が何でも学校に通わなきゃいけないとは思いません。それは、命を絶ったりね、あるい

は何かカッターで手首を切ったりみたいなことをするぐらいだったら、僕は学校に行かなくていい

と思う。だけど、そのはざまにいる生徒たち。行けるんだけれどもどうしようかなとか、行かなく

なったんだけど行けそうなんだけどあと一歩と。こういうところをやっぱりどう対応していくかっ

ていうところは、ここはやっぱり行くようにやりたい。だからそこのところを努力していただきた

いと思います。 
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 具体的に、イとして、今まで行ってきた教育相談について。 

 令和４年度の予算委員会でも指摘をしましたが、特に中学生の令和２年度以降が加速度的に増え

てしまっています。令和２年度１７６人、令和３年度２２５人、令和４年度２５８人。対策として、

教育相談を重視し、生徒たちに細かく巡回相談を行ってきたとなっています。特別支援教育の理念

を全職員に周知していますと。そして心の相談員を全校一律３日に増やしました。また、学級支援

員の増員などの対策を行ってきたというふうにお答えをいただいていますが、その効果についてお

聞かせをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） 教育相談を重視し、教職員に細かく巡回相談を行ってまいりました。その

結果、不登校という状態が問題行動ではなく、一人一人の状態に応じた対応が必要であるという認

識が学校に広がり、教育支援センターや校内教育支援センターへつながりやすくなり、利用児童・

生徒数が増加しました。教育支援センターの登録者数は、昨年度の同時期より１１人増加し、校内

教育支援センターにおける一月当たりの登室人数の合計は、４月末は７９人でしたが、１月末には

１０９人と増加しております。 

 次に、心の教室相談員を全校一律３日に増やしたことにより相談合計件数が増加し、学校生活を

送る上での様々な悩みや心配事の受皿となり、早期対応につなげられました。特別支援学級在籍の

児童・生徒の不登校が増加している現状等があることから、学級支援員を増員したことにより、発

達に支援が必要な児童・生徒が学校で適切なサポートを受けられたことで、より充実した学校生活

を送ることができ、不登校への予防的支援ができたと考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 これだけ増えているので、これも努力はやってきていただいたというのは評価をさせ

ていただきますが、これでいいということはないので、それをまたさらに１日増やす、もうちょっ

と増やす、もうちょっときめ細かにというのをずっとやっていっていただければというふうに思い

ます。 

 それでは、次のウ、教育支援センターについてであります。 

 校内の教育支援センターを中学校６校、小学校３校、全９校に配置したとのことですが、校内教

育支援センターと普通学級に通っている子どもたちとの交流など、現状と設置後の効果についてお

聞かせをください。 

 また、エについて、心理相談員の確保であります。 

 心理相談員について、令和５年度は正職の募集もしたが、受験者はいたが合格に至らなかったと
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聞いています。あるいは採用されたが続かなかったというような状況のようであります。何が課題

であると捉えているのか。また、市役所内の他の組織とやりくりをして対応したとのことですが、

その実態と現場教育に過剰な負担はかかっていなかったのか、令和５年度の状況と対策についてお

聞かせをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

〔説明員丸智彦君登壇〕 

○説明員（丸智彦君） ウについてお答えします。 

 不登校の児童・生徒は、一人一人その状態が全く異なります。他者と会うことに、まだ強い不安

を覚える状態の児童・生徒もいれば、小人数であれば安心して関われる状態の児童・生徒もいます。

そのため一人一人の状態に合わせ、通常の学級との交流を行うことが安心と学びにつながる場合に

は、行事などの活動を通常の学級の児童・生徒とともに参加することがあります。 

 そして不登校の保護者からは、校内教育支援センターが設置されたことで、寄り添ってもらえ、

安心して学校に行けるようになった、校内教育支援センターが設置されていない学校には増やして

もらえないかといったお声をいただいております。 

 次に、エの現場での対応についてお答えいたします。 

 教育相談センターの心理相談員の業務は、発達・教育相談事業やアドバイザー事業での学齢期の

児童・生徒やその保護者、教職員への相談、助言による継続的な支援のほか、年２回の学校巡回事

業、小学校就学を控えた年長児及び中学校就学を控えた児童の心理検査や就学相談、５歳児健診で

の心理相談業務等多岐にわたります。 

 本来は会計年度任用職員を含む６名の心理相談員で業務に当たりますが、現在３名のため、健診

業務をこども発達センターの心理相談員と分担し、公認心理士資格を持つ教育相談センター所長が

自傷行為があるなど重大案件の児童・生徒の観察や面接などを行い、就学相談業務の一部を担うこ

とで対応しております。学校にも、校内委員会等で十分検討した上で、アドバイザー派遣依頼をし

てもらうなど、協力をお願いしています。 

 今後も、市の相談支援を必要とする子どもたちの状況を的確に把握し、重点的な課題となる事業

を中心に心理相談員を活用していきたいと考えております。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

〔説明員山元真二郎君登壇〕 

○説明員（山元真二郎君） エのうち、職員採用についてお答えします。 

 令和５年度の専門職の募集については、退職補充や業務量の増加に伴って複数の所属から心理職

の要望があったため、職員募集を実施しました。 

 心理職については、子どもの虐待等に関する相談の増加に伴って、全国的に人手不足となってお
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り、より多くの受験者を確保できるよう受験資格を見直し、９月に採用試験を実施しましたが、受

験者数は２名となり、結果的に人材確保に至らなかったことから、１月に再度募集し、現在１名の

内定を出しています。 

 また、採用職種については、ホームページにおいて先輩職員の声として業務内容や職場の雰囲気

などを掲載したり、現場の声を反映するため、面接官として専門職を充てたりするなどの対応を行

っていますが、退職する理由の一つとして、イメージしていた業務と実際の業務とのずれによるミ

スマッチもあることから、現在、土木や建築などの技術職を対象とした業務説明会に、今後、心理

職も含め実施できるよう調整していきたいと考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると、確認なんですが、心理相談員の配置状況のうちこども発達センターで、

令和５年は１名常勤職員が欠員であったと。なんだけれども、今だと内定というのはその話かな、

内定が出ていたので令和６年から充足ができるということですか。それともこれからなんでしょう

か。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

○説明員（山元真二郎君） １名内定というのは、令和６年４月１日の採用のことですので、現在、

それ以外の部署でも心理職の要望ありますので、全体の中でどこに配置するかは今検討している最

中となっております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そうすると、こども発達センターの部分かどうか別にして、先ほど言った常勤の１名

欠員というのは、令和６年４月１日から内定が出ていて充足できると、そういうことでよろしいで

すか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

○説明員（山元真二郎君） 議員おっしゃるとおりです。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 常勤職員は取りあえずはよかったということなんですが、この会計年度任用職員につ

いてなんですけど、この心理相談員とかに限らず、去年会計年度任用職員の一覧を出していただい

たんじゃないですか。そうするとやっぱり時給単価が東葛６市町村の中ではちょっと低いですよね。 

 だから、ぱーっと一覧を見ていて僕思ったんだけど、どっちかといえば市原市とか長生郡とか向

こうのほうだと、茂原市とかと闘えるんだけど。時給ということですよ。やりがいもあるから決し
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てそれだけではないんですが。時給はそういうところで若干負けているなって気がするんですが、

それはやっぱりちょっと上げていかないと、ここで春闘も終わるとお金がどんどん上がっていくじ

ゃないですか。もう、今やコンビニの店員でも１，２００円で集まらないって言っているから。そ

うすると、これから１，３００円、１，４００円になるわけで。そうするとあの一覧を見ると、こ

れだけ重要な職域を担っていただいているのに、やっぱりちょっと安いなって思うんですよね。 

 だからやっぱりそこのところは、もちろん常勤職員の方の給料も大事だけど、特に会計年度任用

職員はやっぱり安めだと思うので、そこのところについては現場も、それから企画総務部長もいか

にお考えでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎企画総務部長。 

○説明員（山元真二郎君） 会計年度任用職員の報酬については、昨年提出させていただいて、令

和５年度最低賃金の見直しもありましたので、そのときに一部の職種については、近隣の状況とか

も勘案して一部引上げを行った職種もございます。 

 ただ、この心理相談員については改定には至っておりませんので、今後、近隣の状況だとか、当

然おっしゃるように千葉県でも南のほうとか茨城県に行くと、そこよりは当然高いんですけど、東

葛の中ではちょっと低い部類に入るのかなという認識ではいます。 

 今後、近隣の状況だとか、あとは我孫子の職種の中のバランスというのも考慮しないといけませ

んので、その辺を含めて検討はする必要があるのかなというふうには考えています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 私も質問するときに、担当課の会計年度とか常用とかよく比較しますけど、ああいう

ふうに一覧で見るとね、やっぱりちょっと負けているなという気がするんですよね、全体を見ると

ね。だからこれはしっかりと令和６年度、実現するように、今部長も言っていただいたけれども、

しっかりと。これも財源があるから何とも言えないんだけど、でも、上げられるところは少しずつ、

やっぱり特殊な技術や技能といったものがあるところはやっぱり少しずつ上げていかないと、競争

に負けてしまうと、我孫子がそこで劣化するということになりますから、留意していただいて、上

げられるときに上げられる額を上げられるところから実現をしていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして２点目、久寺家中学校外壁モルタルの落下についてです。 

 ア、事故の詳細とその対処について。 

 令和６年１月２９日１３時２０分頃に、久寺家中学校校舎屋上部外壁のモルタルが剥落し、３階

屋根部分に散乱し、この破片により職員の車に被害が出たとのことです。幸い生徒や職員にけがな

どの被害はありませんでしたが、もし同時刻に付近に人がいたら大惨事となったでしょう。原因の

究明と対策が急務であります。教育委員会では、翌１月３０日に全保護者に緊急通知を行い、市役
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所全庁においても緊急の会議が行われたと聞いております。 

 久寺家中学校校舎は昭和５０年に建設され、既に４８年が経過をしています。平成１０年に校舎

北側の一部塗装、西側非常階段の補修、平成２２年に耐震補強工事を行い補強部のみ外壁補修が行

われています。しかし事故、そしてその現地確認において、外壁の浮き部分が多数確認されている

ということであります。危険性が高い屋上に残っているモルタルの撤去、モルタルが浮いている箇

所を本格的に調査、危険箇所についてネットをかぶせるなどの応急処置を行われたと報告がされて

いますけれども、まず緊急に行った対策について報告をお願いいたします。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

〔説明員山田和夫君登壇〕 

○説明員（山田和夫君） 久寺家中学校校舎外壁のモルタルが一部剥落し、関係者の皆様には多大

な御心配をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。 

 緊急の対策としましては、事故後すぐに危険箇所への生徒、教職員等が立ち入らないようカラー

コーンを設置しました。また、保護者の皆様には１月３０日及び２月２日に通知を出しました。１

月３０日の通知では今回の事故の報告について、２月２日の通知では今後の対策の概要についてお

知らせしました。今後の修繕の日程等につきましても、再度保護者の皆様にお知らせをしたいと考

えております。さらに、２月５日からモルタルが一部剥落した部分の周辺に足場の設置を行いまし

た。 

 今後の予定としましては、詳細な打診調査を行い、残っているモルタル部分や危険性が高い箇所

を撤去し、屋上から飛散防止ネットをかぶせていきます。さらに、校舎南側及び東側につきまして

は、生徒の登下校の動線となる通路や校庭に面することから、校舎南側の屋上及び各階のベランダ

の全ての笠木等に落下防止ネットをかぶせます。生徒、職員等の昇降口につきましては、高所作業

車を用いて詳細な打診調査を行い、危険性が高い箇所は撤去し、笠木に落下防止ネットをかぶせま

す。また、校舎東側については、全体に屋上から地上まで飛散防止ネットをかぶせます。校舎北側

につきましては、生徒の立入りを禁止する措置を取りました。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 まず今の報告だと、落下した部分のところの付近を打診調査をして、そして危険な箇

所にネットを張って、南側屋上部分の落下のネットも張って、これからまた打診調査を行うという

ことでありましたけれども、これ、最初の剥落した部分の付近の打診調査っていうのは誰がやって、

どこからこれ業者が入る予定なんでしょうか。それで、どこの業者なのでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） 剥落した部分の詳細な打診調査につきましては、ここの校舎を建設した
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ときに行った業者がすぐに対応していただけたということもありまして、立沢建設という業者にお

願いしてあります。 

 それで、先ほど質問の中にあった、ネットをかぶせたという部分なんですけれども、ネットにつ

いては、これからかぶせるような形です。それで、足場を組んだ上で、その足場に対するネットは

組んでありますけれども、落下防止用のネットに関しましては、これから設置する予定になってお

ります。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 じゃ、それを一刻も早くやっていただくということで、そこはどこに依頼するのかと

いうことをまず。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） 緊急対応してもらったところと同じ、立沢建設に今も現場に入ってもら

っています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 この落下の部分の写真を見せていただいて、私もこれ建築関係者の方に聞いてみまし

たけれども、まずそのくっついているモルタル部分が駄目になって、今回そうか分かんない、落下

する部分と、それから内側の鉄筋コンクリートの部分、これが例えば亀裂が入って面積が変わるだ

とか、あるいは空気なんかが長年の間入って容積率が上がっていくと、それによっても当然モルタ

ルは剥離すると。両方考えられるから、コンコンコンって打診だけじゃちょっと分かんないんじゃ

ないのと。 

 打診というのは、よく工事が完了するとか、あるいは工事に入る前に音を聞くと、そのコンクリ

の空洞部分の状況だとか、あるいはタイルだとか、ここでモルタルの部分のくっつき具合が分かる

っていってたたくらしいんだけど、この落下した原因が本当にそうなのかということを、例えばコ

ンクリのところに穴を空けて中の容積率を調べてみるとか、そういう専門的な調査が、５０年とい

う経過を鑑みると、我孫子市たくさんこういう校舎あるんでしょうと。調査だけだったらそんなに

大層なお金はかからないので、まずどこか調査をしてみないと分かんないんじゃないのって言われ

たんだけど、それはどのように捉えていますでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） 調査の関係なんですけれども、実際打診で調査した部分もございますし、

打診でちょっとおかしいなという部分に関しては、今度打診用の棒じゃなく、ハンマーでたたいた

りしながらやっているという形で、それでちょっとでも駄目だったら落とすという措置を取ってい
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ます。 

 それとあと、今回の久寺家中は剥落しましたけれども、ほかの落ちていない部分の校舎、それで

建築後もう何十年もたっている中で手が入っていない校舎については、当然うちの職員とかが見て

回ってやっています。それが本当に正しい調査かどうかという部分も含めて、まず現状の把握を努

めた上で、次は資産管理課の技師とかも含めた上で、どう直していこうかという部分を煮詰めてい

こうかなと思っています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 ちょっと質問の趣旨が伝わっていないようなんですけど、そういう打診では無理なん

じゃないですかと、専門家の方がね。要はコンクリの強度というか、内部状況をどっか１か所でも

専門機関に頼んでみないと。だって、打診だったら、そのモルタル部分とか、コンクリが剥落した

ところの音がちょっと怪しいなというのは分かるかもしんないけど、コンクリート内部の様子は分

かんないじゃないですか。それを普通は調べますよと。 

 例えばなんだけど、東京辺りで人通りが多いときのビルのタイル外壁が落ちた場合には、それは

もちろん中が鉄筋コンクリだったらコンクリート調査するしというふうにお聞きしたんだけど、そ

れをだって市役所は別に建築の、それは準プロはいたとしてもね、そういう調査はできないじゃな

いですか。私はそういう調査をするべきじゃないですかという問いであります。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） 実際、久寺家中に関しては今足場も組んでありますんで、それがもとも

との躯体を原因とする剥落なのか、貼ってあるモルタルが単に浮いて落ちたのかという部分につい

ては、足場があるうちに調査するよう検討してまいります。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 検討っていうのは甘いと思うんで、もう落下したわけでしょう。少なくともそこにつ

いては、さっき言ったコンクリの容積だとか、あるいは内部の状況ですよね。それだって、耐震強

度のときもそうだけど、そんな大層な検査じゃないですよね。何かぶいって注射器みたいなでかい

のを打って、ぴゅーなんて引いて。あとは何か音もありますよ、それは。だけど、それを専門家に

やっぱりちゃんと。 

 今の感覚だとさ、足場は作ったけど、どう検査するか、よう分からんっちゅう話じゃないですか。

そうじゃなくて、それは専門家のやっぱり大手の。そりゃ建てていただいたところはありがたいん

だけど、それは専門調査会社ではないので、そんなにかからないと思うんですよ、そんな何百万円

とか何千万円は。何十万円という範囲だと思いますので。それは、生徒の命に代えてみればね、全
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然安いと思うんですよね。それをやっぱりやる。 

 そうすると、そこで全く問題が出なければ、何となしちょっと安心が一歩進んだけど、そこでも

し内部構造のコンクリ部分に瑕疵があるとすると、同じ年代の校舎いっぱいありますよね。やっぱ

そこの不安を解消していかないといけないと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） そういった建物の関係になると、建築技師でも構造をかなり勉強した方

が詳しい形になりますので、そういう技師がいる会社に頼むような形で進めていきたいと思います。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 古谷さん、お得意なら御答弁をいただいて、会社、会社とか言っていると、何かそう

いうちょっと醜さが見えますので。多分職員を想定したんでしょう、今、教育総務部長はね。だか

ら、そうじゃなくて専門家に頼んでくださいと。やっぱり命だから。市長、副市長、そこだけでも

さ、落下したところは命だから、ちょっと専門会社に頼んでみてくださいよ。そして、そこが安全

ということであれば次へ進めるじゃないですか。ぽんぽんぽんなんてたたいて、大丈夫ですよじゃ

全然分かんないと思いますよ。どうでしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。青木章副市長。 

○説明員（青木章君） 今回、モルタルが落下したということなんですけれども、それがモルタル

の老朽化といいますか、剥離というだけの問題なのか、躯体そのものの中に課題があるのか、その

辺は正直言って、私どもの我孫子市の技術屋のレベルでも多分判断はつかないと思いますので、命

に関わることですから急ぐことは当然のことなんですが、少しその手法も含めて、私も正直言って

ここにいるのにちょっと専門家いないもんですから、私も含めて専門家ではありませんので、少し

そこを検討する時間だけください。お願いいたします。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 本当に大事なんですけど、まず落下しているわけだから、そこの部分はもう早急にや

ってもらって、その後は、そこで例えば落下したところで躯体は問題ないってなれば、ほかのとこ

ろはもちろん打診でもいいし、それから技師がいるわけだから、市長。そこだけはやっぱりちゃん

とやりましょうよ、それは。だって後からもう一回落ちてさ、生徒が亡くなりましたなんていった

ら、これはもう瑕疵そのものになっちゃうから重大過失ですよ。だから、そこだけはやっぱり専門

家に僕は頼むべきだと思います。 

 だから時間は、でも時間はあんまりここは要したくないよね、この久寺家中に関してはね。早急

に対応していただきたいと思いますが、いかがですか。 
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○議長（早川真君） 答弁を求めます。青木章副市長。 

○説明員（青木章君） ちょっと繰り返しの答弁になりますが、少し専門家のきちんとした意見を

早急にいただいて、どういう対策がこの場合のベターなやり方であるかも含めて、ちょっとその時

間だけはください。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 専門家に相談していただいて。 

 僕ちょっと不安だったのはやっぱり全体議員への説明会のときに、橋船議員がちょっと質問され

たじゃないですか、建築で。そうしたら、とにかく打診をしてみるんだということなんだけど、本

当に打診で大丈夫なのかなって僕もそのときも思ったんですよ。 

 専門家に聞いたらいや違うと思うよって、両方の件あるからねって言ったけど。もう一回ちょっ

と専門家に聞いてもらって、少なくとも建てたところも大事だけど、それ以外の第三者的な視点で

ちゃんとしたところが検査をすると。それで、安全ならばもう、それはあとはモルタルの部分が落

下しないように注意すればいいんだし、その５０年代の建物に瑕疵が本当に見つかったとすれば、

それ全体的な対策を考えていかなきゃいけないので、そこは早急にやっていただければと思います。 

 では、次に移ります。 

 イ、市内の学校校舎等安全性調査です。 

 久寺家中学校では、外壁や屋上防水の設計を実施していくということでありますが、同時に全て

の校舎の安全性調査を速やかに行い対策を講じていくべきと考えますが、今後の対応についてお答

えをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

〔説明員山田和夫君登壇〕 

○説明員（山田和夫君） 小中学校の施設は、建築基準法第１２条第１項の規定により、３年ごと

の建物全体の調査を実施しています。調査は、今年度に実施され、現在委託業者にて集計作業を行

っており、３月中に報告されます。また、外壁改修を行っていない１０校の校舎につきましては、

現在教育委員会で目視での確認や打診調査を行い現状把握に努めているところです。 

 今後、その結果を踏まえて、どのように対応していくか、施設管理課と共に協議を行い、検討し

ていきたいと考えています。 

 なお、危険と判断された箇所については、直ちに修繕等を行っていきたいと考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 今のもちょっと不安なんだけど、教育委員会で打診調査を誰がやるんですか。 
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○議長（早川真君） 答弁を求めます。山田和夫教育総務部長。 

○説明員（山田和夫君） 現在、目視と打診の調査をやっているのは、総務課の施設担当の職員２

名でやっております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 それが不安だと思うんですよね。その方プロじゃないから。 

 だからやっぱり調査はかけたほうがいいって、それは。教育長そう思いませんか。子どもの命で

すよ。これね、私が校長でも、この校長先生の車に当たって破損した。自分が校長だったらね、あ

あ、よかったと。自分の車の破損でよかった、不幸中の幸いだと思う。子どもの頭に当たっていた

らどうしようと思いますよ。 

 教育委員会が打診をするとかよく分からないよね。保護者に対する相談じゃないんだから。それ

はプロがやってくださいよ。多分、そんなに多大な費用、費用はかかりますよ。だけど落っこっち

ゃったんだから、現に。それは全体調査ということは、多分、あの全体会でも船橋議員が言おうと

したことはそういうことだと思いますよ。安全性が確認できるかっていうことだから。私とか丸教

育長がたたいて大丈夫かどうかっていうことじゃないから。そこのところをちょっと確認します。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。丸智彦教育長。 

○説明員（丸智彦君） 学校施設、これは安心・安全で当たり前というところですので、その辺も

含めて、今はとにかく目視でも、浮きが出ているところとかあるのは確かなんです。ですから、も

う出ているところは細かくチェックしてもらっているんですけれども、やはり専門の方に見てもら

ってというのが一番安心ではあると思いますので、その辺も十分検討していきたいと思います。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 財政との兼ね合いもあるけど、ちゃんと調査はやりましょうよ。その後のお金のかか

ることは、まさに市長とか副市長が政治判断で考えることです、それは。だって無尽蔵にお金が出

てくるわけじゃない。でも、子どもたちの命はまず大事だから、調査しましょうよ。 

 これ多分、私は駅頭や街頭で訴えても、誰も反対しないと思いますよ。調査をするということに

対して、やらないって。そりゃ飯塚さんとか、丸教育長が打診するよりも、それは専門家に頼んで

ほしいわって、みんなが賛同してくれると思う。それはやりましょうよ。 

 だって、それはちょっと私よりも技術がある、それは有資格者でも専門家じゃないから。本物の

ですよ。それは、そういう構造自体を、躯体を検査する専門会社じゃないから。やっぱり落っこっ

ちゃったという現実を、モルタルが剥落したという事実をやっぱりもうちょっと重く受け止めなき

ゃ駄目だと思う。 
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 やっぱり保護者ってね、ちょっとびびってる。実は、さっき見ていたんで、議会棟のここにも穴

が空いているんですよ、そこに。見えますか、そちら側から。何かその節目の楕円のところが、何

か穴がこんな空いているんですよ。我々は、落っこってもこっち側だからね、頑張りますよ。だけ

ど子どもたちは頑張れない。ぜひ、それはなるべく時間をかけずに、しかし皆さん方が納得できる、

そういう専門家に御相談をされて、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 もう一回ちょっと御答弁を。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。青木章副市長。 

○説明員（青木章君） 繰り返しになりますけれども、質問も繰り返しですので、繰り返しでお答

えさせていただきますけれども、命の大切さは私どもも十分認識しておりますので、時間をかけな

いで、どういう方法がいいかも含めて専門家の意見を聞きたいと思います。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 ぜひ、青木副市長、今の言葉にうそなく、次に引き継いでいただいて、しっかりとや

っていただければと思います。短くね。 

 それでは次に行きます。 

 大綱４点目、駅エスカレーター、エレベーター及び自由通路についてであります。 

 （１）市とＪＲとの使用貸借契約と管理契約についてお尋ねをします。 

 我孫子駅エスカレーター及び成田線自由通路のＪＲとの使用貸借及び管理契約について、前回質

問後の契約進捗状況と、今までの相手方との打合せ状況及びその内容についてお答えをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

〔説明員篠崎啓一君登壇〕 

○説明員（篠崎啓一君） 最初に、ＪＲ我孫子駅エスカレーターに関する協議の進捗状況をお答え

します。 

 令和６年２月２日からＪＲ首都圏本部と、土地使用貸借契約及び管理運営に関する協定の必要性

について協議を行い、市の考え方に理解を得られたところです。今後は、ＪＲ首都圏本部と現地の

確認を行い、早期締結に向け協議を進めていきます。 

 次に、ＪＲ千葉支社との協議の進捗状況についてお答えします。 

 ＪＲ成田線の自由通路については、湖北駅の自由通路の管理区分境界の明示の必要性と管理運営

に関する協定の締結について説明を行いました。現在、支社内で検討中とのことであり、今後はＪ

Ｒ千葉支社と土地使用貸借契約の締結及び各駅の管理運営に関する協定の見直し並びに地域契約に

ついて協議を進めていきます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 
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〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 これも部長ね、時間をかけずに早急に。なんでかというと、おかしな状態が続いてい

るから。市民にとって、その市民の財産を侵害されかねない、いいかげんな状況が続いているから

ですよ。 

 再度申し上げますけど、もちろんＪＲに我々も増便をお願いしたり、成田線の利便性向上は大事

です。だけど間違っちゃいけないのは、我孫子市はＪＲの子会社ではありません。市民に目を向け

てください。株式会社ＪＲに目を向けるのは株主で結構です。会社の利益を最大限の宿命として取

り組んでいくのは株主で結構であります。こんな、今、子会社みたいな状況になっている。なんで

かっていうと、不平等条約みたいなのいっぱい結ばされているじゃないですか。 

 私ね、あれから法律家５人に聞きましたけど、絶対におかしいと言っている。何がおかしいかと

いうと、我孫子駅のエスカレーターを造るのにですよ、我孫子市が金出してんのに、土地に関する

無償使用貸借契約を結ばされているわけでしょう。そうですよね。それで、ＪＲ、今度は成田線に

行って、自由通路は我孫子市が造っているわけじゃないですか。なのにもかかわらず、使用貸借契

約も管理契約も結ばず今までやってきましたって、こういうことですよね、部長ね。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 湖北駅の自由通路につきましては、今おっしゃられたとおり管理契約の

ほうは締結していないような状況でございます。それとＪＲ成田線の布佐駅、湖北駅、新木駅につ

いて土地使用貸借契約、これも結んでいないような状況でございますので、これについて今、千葉

支社と協議のほうに入らせていただいているような状況でございます。 

 ＪＲ我孫子駅のエスカレーターについても、土地使用貸借契約、無償契約なんですけれども、そ

のほかに工事の際に、地べたのほうなんですけれども、インターロッキングブロックをしている部

分で、ちょっと管理区分が明確でないというのがありますので、こちらは逆に管理運営に関する協

定のほうも結んでいこうということで、今、話の入り口に入ったところでございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 何度も申し上げているとおり、今、話の入り口がおかしいんですよ。めちゃくちゃな

んです。造るときにやらなくちゃ。 

 しからば、我孫子のエレベーターのときは、わざわざ土地の無償使用貸借契約を結んでおいて、

なぜ成田線の自由通路を造るときに、当たり前なのに無償使用貸借契約を結ばない。管理契約をな

ぜ結ばなかったんですか。それをなぜやらなかったんですか。我孫子駅だけ特別にやって、ほかの

成田線はどうでもいいからやらなかったんですか。明確にお答えください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 
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○説明員（篠崎啓一君） なぜかというのはなかなか難しいところがございますが、確かにＪＲ常

磐線の我孫子駅は土地使用貸借契約、要はＪＲの土地を無償でお借りしてエスカレーター・エレベ

ーターを造らせていただいた。ただ、管理契約のほうは結んでいない。 

 反対に、ＪＲ成田線のほうは、湖北駅は確かに結んでいないところがあったんですけれども、ほ

かの２駅について管理運営に関する協定は結びましたけれども、確かにおっしゃるとおり、土地使

用貸借契約のほうは結ばなかった。なぜかと申されますと、これは臆測なんですけれども、当時、

自由通路を造るという話が、周りからといいますか、そういう自由通路を造ってお互いの駅で、線

路で分断された部分をお互い自由通路でいこうと。駅も使い勝手がいいようにしようということで、

自由通路の建設を先行してしまった。その際に、肝腎の土地使用貸借契約のほうが結ばれなかった

のかなというふうに思います。 

 ただ、これはなんでかというのは、明確に私もお答えすることができないで大変申し訳ございま

せんが、お答えすることは今できない状況でございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 本当に市民に対して申し訳ない。恥ずかしい。 

 例えばですよ、我々が定期借地権を使って、土地の上にマンションとか構造物を建てましょうっ

ていうときに、あなた方のやっていることは、土地の使用貸借契約は結ばなくていいけど、建物建

った後の管理契約だけ結ぼうって、そういうとんちんかんなことを言っているんですよ。とんちん

かんだと思いませんか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 土地の使用貸借、確かに結ぶ必要があったというふうに思っていますが、

なぜそのとき結ばなかったのか、数十年前の話ですので、今、そういう当時の状況を調べてみまし

ても、ちょっといきさつが分からない。ただ管理運営の協定は結んであったり、湖北駅は結んでい

ませんでしたけれども、なぜかというのは、ちょっと今、繰り返しになってしまいますが、分から

ない状況でございます。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 もうそれはいいですよ。質問に答えてくださいよ。 

 自分が、部長が例えばマンションを建てるときに、土地の使用貸借契約を結ばずに、建物ができ

てから管理契約を結ぶというのはおかしいと思いませんかという質問です。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 確かに、まず最初に土地の賃貸なり無償貸借なり、そういった契約を結
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んでから建築物を造って、その後に管理区分があるんだったら管理運営の契約を進すべきだと、私

も思っております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 そんなの当たり前ですよね。 

 例えば不動産のデベロッパーだって、民間企業でそんなあほな会社はいないですよね。管理契約

は結んだけど、土地使用貸借契約は結びません。だからね、別に部長が結んだわけじゃないですよ。

だけど、今の状況を改善するというのはあなたの責任ですよ。それを時間をかけていたら駄目。だ

って間違っている状況が続いているんだから。今も行政の不作為が続いているわけですよ。迷惑を

被るのは市民そのものであります。だから早急に。 

 それはＪＲ側は忙しいからちょっと後回しにって言うと思いますよ。でも、法律家は、うそでし

ょうと。我孫子市そんなことやってんのと、いいかげんな。みんな言いますよ、５人に相談して。

それは改善していきましょうよ。それはこっち側にも瑕疵があって、もちろんＪＲにも瑕疵があっ

たけど、こちら側にも瑕疵があるわけだから。それは、今の部長が責任を持って頑張るしかないじ

ゃないですか。だってそれを、昔のもう亡くなったような大昔の人に責任を負えったってしようが

ないよ、それは。だからそれはちゃんとやりましょう。 

 それで、私、湖北駅の何か副駅長というのとちょっとやり合ったんだけど、全然意味不明なのが、

あの人たちね、いや、ここはらち内です。ここはらち外。らち内。らち外とらち内って何なんです

か、部長。明確に意味と法論をお伝えください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） １２月議会でも、らちって何ですかというお話がございまして、私も明

確にお答えすることできなかったんですけれども、鉄道用語で、いわゆる改札の内側という意味で

使われているというふうに、ネットなんかで調べますとそういうふうに書いてあります。 

 ただ、今、飯塚議員がおっしゃられた、ここはらち内からち外ですという話は、多分、ＪＲさん

側の管理区域内という意味でおっしゃられているんだろうなというふうに、私は推測いたします。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 その管理契約を結んでいないところに、なんで管理上のらち内とらち外というのが存

在するんでしょうか、しからば。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 確かに結んでいない状況は、今も同じでございます。 

 飯塚議員に１２月議会でも御指摘いただきまして、我々も管理契約を結んでいない。図面があっ
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て、管理の区分が確かに色分けされている。ただ、契約書としては成り立っていませんので、そこ

は管理区分を現場のほうで境界の明示をしっかりしよう、まずそれからやろう。それで契約を結ん

でいこうということで、今おっしゃられたように、これから我々も今までそういった状況が続いて

きてしまいましたから、それは改善すべく、我々も相手方と、ＪＲ東日本さんと、それは契約を結

んでいきたいと。 

 ただ、相手のあることですので、同等の立場でやらせていただければというふうに思っておりま

す。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 もちろん相手の立場があることは重々承知しているけれども、法律的に明らかに間違

っていると。そして市民の財産が放置されていると。これは許しがたき暴挙であります。だから急

いでやってください。相手があるなんてことは重々承知していますよ、私も。そうでしょう。だけ

ど、部長自身がそれを懸命に急いでやらない限りは、誰がやるんですか。そうでしょう。しっかり

とやっていただきたい。 

 それで、らち内とからち外というのは、そういう使用はやめてもらいたいよね。だって僕、鉄道

オタクじゃないから、らち内、らち外って言われても分かんない。それはだから、弁護士も分かん

ないって言ってるんだ、これ。何なんでしょうねと。そんな用語があり得るんでしょうかと。だか

ら、あまねく市民に分かりやすく書いてくださいよ。らち内、らち外って何なのかって。一般的に

使われていないですよね、少なくともね。一般用語ですか。部長はずっと知っていましたか、それ、

子どもの頃かららち内、らち外って。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。篠崎啓一建設部長。 

○説明員（篠崎啓一君） 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、らちって鉄道用語というふ

うなお話がありましたので、確かに専門用語みたいなもの、例えば土木用語で言う一輪車のことを

ネコというようなのと同じだと思いますので、それは使わないようにしていこうかと思います。 

 子どもの頃から知っていたかというと、らちが明かないというようなことを使うと、それと多分

違うんだろうと思うんですけれども、知らなかったというふうに私は思っております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 この辺で言葉が分かんないのは当然だ、勉強するのは当たり前。そんなものは当たり

前。そうじゃない。あなた部長なんだから。そこの人たちが鉄道側が使っているらちとらち外分か

んなかったら、それこそらちが明かないよ。しっかりしてくださいよ。よろしくお願いをいたした

いと。これしつこくやりますからね。徹底的に。だっていいかげんなんだもん。笑っているけど笑
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いごとじゃないよ。市民の財産。皆さんの財産じゃないからね。市民の財産ですから。よろしくお

願いを申し上げます。 

 それから次の大綱５点目に移ります。各種選挙の投票率についてであります。 

 （１）投票率の下落とその対処及び選挙管理委員会の認識についてお尋ねを申し上げます。 

 市議会議員選挙を例に挙げれば、昭和４６年の８０．５７％を最高に年々減り続け、平成２７年

の選挙では４４．８３％と、ついに５０％を大きく割り込むと、その後も減り続け、直近の令和５

年の選挙では４１．５７％と過去最低となりました。 

 投票率が５０％を大きく割り込むことは、まさに民主主義の崩壊と言っても過言ではありません。

この状況を選挙管理委員会はどのように捉えているのでしょうか。また、今まではどのような対策

を講じ、その検証はどのようにされたのでしょうか、お聞かせをください。また今後の対策につい

てもお聞かせをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

〔説明員山元真二郎君登壇〕 

○説明員（山元真二郎君） 投票率については、一般的には選挙の種別や天候、そのときの社会情

勢、候補者への関心度など様々な要因が影響すると考えられています。また、投票率の低下につい

ては、本市に限らず長期低落傾向が続いていることから、政治への関心が薄らいでいることも原因

の一つであると捉えています。 

 今回の市議会議員一般選挙について、市民の皆様が投票をどのように考えているかｅモニターア

ンケートを実施したところ、選挙に行かなかった理由として、投票したい候補者がいないが最も多

く、３０．６％を占めました。次の理由として、用事があったためと回答した方が２７．４％あっ

たことから、今後は、期日前投票制度と期日前投票所の周知をより強化し、さらなる啓発に努めて

まいります。 

 昨年１１月の市議会議員一般選挙では、我孫子市民プラザの期日前投票所の開設期間を１日増や

したことにより、令和元年度と比較し期日前投票者が６６６人増加しました。また、新たに天王台

西公園に期日前投票所を増設したところ、期日前投票所で４７６人の投票があり、令和元年度と比

較し、第１９投票区・天王台自治会館の投票率が２．８２ポイント、第２０投票区・天王台西公園

仮設投票所の投票率が４．０３ポイント上昇しました。 

 期日前投票所の増設や開設期間の延長は、投票率の向上に一定の効果があったと捉えており、今

後の投票率を注視していきたいと考えております。 

 また、常時啓発として、明るい選挙推進協議会を中心に街頭啓発や市内イベントでの啓発活動を

実施するとともに、若い世代に対しては市内高等学校における模擬投票の実施、国のアドバイザー

制度を活用した講話などの主権者教育、市内小中学校に対しては毎年実施している明るい選挙推進
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啓発ポスター、標語の募集を引き続き行ってまいります。 

 さらに教育委員会では、子ども議会開催のほか、小学校６年生の授業において、選挙の仕組み、

市役所や市議会の働きなどの学習、中学３年生の授業においては、選挙の意義と課題、裁判員制度、

マスメディアと世論など主権者教育を実施しております。 

 今回の市議会議員一般選挙の若年層の投票率は、令和元年度と比較し、１８歳は６．７２ポイン

ト、１９歳は４．５０ポイント、２０歳から２４歳が３．０９ポイントと大きく上昇しており、地

道な啓発や主権者教育を継続していきたいと考えております。 

 さらに、総務省において作成されている親子連れ投票の啓発チラシを広く活用して、親子で選挙

に行くことの周知に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 市民の団体の一部の方からも、なんで投票率上がらないのかなとか、私、立憲民主党

として地域の出前講座なんか行っても、なんでこんなに落ちちゃうのかねって話をしているんです

けど、でもなかなか厳しいですよね。私、自分の選挙だから、同級生に頼むよと言うと、いや入れ

ないよって言うから、随分おまえと仲よしだったのねって言ったら、３割から３５％ぐらいだ、一

度も投票に行かないんだから行かないよと。親に頼んでおくから大丈夫だ。何が大丈夫なのか全然

分かりません。 

 だけど、そうか、４０代とか、５０代だってこれだけ自分の身近で頼むと、３割、４割行ったこ

とがない。衆議院も参議院も一回も行ったことがない。もちろん市長選挙もだけど。そういう人た

ちが増えてきちゃうと、多分、その子どもは行かないですよね。これ僕は恐ろしい現象で、今低い

低いって言っているけど、将来的には１０％、２０％という時代が来るんじゃないかなって、物す

ごい危機感なんですよ。 

 そこで、私なんでこの質問したかというと、我々は投票率がどうだとか、さっき天王台の西口の

天王台西公園の期日前投票所をやっていただいて少し上がったよという話をしたんだけど、これ、

選挙の投票率とか、どういう活動するのというと、大体、選挙管理委員会事務局長として山元局長、

高見澤次長が一生懸命、会派控室へ入ってくるわけですよ。でも、よくよく考えてみたら、これ選

挙管理委員ですよね。皆さん方は事務局だもんね。この今回、令和５年の資料を請求させていただ

いたんだけど、ちょっとお尋ねしたいんだ。 

 令和５年選挙管理委員会、定例会と臨時会は、それぞれ何回いつあって、何が議論されてきまし

たか、お答えをください。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） 定例会については、３月、６月、９月、１２月の４回行っております。
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それ以外、選挙時における臨時会というのを行っているんですが、１回の選挙で１回の臨時会じゃ

なくて数回行っていますので、申し訳ありませんが、臨時会の回数までは現状ではちょっと把握し

ておりません。申し訳ございません。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 できれば、ヒアリングをしているから、あ、ここ来るなって予想してほしかったです

ね、部長。 

 これずっとやっていると、選挙管理委員会の会議録見ていると、ほとんど同じなんですよ。まず、

選挙人名簿の登録する者を定めることについて、抹消することについて、ほとんどこれ。多少例外

がちょいちょいありますけれども。ということは、選挙管理委員会はさっき言った定例会、臨時会、

この選挙人名簿を管理監督するだけにあるわけですか。 

 それともう一つ、選挙管理委員会というのは、皆さん方にとって下部組織ですか。独立性の組織

ですか。独任制の組織ですか。何でしょうか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） まず第１としては、今、毎回定例会で議題としている、選挙を公正に

正しく問題なく実施するのが第１と考えておりますので、第１には、その基になる名簿の登録はき

ちんと更新されて、正しい名簿を作り、それを確認していただくのが第１と思っております。 

 それ以外については、啓発活動だとか、投票率についてどう考えるのかというのも、一つあると

考えております。あと、独立性については、選挙管理委員会なので、市長部局とは当然別な独立し

た部署というふうに考えております。 

───────── 
時 間 延 長 の 件 

○議長（早川真君） この際、会議時間を延長いたします。 

───────── 
○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 だから、市民団体の人にも言ったんだけど、ひょっとして我々は選挙管理委員会事務

局に対してこうあるべきとか、あるいは期日前投票をもっと増やしてくれとか、どこに問題がある

かとか言っていたけど、選挙管理委員そのものに訴えていかなきゃ駄目なんじゃないかと。だって

独立機関だもんね。だからみんな選挙管理委員のところに陳情行ったほうがいいよと、個別にと言

ったんですよ。 

 でもね、私、やっぱりちょっと納得できないのは、さっき言った公平中立な選挙を実施するとい
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うのは当たり前。それはやらなきゃ、公平中立じゃなきゃ民主主義守られないもんね。だけど、啓

発活動とか投票率は大事なことですよ、民主主義。なんでこれ、年間の何か６回ぐらいやっていて、

一回もそういうのが選挙管理委員会から、ちょっとこれ低投票率改善するために、事務局、期日前

投票を増やすようにちょっと考えてくれよと、どこが適地かねとか。あるいは若年層に対して１８

歳だけはガーンと投票率が上がるけど、１９歳からまたがくんと落ちると。これ何とか、ちょっと

は落ちたとしても、そこを維持するために事務局何かアイデアないかねとか、そういう議論は全く

されないんですか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） 選挙の終わった後、投票率がどうだったかとか、そういう分析のとき

に、下がってきているので、なかなか投票率を上げるための特効薬というのはないと思うんですけ

ど、委員の皆さんから、具体的な意見として期日前投票所を増やすとか、そういったことは、それ

はやったほうがいいよねとか、そういう意見はありましたけれども、それ以外と言っていいか、委

員さんのほうから意見が出ることは少なかったと思いますが、事務局としてもそういう定例会とか

議題の中で課題を抽出して、委員さんに議論してもらうことも必要だったのかなというふうには思

っております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 質問に明確にお答えください。 

 この議事録を見る限りでは、定例会等でそういう議論がなされた形跡がないんですよ。選挙の後

に何かちょこちょこっとあったような、ないようなのを言っているけど、定例会年４回ですよね、

これね。その中で令和５年度の投票率、あるいは投票率を増加に向けるためのさっき言った期日前

投票等について、いつどの場で議論されて、なぜ議事録から削除されてしまったのか、お答えくだ

さい。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） 大変申し訳ありません。 

 ちょっと訂正させていただきたいと思うんですが、定例会の議事の中でやったことは、確かにな

かったです。その後の、今回、投票の記録ができましたとか、そういった中で意見、あとは例えば

天王台西公園について、今回からは増設を予定していますとかという話をした中で意見をいただい

たことはありますので、それは定例会自体の中じゃなくて、その後に話していることでしたので議

事録には載っておりません。 

 それは、私のほうの説明がちょっと誤っておりましたので、申し訳ございません。そういうふう

に御理解いただければと思います。 
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○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 やっぱりこれ問題で、定例会でなぜそういう疑問を抱いて、選挙管理委員がですよ、

みんなで議論しようよと、なんでならないんですかね、事務局長。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） そこについては、我々がなんでその出なかったのかというのを聞いた

わけでもないし、委員さん自身でもないので答えることはできないんですが、先ほど言いましたよ

うに、事務局としても、もうそういう定例会の中で、課題じゃないですけど、そういうのを事務局

から挙げて、そういう定例会とかの中で議論をしてもらうのも必要だったんではないかなというふ

うに、今は思っております。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 語弊を恐れずに申し上げますと、やっぱり投票率がいいところとか、頑張っていると

ころって、選挙管理委員会がちゃんと議論をしているんですよ、それは。そりゃね、登録人名簿だ

けが正しいか間違いかだったら、別に山元部長でもできるじゃないですか。そうですよね。部長が

法令を違反しない限りにおいては。だけど、わざわざ独立性組織にして、市長とは全く別の組織を

構築して、そこで公正公明にやってくださいよと、公平にやってください。そのために法律は別立

てでつくっているんでしょう。これは農業委員会もそうだし、教育委員会もそうですよ。 

 そこがですよ、投票率がこれだけ逓減していって、民主主義の危機が訪れているときに、今まで

過去に定例会で何の議論もしたことありませんと。事務局長も、それに対して何の疑義も感じませ

んでしたと。ただただ選挙人名簿の登録や抹消をしていればいいんだと思っていたとしたら、これ

も市民からしたらやっぱ裏切り行為ですよ。ちゃんと議論をしなくちゃ。私が選挙管理委員だった

らやりますよ。おかしくないですかと。どうやって投票率上げていこうかと。だってそれ我々の職

責じゃないですかと。こうならなきゃおかしいですよね。だから、これ、総務企画常任委員会とか

に呼ばなきゃ駄目かなって、これ思い出し始めているんですよ。だから、やっぱりそこはちゃんと。 

 でもね、独立性組織だから好ましいとは思いません。それぞれがそれぞれの職責をちゃんと全う

する。議会は議会の職責を全うする。教育委員会は教育委員会の責務を全うする。選挙管理委員会

もしかり。 

 だから、ちゃんとやってください。これ多分ね、市民が見たら驚くと思うんですよ。何か選挙人

名簿の何とかと、あと選挙管理委員会事務局が用意したこの議案というのね。ずっとそれに基づい

て、粛々とやっています。もうちょっと何かないのと思いますよ、普通。民間企業の人だったら思

うと思いますよ。 
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 だからそれは、逆にでもね、今までそうだったからそうだったという、単に風習とか慣習ですよ

ね。だったらやっぱり事務局サイドがそれを促していかないとね。別に皆さん方が議論しちゃ駄目

だけど、促すことは幾らでもできるじゃないですか。次の議会、議論しますとか、何とか委員さん

どう思っていますかって、それは意見出てくると思うんですよ。 

 選挙管理委員の方々の意見として、どこどこに期日前投票所を実施できないだろうか。時間は何

時から何時まで延長できないだろうか。それにはどれくらいのコストがかかるのだろうか。そして

やってみた結果、検証をどう扱うのか。それから今の方向性でさらに進んでいくことが、民主主義

を守るためにつながるのかつながらないのかと。そういう議論をするのが選挙管理委員会の本旨だ

と思いますけれども、どうですか。 

○議長（早川真君） 答弁を求めます。山元真二郎選挙管理委員会事務局長。 

○説明員（山元真二郎君） 選挙管理委員さんの職責については、第１には公正公平な選挙を実施

するために委員さんになっていただいて、議案とか議論してもらって、承認いただいているという

ところが第１だとは思っています。 

 ただ、それだけじゃなくて、事務局と一緒になって、投票率を上げるだとか、あとは効率的な啓

発活動はないのかとか、そういったことについての議論もしていただけるよう、今後、選挙管理委

員会事務局としてもサポートしていきたいというふうに考えています。 

○議長（早川真君） 飯塚誠議員。 

〔飯塚誠君登壇〕 

○飯塚誠君 我々も正直申し上げて、例えば投票率が１００％になるとも思わないし、８０％にな

ると思わないけれども、こんなもんで良いやって思ってしまったら、絶対それ以上出ませんよ、数

値は。だから、それは５０％をまずは超えてもらいたいけど、目標を５０％にしたら今の４１．

数％になっちゃいますよ。だからその目標は６０％、７０％、８０％、これを目指していくと。 

 そのために何をすべきか。何をすることが近道なのかということを、それは選挙管理委員会には

真剣に議論してもらいたい。そしてそれをぜひとも事務局は促してもらいたい。議論はあくまで選

挙管理委員会。だけど、もしそれができてなかったんだとしたら、これはまずいと思って、それを

促してもらいたいと思います。 

 そのように頑張るということですので、これからもこの選挙管理委員会の職責についても追い続

けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。

終わります。 

○議長（早川真君） 以上で飯塚誠議員の質問を終わります。 

 以上をもちまして本日の日程は終わりました。明日は午前１０時より会議を開きます。本日はこ

れをもって散会いたします。 
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